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は じ め に

環境白書作成の背景
あきる野市では、平成１６年３月に環境の保全、回復及び創造に関する基本理念、市民・事業者・市

の三者それぞれの責務や協働の責務等を定めた「あきる野市環境基本条例」を制定し、平成１８年

３月には、同条例に基づき、「あきる野市環境基本計画」を策定しました。計画期間終了に伴い、平成

２６年度、平成２７年度の２か年をかけ、平成２８年度から令和７（平成３７）年度までを計画期間とす

る「第二次あきる野市環境基本計画」（以下「環境基本計画」といいます。）を策定しました。

本書は、あきる野市の環境の現状や環境基本計画の施策の進捗状況を取りまとめたものであり、今

後の課題把握に活用するとともに、本市の環境施策の実施状況を広く市民の皆さまに公表するものです。

また、環境基本計画（Plan）がどのように実行（Do）されたかを点検・評価（Check）した結果を

まとめており、今後、環境基本計画の更なる推進・行動の実践に向けた見直し（Action）を行うため

の資料として活用します。

●第二次あきる野市環境基本計画の進行管理の流れと役割

環境委員会市 市民・事業者 環境審議会

更なる計画の推進・行動の実践へ

（施策進捗状況・目標達成状況）

計画の進捗状況

の評価・まとめ

アンケート調査などにより把握

参加

報告

公表

各課による

点検・評価
（施策進捗状況・指標達成状況）

一人ひとりによる行動の実践・協働による取組の推進

更なる計画の推進・行動の実践へ

環境白書の作成

（環境施策の実施状況）

Do
(実行)

Action

(見直し)

閲覧・意見提案

報告

審議

意見

進捗状況の確認

意見交換・課題抽出

今後の方向性の検討

反映

意見

継
続
的
改
善

第二次あきる野市環境基本計画
Plan
(計画)

各主体の

点検・評価

（活動実施状況・満足度）

Check
(点検・評

必要に応じて

建議

確認



- 2 -

環境白書の構成

本書は、次の２章から構成されており、令和３年４月から令和４年３月までの取組状況を中心にま

とめています。

■第１章 あきる野市の環境の現状

あきる野市の自然環境分野、生活環境分野、エネルギー環境分野、人の活動分野それぞれの現状

についてまとめています。

■第２章 施策の進捗状況

第二次あきる野市環境基本計画、生物多様性あきる野戦略及びあきる野市地球温暖化対策地

域推進計画に掲げられている施策の進捗状況についてまとめています。

■資料編

※組織名の表記について

本書は、令和３年度の報告であるため、令和３年度の体制で表記しています。
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あきる野市は、都心から４０～５０ｋｍ圏に位置し、秋川と平井川の二つの川を軸として、比較的

緩やかな秋川丘陵・草花丘陵に囲まれる平坦部と、奥多摩の山々に連なる山間部から形成されていま

す。平坦部は秋留台地からなり、秋川と平井川に沿って市街地を形成しています。

また、市は、市域の面積（７，３４７ｈａ）の約６割を森林が占めており、多摩地域でも豊かな自然

が残っています。その一方で、農地は年々減少を続け、宅地が増加傾向にあります。

本章では、市の環境の現状について、各分野（自然環境分野、生活環境分野、エネルギー環境分野、

人の活動分野）の取組を掲載します。

１ 自然環境分野

自－１ 基礎情報の調査・収集

１） 自然環境調査

市内の森林や雑木林、農地などにおいては、林業・農業関係者の高齢化・後継者不足などの様々な要

因によって、適正な維持管理が十分に行われていない状況にあります。

市では、市域の自然環境の状況を把握し、保全すべき地域の設定や保全策の検討を行うため、平成

２１年度から自然環境に関する専門的な知識を有する方による「あきる野市自然環境調査部会」を組

織し、自然環境調査を実施しています。初めの３年間の調査結果については、「あきる野市自然環境

調査報告書（平成２１年度～２３年度）」として取りまとめ、市内の図書館やホームページでご覧い

ただくことができます。

また、あきる野の自然環境を身近に感じてもらうため、リーフレット「知って守ろうあきる野の自然」

で調査結果の一部を紹介しています。この調査結果は、平成２６年度に策定した「生物多様性あきる野

戦略 ～未来の子ども達に贈る あきる野の自然の恵み～」の基礎資料にもなっています。

令和３年度は、自然環境調査を継続して実施しました。

＜あきる野市自然環境調査報告書

平成２１年度～２３年度＞

＜リ－フレット

「知って守ろうあきる野の自然」＞
＜生物多様性あきる野戦略＞
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２） 森林レンジャーあきる野による活動の推進

郷土の恵みの森構想に基づく森づくり事業を進めるため、平成２２年５月に専門知識を持つ４人に

よる「森林レンジャーあきる野」を設置しました。平成２９年度からは、森林レンジャーあきる野の

１人がこれまでの知識と経験、技術を活かす場として、小宮ふるさと自然体験学校の校長に就任した

ため、現在は３人で活動を行っています。

森林レンジャーあきる野は、昔道や尾根道の補修、景観の整備等を町内会・自治会等と協働で実施

しています。

また、登山道や山林を巡視し、支障木の除去や補修を行うとともに、市内に生息・生育する動植物

の調査、滝や沢、巨木といった地域資源の掘り起こしなども行っています。

さらに、地域が実施する森づくり事業に関連した自然体験イベントなどを通じて、森とその周辺にあ

る地域資源のもつ魅力を市内外に向けて発信しています。

森林レンジャーあきる野による動植物調査において、これまでに動物では合計１３６種（哺乳類５種

類、鳥類６９種類、爬虫類１１種類、両生類１０種類、魚類８種類、昆虫類３３種類）、植物では

１００種の絶滅危惧種の生息・生育を確認しています。

３） 生物多様性に関する情報発信

生物多様性に関する情報の共有化のため、様々な方策による情報発信に取り組んでいます。

令和３年度は、市広報紙及びホームページにおいて、「森林レンジャーがゆく」を９回掲載したほか、

森林レンジャーあきる野新聞を１２回発行し、森林レンジャーあきる野の活動の紹介を通じて、森の状

況、動植物の状況など森の魅力を発信しました。

また、外来種対策を通じて、外来種が在来種に及ぼす影響や生物多様性の概念などについても周知を

図りました。
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自－２ 生物多様性の保全

１） 生物多様性保全の仕組みづくり

市では、平成２６年９月に、「生物多様性あきる野戦略」を策定し、生物多様性の保全に取り組むとと

もに、平成２８年３月には、その実施計画として「あきる野市生物多様性地域連携保全活動計画」を策定

することで、多様な主体の連携による生物多様性の保全と活用に関する取組をまとめました。さらに、平

成２９年９月に、「あきる野市生物多様性保全条例」を制定し、市内の希少な動植物を保護する仕組みを

つくりました。

令和３年度においては、市内の守るべき動植物の種類をリス

ト化した「あきる野市版レッドリスト（植物）」の作成作業を進

め、原案の作成についても検討を行いました。

また、従来から継続している取組としては、市内の緑の保全

を図るため、一定の条件を満たす樹林地、樹木などを保存緑地

として指定する制度があり、令和３年度における保存緑地は、

樹木１６８本、樹林地４か所（１０，８３３．８３㎡）、屋敷林

１か所を指定しています。また、緑の活用を図るため、公開でき

る緑地を公開緑地として1か所指定しており、令和３年度にお

ける公開緑地の面積は、１４，５９３㎡となります。

２） 有害鳥獣対策及び外来種対策

農作物被害を引き起こす有害鳥獣（イノシシなど）対策を進めるため、追い払いや防除柵の設置、

箱わなによる捕獲等を行っています。また、外来種であるアライグマ・ハクビシンは、農作物被害を引

き起こすほか、地域の生態系などに被害を及ぼすため、有害鳥獣対策と外来種対策の両面から、箱わな

による捕獲等を進めています。これらの取組は、専門的な知識や幅広い主体の協力が必要であることか

ら、猟友会や、市民ボランティアで組織する「あきる野の農と生態系を守り隊」との連携により推進し

ています。

外来植物であるオオキンケイギク、オオブタクサ、アレ

チウリの３種は、在来植物を圧迫するため、分布調査や除

草の呼び掛けを行っています。令和３年度は、東京都と連

携し、オオブタクサの駆除を実施しました。

サクラ等の樹木を加害する外来種クビアカツヤカミキ

リについては、市職員による公共施設の調査結果と市民に

よる目撃情報を基に分布状況を把握し、防除対策を行いま

した。また、被害分布図を作成し、ホームページで公開し

ました。

外来種対策の基礎情報として、市民の皆さまから分布情報を提供してもらっており、令和３年度の

目撃情報件数の実績は、アライグマ２４件、ハクビシン３２件、クビアカツヤカミキリ６６件でした。

＜リ－フレット

「あきる野市生物多様性保全条例」＞

＜特定外来生物のアライグマ＞

＜外来種のアライグマ＞
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自－３ 生物多様性の創出

１） 郷土の恵みの森づくり事業

市域の森づくりのあり方を示す「あきる野市郷土の恵みの森構想」（平成２２年３月策定）や「生物

多様性あきる野戦略」「あきる野市生物多様性地域連携保全活動計画」に基づき、地域との協働による

「郷土の恵みの森づくり事業」に取り組んでいます。

「郷土の恵みの森づくり事業」には、町内会・自治会等を主体とする昔道や尾根道の補修や景観整備

のほか、「森林レンジャーあきる野」の活動（先述）、森の子コレンジャー活動（後述）、小宮ふるさと

自然体験学校の運営（後述）などが挙げられます。

昔道や尾根道の補修、景観整備の実施に当たっては、森づくりに関心のある方・事業者・団体からな

るボランティア組織である「森林サポートレンジャーあきる野」が、町内会・自治会等の支援に取り組

んでいます。

令和３年度は、１４の町内会・自治会等により、昔道・尾根道の補修８事業、景観整備１３事業を実

施しました。これらの事業を進めた結果、武蔵五日市駅から「秋川渓谷 瀬音の湯」までのコースをは

じめ、既存の登山道等のいくつかのコースの維持が図られています。また、景観整備により植樹した樹

木等は、ハイキング等で訪れる観光客の目を楽しませています。

これまで、菅生地区で実施していた産学公による森づくりについては、令和２年度をもって終了し、

令和３年度からは、地元町内会及び関係団体と連携し、森林の再生と保全に向けた森づくりを進めてい

ます。

「郷土の恵みの森づくり事業」以外においても、「あきる野市森林整備計画」に基づき、森林再生事

業、森林循環促進事業等を活用し、林業の振興や森林の保全と活用のための森林整備を継続していま

す。令和３年度における整備面積は、間伐５６.６３ｈａ、枝打ち１０.３９ｈａ、伐採２.９１ｈａとな

りました。

森づくり事業概要（令和３年度）

事業名 事業数 実施団体

昔道・尾根道補修等事業 ８事業 ５町内会・自治会等

景観整備事業 １３事業 １１自治会等

＜サポ－トレンジャ－による森づくりの様子＞ ＜菅生地区での森づくりの様子＞
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２） 魅力あふれる川づくりに関する取組

清流として知られる秋川は、優れた景観を有するだけでなく、釣りやバーベキュー、川遊びなどの場

として市民や観光客に親しまれ、本市を代表する河川の一つです。その一方で、河川環境の劣化や魚類

の減少を懸念する声も聞かれることから、東京都の「秋川流域河川整備計画」により、東京都や秋川漁

業協同組合と連携して、河川環境の維持・向上を図るとともに、稚魚の放流等の施策により、江戸前ア

ユをはじめとする魚類の生息数や生息環境の回復を進め、更なる魅力向上を図っています。

令和３年度は、秋川の用水堰がある魚道で、水量・砂利・

流木等の点検を実施し、流木や砂利の撤去を行うとともに、

秋川漁業協同組合が実施したアユの解禁時の状況確認や河

川清掃、魚類の保護を推進しました。また、東京都や秋川漁

業協同組合と連携してアユの稚魚を放流し、「秋川アユ」の

ブランド化に向け準備を進めました。

＜秋川の川べりの様子＞
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自－４ 生物多様性の活用

１） 地産地消及び地域のブランド化の推進

地域から産出される農畜産物や木材等をその地域で消費する「地産地消」は、身近な生物多様性の恵

みを感じられるだけでなく、生物多様性の普及啓発や輸送に係るエネルギーの削減への貢献など、様々

な効果が期待されます。このため、本市においても、農業振興や林業振興の取組の一つとして、地域か

ら産出される農作物や木材の利用を積極的に進め、地産地消に取り組んでいます。

令和３年度も、引き続き、「地産地消型」農業の拠点となる秋川ファーマーズセンターの再整備に向

けて、ＪＡあきがわと検討を重ねました。また、木材については、「あきる野市公共建築物等における

多摩産材利用促進に関する方針」に基づき、若葉第２学童クラブ新設工事の内装仕上げ材の一部に多摩

産材を利用しました。

あきる野商工会では、地元の良質な食品等を地域ブランドである「秋川渓谷物語」に認定し、地場産

業の振興と発展に寄与しています。市では、こうした取組を支援するため、平成２８年度に締結した株

式会社セブン-イレブン・ジャパンとの地域活性化包括連携協定により、市内にあるセブン-イレブンの

１１店舗において、「秋川渓谷物語」ブランドの認証を受けた商品の販売を開始してもらいました。平

成２９年度には１２店舗に増え、令和３年度も、引き続き、地産地消の促進と土産物需要の更なる拡充

を図りました。

また、「秋川渓谷」ロゴ活用の推進や、本市のイメージキャラクターである「森っこサンちゃん」の

ＬＩＮＥスタンプを販売するなど、「秋川渓谷」としての地域ブランド化に向けた取組を行いました。

令和３年度は、新型コロナ対策の一つとして、森っこサンちゃんのイラストを活用した感染拡大防止啓

発ポスターを作成し、観光施設等に掲出しました。

＜「森っこサンちゃん」LINE スタンプ＞

＜「森っこサンちゃん」のイラスト＞

＜「秋川渓谷」ロゴ＞

＜「森っこサンちゃん」感染拡大防止啓発用イラスト＞
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２） 生物多様性を活かした観光振興

秋川流域の大地は、古生代から新生代にかけての多くの地層がまとまって分布する全国でも有数の

地域です。この多様な大地を背景として、この地域の生物多様性が維持されています。

このような貴重な大地を保全するとともに、観光や商業などによる地域の活性化を目指すため、秋川

流域の３市町村（あきる野市、日の出町、檜原村）が連携し、平成２８年度に開室した秋川渓谷戸倉体

験研修センター（戸倉しろやまテラス）３階の秋川流域ジオ情報室において、秋川流域周辺の生物多様

性に関する展示や貴重な地域資源の情報を発信し、広く一般の方々に向けて秋川流域の魅力をＰＲし

ています。

観光拠点のひとつである同施設では、生物多様性を活かした体験研修等を行っています。令和３年度

は、新型コロナ対策のための臨時休館や行動制限の影響から施設利用のキャンセルが多数生じました

が、１，１０１人が体験事業に参加しました（令和２年度：３７３人）。

また、平成２８年度に写真の変更と解説文の見直しを行った「あきる野百景」を各公共施設や観光施

設に設置・配布し、周知を継続しました。その他の観光パンフレットについても、併せて配布していま

す。

さらに、観光ルートに関しては、①増戸ルート、②五日市ルート、③金比羅山ルート、④深沢ルート、

⑤戸倉ルート、⑥乙津・養沢ルート、⑦秋川エリアルートについて、重点的なプロモーションと整備を

実施しました。また、観光協会との協働により、散策マップを作成し周知啓発を行いました。

＜観光パンフレット「秋川渓谷総合マップ」＞

＜自然体験の様子＞

＜秋川流域ジオ情報室＞
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※ デ－タは、各地点で実施している測定結果の

平均値である。
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河川の水質調査結果（ＢＯＤ）

秋川 秋川支流 平井川 平井川支流

２ 生活環境分野

生－１ 公害対策の推進

１） 河川の水質 （調査結果の詳細は資料編１４８頁～１５１頁に掲載）

良好な生活環境を維持するため、市内の河川やそ

の支流２０か所で、年４回の水質調査を実施してい

ます。

平成２９年４月１日から、平井川・養沢川は河川の

水域類型がＡ類型からＡＡ類型に変更されました。

水質汚濁の指標となるＢＯＤ(*)をみると、いずれの

河川等も良好な水質を維持し、環境基準を達成してい

ます。

また、多摩川と関連河川の水質の向上を目的とし

て、多摩川流域の関係自治体が同一日に実施する河

川の水質調査に参加しています。秋川、平井川と多

摩川が合流する地点で、年２回調査を行い、おおむ

ね良好な水質が維持されているという結果を得てい

ます。

＊ ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）： 水中の汚物を分解する

ために微生物が必要とする酸素の量。この値が大きいほど

水質汚濁が著しいといえる。

２） 湧水及び合流点の水質調査 （調査結果の詳細は資料編１５２頁に掲載）

本市は、河川沿いの崖線や秋留台地の縁部から湧水が

流出しており、良好な自然環境を形成する大きな要素の

一つとなっています。

市では、「あきる野市清流保全条例」に基づき、年

１回、湧水１７か所、河川との合流点１９か所で水

質調査を実施しています。

湧水の水質には、環境基準が設定されていないため、

参考として、１）に示す生活環境の保全に関する環境

基準（河川ＡＡ類型）と比較すると、一部で環境基準を

超過していたため、今後も引き続き調査を実施し、経過

の観察を行っていきます。

類型 河川名 環境基準

河川ＡＡ類型
秋川

１mg/ℓ以下
平井川

生活環境の保全に関する環境基準（河川）

（令和４年２月１５日時点）

※ デ－タは、各河川の複数地点で年間４回（５・８・

１１・２月）実施している測定結果の平均値である。
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３） 地下水汚染調査 （調査結果の詳細は資料編１５３頁に掲載）

地下水は、身近な資源として利用されるだけでなく、

環境を形成する上でも重要な要素の一つとなっています。

市では、市街地をおおむね２キロメートル四方に区

切り、そのうちの７か所（工場、事業所、住宅地近辺）

の井戸水を採取し調査を実施しています。

全ての地点で環境基準を達成しており、良好な水質が維持されています。なお、調査項目と環境基

準は、右表に示すとおりです。

４） 秋川・平井川水生生物調査

カゲロウ、サワガニなどの河川に生息する水生生物は、水質汚濁などの影響を受けやすいことから、

秋川４か所、平井川２か所の計６か所において、年２回、生息する水生生物を指標として水質を判定

する調査を実施しています。

５） 秋川・平井川ふん便性大腸菌群数調査 （調査結果の詳細は資料編１５３頁に掲載）

秋川、平井川の親水性の高さに着目し、環境省が示す水浴場水質判定基準に沿って、秋川９か所、

平井川２か所の計１１か所において、年１回、ふん便性大腸菌群数の測定をしています。

令和３年度の値は、秋川、平井川とも微増傾向となっていますが、水浴に不適な地点はありません

でした。

※デ－タは、各地点で実施している測定結果の平均値である。

６） 工場等排水調査

水質汚濁防止法に基づく特定事業場のうち、 ㎥一日当たりの排水量が２０ ／日以上の事業場と有害

化学物質等を処理して排水している事業場を対象として、年１回、排水の調査を実施しています。
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Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

（個/100ml)

秋川 平井川 区分 ふん便性大腸菌群数

適
水質ＡＡ 不検出（検出限界２個/１００ml）

水質Ａ １００個/１００ml 以下

可
水質Ｂ ４００個/１００ml 以下

水質Ｃ １，０００個/１００ml 以下

不適 １，０００個/１００ml 超過

水浴場水質判定基準（環境省）

秋川・平井川ふん便性大腸菌群数

地下水の水質汚濁に係る環境基準

調査項目 環境基準

トリクロロエチレン ０．０１mg/ℓ以下

テトラクロロエチレン ０．０１mg/ℓ以下

１，１，１－トリクロロエタン １mg/ℓ以下
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７） ゴルフ場水質調査

市内２か所のゴルフ場で使用されている農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤など）が河川に与える影響を

確認するため、各ゴルフ場内の調整池において、年１回、水質調査を実施しています。

８） 道路沿道調査

市内の道路４か所（国道４１１号線、都道１６６号線、五日市街道、睦橋通り）において、道路沿道

環境の実態を把握するため、騒音と交通量を調査しています。

調査結果では、要請限度を超過している場所はありませんが、引き続き監視を続け、必要に応じて

道路管理者等に騒音低減措置を要請していきます。

令和３年度道路沿道調査結果

※ デ－タは、令和３年１０月５日～１０月６日に実施した市内４か所の調査結果である。

＊1 等価騒音レベル： 一定時間に測定された多数の騒音デ－タについて、エネルギ－量で平均して何ｄＢの騒音

に相当するかを求めたもの。

＊2 要請限度： 環境省令で定める自動車騒音又は道路交通振動の限度。区市町村長は、要請限度を超えることによ

り道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、東京都公安委員会に対し措置をとる

ことを要請できる。

＊3 区域〔ａ〕： 第１・２種低層住居専用地域、第１・２種中高層住居専用地域をいう。

〔ｂ〕： 第１・２種住居地域、準住居地域、用途地域の定めのない地域をいう。

〔ｃ〕： 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域をいう。

９） 大気中ダイオキシン類調査

調査対象としているダイオキシン類は、工業的に製造する物質ではなく、ものの焼却の過程などで自

然に生成してしまう物質です。

市では、あきる野市役所、五日市出張所の屋上の２か所において、年１回、測定を行っています。

過去３年間の測定結果では、両地点ともダイオキシン類による大気の汚染に係る環境基準を達成して

います。

大気中ダイオキシン類調査結果

＊ ｐｇ（ピコグラム）： １兆分の１グラム ＊ ＴＥＱ： 毒性の強さを加味したダイオキシン量の単位

※令和３年８月１８日～８月２５日に実施した調査結果である。

調査場所
等価騒音レベル（ｄＢ）(*1) 要請限度（ｄＢ）(*2) 交通量（台／１０分）

昼間 夜間 区域(*3) 昼間 夜間 昼間 夜間

国道４１１号線 ６６ ６３ ｂ ７５ ７０ １７３ ２９

都道１６６号線 ６８ ６２ ａ ７５ ７０ １２９ １７

五日市街道 ６３ ５４ ｃ ７５ ７０ ８７ ９

睦橋通り ６７ ６２ ｂ ７５ ７０ ２０８ ３２

調査場所
測定結果（pg-TEQ/㎥ (*））

環境基準
Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

あきる野市役所 ０．０１１ ０．０１７ ０．０１０
０．６０

五日市出張所 ０．０１２ ０．０１６ ０．００９
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１０） 二酸化窒素調査 （調査結果の詳細は資料編１５４頁に掲載）

主要道路の交通量増加に伴う自動車の排気ガスの

影響を把握するため、年４回、市内２２か所で、二酸

化窒素を測定しています。過去３年間の測定結果では、

二酸化窒素に係る環境基準を達成しています。

＊1 ｐｐｍ（ピ－ピ－エム）： 容積比や重量比を表す単位で、濃度や含有率を示す時に用い、１００万分の１を１ｐｐｍと

いう。例えばＮＯ２が１ｐｐｍとは、空気１㎥中にＮＯ２が１ｃ㎥含まれる場合である。

＊2 １時間値の１日平均値が０．０４～０．０６ｐｐｍまでのゾーン内又はそれ以下であること。

１１） 一般大気調査 （調査結果の詳細は資料編１５５頁に掲載）

浮遊粉じんは、大気中で気体のように長期間浮遊し

ている粒子です。浮遊粉じんのうち粒径が１０μｍ

(＊1)以下のものを浮遊粒子状物質といいます。

市では、市内１5か所（令和３年度）において、浮

遊粉じんの全体量を測定しています。

浮遊粉じん量については、大気の汚染に係る環境

基準が設定されていないため、参考として浮遊粉じん

より粒径の小さい浮遊粒子状物質の環境基準と比較

したところ、過去３年間において全測定箇所の値は、

浮遊粒子状物質の環境基準値を下回っていました。

＊1 μｍ（マイクロメ－トル）： １μｍは１００万分の１ｍで、０．００１ｍｍである。

＊2 １時間値の１日平均値が０．１０mg/㎥以下であり、かつ、１時間値が０．２０mg/㎥以下であること。

１２） 工場等臭気調査

塗装工場のシンナー等の有機溶剤が大気環境に与える影響を把握するため、市内２か所において、年

１回、臭気調査を実施しています。

１３） 採石場周辺環境調査

特定の事業所との環境保全協定に基づき、交通量調査を年２回（５月、１１月）、総浮遊粉じん量

調査を年４回（５月、９月、１１月、２月）、浮遊重金属量調査を年１回（２月）、二酸化窒素調査を

年４回（５月、９月、１１月、２月）実施しています。

１４） 事業所関連水質調査

特定の事業所（２社）との環境保全協定に基づき、水質関連調査を実施しています。

測定結果(ppm) (＊1) 環境基準

(＊2)Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

０．０１３ ０．００９ ０．０１０ ０．０６

※デ－タは、各道路で実施している測定結果の平均値である。

二酸化窒素(ＮＯ２)調査結果

浮遊粉じん調査結果

※ デ－タは、各調査場所で実施している測定結果

の平均値である。

測定結果(mg/㎥)
（参考）

環境基準

(＊2)Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

０．０１６７ ０．０３７８ ０．０３１４ ０．１０
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＜空間放射線測定の様子＞

１５） 放射線・放射性物質の測定 （調査結果の詳細は資料編１５６頁に掲載）

平成２３年3月に発生した東日本大震災に伴う福島第一

原子力発電所事故を受け、市では、空間放射線測定を実施し

ています。（平成２９年度からは、公共施設等の測定を廃止

しました。）

空間放射線については、年４回、市内６か所を定点として

測定しました。（平成２９年度からは、測定頻度と測定地点

を変更し、年４回、市内６か所を定点として測定をしていま

す。）

これらの測定ポイントにおいて、「あきる野市空間放射線

測定等に関する基準」（平成２３年１１月２４日決定）に示

す基準値、毎時０．２３μSv (*１)（追加被ばく線量(*２)年間１mSv(*３)）を超える地点はありま

せんでした。

農産物等の放射性物質の検査は、原子力安全委員会の検査計画・品目・区域などの考え方に基づき、

平成２３年度から継続して、東京都が実施しています。

市は、引き続き、市民の皆さんの安全安心のために、放射線・放射性物質の調査結果について市の広

報やホームページで公表を行います。

*1 μＳｖ（マイクロシ－ベルト）： 人体が直接影響を受ける放射線量を表す単位で、通常１時間当たりの線量を示す。

１μＳｖは、１００万分の１Ｓｖである。

*2 追加被ばく線量： 自然界や医療行為により被ばくする放射線を除いた被ばく線量をいう。

*3 ｍＳｖ（ミリシ－ベルト）： １ｍＳｖは、１０００分の１Ｓｖである。
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生－２ 資源循環型社会の構築

１） ごみ排出量

令和３年度のごみ総排出量は２２，９３０ｔで、前年度より約７９３ｔ減少（－３．３％）しまし

た。このうち、総ごみ排出量の約８割を占める可燃ごみについては、１７．５４７ｔが排出されてお

り、前年度より約４５４ｔ減少（－２．５％）しました。

令和３年度の１人１日当たりのごみ排出量は７８３．８ｇであり、全国の９０１ｇ（令和２年度）(＊

1)よりは少ないものの、都内３０市町村（多摩地域）のうち排出量の多い順から６番目（令和３年度）に

位置し、多摩地域の平均排出量である６８２．３ｇ (＊2)を１０１．５ｇ上回っています。

今後も、ごみの減量に向け、食品ロス削減の推進、簡易包装の商品を選ぶ、物は長く大切に使う、

生ごみは捨てる前に水分をひと搾りする、資源化できるごみは資源として排出するなど、生活の中で

一人ひとりがごみを出さないように心掛けることが大切です。

＊1： 資料「一般廃棄物処理事業実態調査 令和２年度（環境省）」

＊2： 資料「多摩地域ごみ実態調査 ２０２１（令和３）年度統計」（公益財団法人 東京市町村自治調査会）
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２） ３Ｒの推進

市では、持続的発展が可能な社会を目指し、市民や事業者との協働のもと、ごみの減量化や資源化を

進め、資源循環型社会の構築を目指しています。

そのために、「あきる野市廃棄物減量等推進員」（あきる野ごみ会議）の活動などを通じて、

Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース、発生抑制）、Ｒｅｕｓｅ（リユース、再使用）、Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイク

ル、再生利用）の３Ｒの取組を推進しています。ごみ減量やリサイクル意識の啓発のため、ごみ会議の

運営やごみ情報誌「へらすぞう」の発行、イベントの開催などに取り組んでいます。

令和３年度においても、ごみ会議の運営や「へらすぞう」の発行を継続しました。新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、フリーマーケットやリサイクル品の譲り渡し会といったイベントの開催は中

止となりましたが、フードドライブ事業の開催を１回から２回に増やし、食品ロスの削減を呼び掛け、

ごみの減量に取り組みました。。

この他に、生ごみ堆肥化の普及のため、定期的な生ごみ堆肥化講習会の実施、段ボールコンポスト、

EM菌生ごみ処理容器の貸与などに取り組みました。また、市内の小中学校の児童・生徒を対象に、環

境問題啓発用絵画ポスター作品の募集を行い、3２９点の応募がありました。

３） 資源循環型社会に向けたシステムづくり

ごみの分別の徹底や減量・資源化の推進、意識の向上を図るため、リサイクル意識の高揚と地域コミ

ュニケーションの活性化、環境教育の一環として、資源集団回収を行っています。令和３年度の資源集

団回収団体は１０６団体、集団回収実績は８１６回に上りました。資源集団回収を推進するため、市で

は奨励金を交付しています。

また、資源回収の充実を図るため、金属・ビン類、紙類、布類、ペットボトル、白色トレイの資源化

に取り組んでいます。令和３年度の資源の戸別回収量は、３，９１５ｔとなりました。

＜ごみ情報誌「へらすぞう」＞＜生ごみ堆肥化講習会の様子＞
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生－３ 緑あふれる快適なまちづくりの推進

１） 市街地における緑の保全・創出

市には、山林や農地以外でも、公園や住宅地などの市街地に、多くの緑が存在しています。これらの

緑は、生態系保全の役割を果たすとともに、人々の暮らしにも潤いをもたらしてくれます。このため、

市街地における緑の保全や創出を継続しています。

ゴーヤの苗の配布等を通じ、グリーンカーテンの普及拡大や、農地・緑地の多面的機能について情報

発信を行いました。

また、市では、「工場立地法」や「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」に基づき、大規模工場の設

置、５００㎡以上の敷地における建築物等の設置、５００㎡以上の区域における宅地造成その他土地の

区画形質の変更に対し、緑化の指導を行っています。令和３年度は、工場立地法の届出０件、緑化計画

書１２件、宅地造成等に関する届出書２０件の届出がありました。

２） 清潔で快適なまちづくり

誰もが愛着を持てる清潔なまちづくりに向け、市民との連携のもと、歩きたくなるような魅力的な街

並みの形成を進めています。

町内会・自治会、秋川漁業協同組合、ＰＴＡ等の協力のもと、市内各地の道路や河川等の一斉清

掃を実施しています。令和３年度はコロナ禍により１回の実施となり、参加者は延べ１２，８１５

人、ごみの総収集量は２０．６６ｔとなりました。また、ボランティア袋を配布し、市民や事業者

が自発的に行う市内の美化活動を支援しました。

市街地において、安全な歩行空間の確保や美観風致の維持を図るため、平成１７年２月から「違反広

告物撤去協力員制度」を設け、市民の皆さんと市との協働のもと、道路、水路、公園などに違法に設置

された立看板や広告物などの撤去を行っています。令和４年３月現在で、同協力員には７８人が登録さ

れています。

農地、道路、山林などへのごみの不法投棄を未然に防ぐため、不法投棄のパトロールや取り締まり、

防止看板の設置などを継続・強化しています。令和３年度では、週２回（年間１００日間）２人１組で

市内をパトロールし、不法投棄ごみの回収作業を行った結果、回収件数は１，１４１件となり、

１２．６３０ｔのごみを回収・処理することができました。なお、このうち９件については、リサイク

ル処理を行いました。

＜不法投棄防止看板＞
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３ エネルギー環境分野

エネ－１ 省エネの推進

１） あきる野市の温室効果ガス排出量

地球温暖化とは、大気中の二酸化炭素（ＣＯ２）などの熱を吸収する性質のある「温室効果ガス」が、

人間の経済活動などに伴って増加し、地球全体の気温が上昇する現象のことです。地球温暖化の進行に

より、異常気象や生態系、農業への影響などが懸念されています。

あきる野市の温室効果ガス排出量は、環境基本計画策定時（平成１７年度）の３３万３千ｔＣＯ２か

ら平成１９年度に一旦増加し、平成２０年度、平成２１年度と減少しました。その後、平成２２年度から

平成２４年度までは増加傾向でしたが、平成２５年度に減少に転じ、令和元年度は２９万４千ｔＣＯ２

となっています。

また、温室効果ガス排出量の約９１％を占める二酸化炭素については、平成１７年度の約３２万４千

ｔＣＯ２から、令和元年度には約２６万７千ｔＣＯ２へ減少しています。令和元年度の二酸化炭素の排

出内訳は、運輸部門が３9．3％と最も多く、次いで民生家庭部門、民生業務部門となっています。

※資料：「多摩地域の温室効果ガス排出量(１９９０年度～２０１９年度)」

(オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」)
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２） 市の事務事業における取組

平成１３年度から「あきる野市地球温暖化防止対策実行計画」に基づき、市の公共施設等を対象とす

る地球温暖化対策の取組を始めており、第一次計画、第二次計画、第三次計画を経て、平成３０年度か

ら第四次計画に取り組んでいます。

本計画では、温室効果ガス排出量の大きい施設を対象とした省エネ診断や一定規模以上の施設を対

象とした施設調査を実施し、排出量の削減方策等を取りまとめました。必要に応じて空調機器・照明機

器等の更新を推進することで、本計画に定められた温室効果ガス排出量の目標を達成することができ

る見込みです。

また、運用方法を改善し、多層的PDCAサイクルによる進行管理の中で、点検・評価を行っていく

ことで継続的な改善を目指します。

■ 第四次あきる野市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

計画期間：平成３０年度～令和３（平成３３）年度（４年間）

基準排出量：７，９８１．５ｔＣＯ２

排出量の中期目標：令和３（平成３３）年度における温室効果ガス排出量を６，７０３．８ｔＣＯ２

以下とする。（基準年度比１６％削減）

排出量の長期目標：令和１２年度における温室効果ガス排出量を４，７８８．９ｔＣＯ２以下とする。

（基準年度比４０％削減）

※ 平成２５年度を基準年度とし、電気の排出係数は環境省公表の平成２８年度の排出係

数、その他のエネルギーについては「地球温暖化対策推進法」に基づく係数を使用し

た。

取組内容：本計画における主な取組

○ 設備の高効率化

○ 再生可能エネルギー設備の導入

○ 公用車に関する取組

○ ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）の推進

○ 建設・工事の施工における配慮

○ 吸収作用の保全及び強化

○ エコ活動による省エネの推進
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温室効果ガス排出量の推移

※排出量の上段は、当該年度の排出係数（変動値）を用いて算定した排出量であり、下段は、基準年度（第

三次計画は平成２４年度、第四次計画は平成２５年度）と同様の排出係数を用いて算定した参考値であ

る。

※令和３年度の値は、集計の速報値であるため、最終的な「温室効果ガス排出量等集計結果報告書」の値

と異なる場合がある。

※平成３０年度以降は、第四次計画に準拠し、外部委託や指定管理者により管理運営を行っている施設を

含んでいる。

排出量の推移に示すとおり、令和３年度の温室効果ガス排出量は 4,639.3ｔＣＯ２となり、中期目標

値である 6,703.8ｔＣＯ２を下回る結果となりました。このような結果となった主な要因として、二酸

化炭素の排出係数の数値が低減したこと、令和２年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響により

多くの施設の利用が制限されたことなどが挙げられます。中期目標値を達成しましたが、引き続き省

エネルギーに配慮した取組を進め、更なる温室効果ガスの排出量の削減を目指していくとともに、今

後の経過を注視します。

３） 市民・事業者における省エネ活動の促進

家庭や事業所における省エネを促進するため、省エネにつなが

る取組や取組による効果、省エネを進めるための支援制度などの

情報収集や周知を図りました。

家庭における省エネの推進に向け、「省エネ型生活１０か条」と

各家庭で月々のエネルギー使用量からどの程度の温室効果ガス

（二酸化炭素）が排出されているかを記録する「環境家計簿」の普

及を図りました。「省エネ型生活１０か条」と「環境家計簿」は、

平成２７年度に更新し、市のホームページ等で紹介しています。

家庭における省エネの取組を推進するため、参加者の家庭の年

間エネルギー使用量や光熱費などの情報をもとに、専門の診断士

がその家庭に合った具体的な省エネ方法を提案する「うちエコ診

断」を実施し、３組が参加しました。

年 度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標値

（Ｒ２（Ｈ３２））

第三次計画
総排出量

（ｔＣＯ２）

３，６６３ ４，０１９ ４，３５０
４，４８０以下

３，８３８ ３，８７７ ４，２９３

年 度 Ｈ３０ R１ R２
R３

（速報値）

中期目標値

（Ｒ３（Ｈ３３））

第四次計画
総排出量

（ｔＣＯ２）

７，０２３．３ ６，５８７．３ ４，７８９．４ ４，６３９．３ ６，７０３．８

以下７，４４５．９ ７，２５２．９ ６，５１３．３ ６，７６３．１

＜あきる野市環境家計簿＞
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４） 再生可能エネルギー・省エネルギー設備等の導入

市において新エネルギー・省エネルギー機器の導入を進めており、令和３年度は、新設する街路灯

１４基にＬＥＤ照明を採用し、ＬＥＤ照明を用いた街路灯・防犯灯は合計８，０４３基になりました。

その他にも、あきる野市庁舎空調設備（中央監視装置）改修工事では、空調設備制御にAＩ-ＢＥＭＳ

(*1)を導入しました。

＊1 ＡＩ‐ＢＥＭＳ： 機械学習型ビル・エネルギー管理システム

エネ－２ 移動手段における地球温暖化対策の推進

１） エコドライブ等の推進

市の温室効果ガス排出量の内訳を見ると、運輸部門からの排出量が最大となっています。この背景に

は、市では自動車の利用頻度が高く、燃料使用量が多いことなどが推察されます。

燃料使用量の節減につながるエコドライブの推進のため、「わたしのエコドライブ宣言」をした方に、

「エコドライブマグネットステッカー」を配布しています。令和３年度は、マグネットステッカーを新

たに３枚配布し、配布したマグネットステッカー枚数は累計５０４枚となりました。既にエコドライブ

宣言をした方のマグネットシート貼付写真を市ホームページに掲載し、「エコドライブの輪」の拡大に

も努めました。

市においても、エコドライブを推進しています。第四次あきる野市地球温暖化対策実行計画の策定に

伴い、職員の業務における省エネ活動（エコ活動）チェック表を改定し、平成３０年度に、公用車の使

用による二酸化炭素排出量等をグラフ化することで、燃料使用量の増減を可視化しました。

また、公用車への次世代自動車（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車等）の導入、本庁舎へ

の急速充電器の設置など、燃料使用量の節減に向けた取組を進めています。

＜「森っこサンちゃん」エコドライブマグネットステッカー＞
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エネ－３ 資源循環型社会の構築 【再掲】

「生－２ 資源循環型社会の構築」（１５頁）を参照してください。

エネ－４ 緑の活用

１） ゴーヤの苗の市民配布

あきる野環境フェスティバルが新型コロナ対策のため中止となったことから、本庁舎と五日市出張

所において、グリーンカーテンの普及につながるゴーヤの苗の無料配布を行いました。

なお、配布は新型コロナ対策のため、日時等の詳細について事前周知は行わず、その場に居合わせ

た来庁者に持ち帰ってもらう方式としました。

２） 公共施設でのグリーンカーテンの取組

子どもたちをはじめ市民への普及啓発のため、五日市出張所、二宮考古館、小学校等に計１０９

ポットのゴーヤの苗を配布し、グリーンカーテンの普及を促進しました。

配 布 日 内 容

令和３年 ５月１９日 ゴーヤ苗の配布 ２７９ポット

５月２６日 ゴーヤ苗の配布 ３１２ポット

＜ゴーヤの苗配布の様子＞
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３） グリーンカーテンの写真募集
グリーンカーテンの取組をより普及させるため、市内における「グリーンカーテン」と「グリーン

カーテンに取り組む様子」の写真を募集し、市ホームページや市役所１階コミュニティホールで紹介し

ました。

＜公共施設でのグリーンカーテン＞

＜グリーンカーテンの写真募集＞
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４ 人の活動分野

人－１ 情報の共有

１） 一斉清掃

町内会・自治会、秋川漁業協同組合、ＰＴＡ等の協力により、市内各地の道路や河川等の一斉清掃を

実施しています。

あきる野市一斉清掃概要

※令和３年度は、コロナ禍により1回のみの実施

人－２ 人材の育成

１） 小さな子どものためのおさんぽ会

小さな子どもたちに、市の恵まれた自然とじっくり向き

合う機会を提供し、市の自然環境保全の担い手となる人材

を育成するため、環境委員会の下部組織である「森のよう

ちえん部会」の主催により、未就学児とその保護者を対象

とした「小さな子どものためのおさんぽ会」を実施してい

ます。

令和３年度は、新型コロナ対策のため５回が中止、秋川

上流、弁天山などを実施場所として３回開催し、延べ８３

人が参加しました。また、小峰ビジターセンター及び小宮

ふるさと自然体験学校と連携し、通常回の参加者を対象と

した「小さな子どものためのおさんぽ会」（特別企画）は、

新型コロナ対策や悪天候のため中止となりました。

令和３年 秋

参加人数（人） １２，８１５

回収量 （ｔ） ２０．６６

＜一斉清掃の様子＞
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２） 小中学校における環境教育等の推進

市内小中学校では、環境月間（毎年６月）において、各学校の実態に応じた環境教育（エコキャップ

運動、もったいない運動、地域の水田や畑を活用した体験学習）を実施しています。

また、食育の推進を図るため、平成２４年度から食育授業を実施するとともに、食に関する指導の充

実を図りました。学校給食では、全小中学校において「もりもり週間」といった残食を減らす取組のほ

か、あきる野市の地場産物を食材として使用するなど、食への関心をもたせています。

平成２４年９月１日に開校した「小宮ふるさと自然体験学校」は、子どもたちを中心に、自然との

ふれあいや自然環境学習の場を提供することにより、心豊かな人間性を育むとともに、地域の活性化

を図るため、市内外の学校や団体の自然体験事業などを実施しています。

令和３年度は、市内全小学校において森林や環境への興味・関心を深める学習を実施しました。

小宮ふるさと自然体験学校利用状況（令和３年度）

３） 森の子コレンジャー

あきる野の自然と文化を守り引き継いでいく自然愛や郷土愛を持った人材を育成するため、森林レ

ンジャーあきる野と一緒に学び、森づくりを行う「森の子コレンジャー」を組織し、１年を通して活動

しています。

令和３年度は、１１月１４日に始動式を行い、自然を

より深く学ぶ活動として、子どもたちの興味や自主性

を引き出し、人と自然が共に暮らせることを目的とし

た活動を5回実施しました。また、森の子コレンジャ

ーＯＢによる同窓会の活動も１回実施しました。

同窓会活動では、自分たちが活動した森などの観察

を行いました。

利用形態 回数 利用人数

自然体験事業等 １００回 １，４２２人

その他イベント等 １４７回 ２，５０８人

＜体験活動の様子＞

＜森の子コレンジャー活動の様子＞



- 26 -

４） 市民参加と後継者等の育成

平成２１年度から実施している自然環境調査の一環として、より自然を知ってもらい、より自然に

親しんでもらうために、市民が参加できる体験型イベントを実施しています。

令和３年度は、新型コロナ対策のため、参加者の募集は行わず、職員及び関係団体等で、オオキン

ケイギク及びオオブタクサの駆除作業を行いました。

人材育成の一環として、環境保全につながる取組を担う後継者等を育成するため、「森林サポート

レンジャーあきる野」の取組を継続（新型コロナウイルスの影響により活動が減少）したほか、農業

後継者の育成支援として農外からの新規就農希望者３人が市の認定を受け認定新規就農者として就農

しました。また、市とともに有害鳥獣対策や外来種対策に取り組む「あきる野の農と生態系を守り

隊」の隊員に対し、免許取得に対する補助やワナの無料貸し出しを実施し、事業を継続しました。

駆除作業におけるイベントの概要

※平井川オオブタクサ駆除作業は、平井川流域連絡会との共催

オオキンケイギク駆除作業 平井川オオブタクサ駆除作業

実施日 令和３年６月５日（土） 令和３年８月１６日（月）

作業人数 ７人 ３人

＜オオキンケイギク駆除作業の様子＞ ＜平井川オオブタクサ駆除作業の様子＞



- 27 -

＜会議の様子＞

人－３ 協働体制の構築

１） 環境委員会

「あきる野市環境委員会」は、環境基本計画の望ましい環境像である「歩きたくなるまち 住みたく

なるまち あきる野」の達成を目指す、市民・事業者・市の協働組織であり、市民１４人（公募６人、

地区の代表６人、団体２人）、事業者４人、市職員２人の計２０人で構成しています。

環境基本計画の施策の進捗状況の点検評価を行うとともに、市民・事業者・市の協働による取組を

企画し、推進しています。

令和３年度は、新型コロナ対策のため、第二次あきる野市環境基本計画見直しの意見聴取を除いて、

書面開催としました。環境基本計画施策進捗状況の点検作業等については、書面提出により実施しま

した。

開 催 日 内 容

第
五
期

令 和 ３ 年
７月 ７日

第１回
１ 第二次あきる野市環境基本計画の見直しについて
２ 環境基本計画施策進捗状況の点検評価方法について
３ 点検評価作業の役割分担について

令 和 ３ 年
１０月２９日

第２回
１ 第二次あきる野市環境基本計画の見直しについて
２ 環境基本計画施策進捗状況の点検評価結果についての検討
３ 令和２年度環境白書の掲載内容について

令 和 ３ 年
８月～１１月

書面開催
１ 環境基本計画施策進捗状況の点検評価結果についての検討
２ 令和２年度環境白書の掲載内容について
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２） ホタルの里づくりと清流保全

地域における自然環境の保全と住みよいまちづくりを推進するため、町内会・自治会を中心に行う

ホタルの里づくり推進事業に補助金を交付しています。令和３年度は、４団体に補助金を交付し、１

団体にホタルの保全活動を委託しました。

また、市内の河川の浄化と河川環境の保全を図ることにより、良好な水質や水量が確保された流水

と親しみある水辺環境とが織り成す清流を守り残すため、「清流保全協力員」により河川のパトロ

ールや水質調査、ホタルの生息状況の調査などを実施しています。

３） 生きもの会議

「あきる野市生きもの会議」は、生物多様性あきる野戦略の推進に向け、市内に生息し、又は生育

する希少動植物の保全方策等の検討を行う組織であり、識見を有する者５人、公募による市民３人、

事業者４人、各種団体からの代表者５人、地方公共団体の職員２人の計１９人で構成しています。

令和３年度は、下部組織である検討部会で、あきる野市版レッドリスト（植物）原案の作成につい

て検討したため、本会議は開催しませんでした。また、生きもの会議の下部組織として自然環境調査

部会を組織し、各班において自然環境調査を行うとともに、保全に関する検討を行いました。

開 催 日 内 容

第

三

期

令 和 ３ 年
１２月１５日

植物部会
１ あきる野市版レッドリストの作成について
２ あきる野市版レッドリスト（植物）原案の作成について

令 和 ３ 年
４月２６日

自然環境調査
部会

１ 令和２年度活動報告及び決算について
２ 令和３年度活動計画及び予算について
３ その他

令 和 ４ 年
３月２８日

１ 令和３年度の活動報告及び決算の作成について
２ 令和４年度の活動計画及び予算の作成について
３ あきる野市版レッドリストの作成について
４ その他



- 29 -

第２章 施策の進捗状況第２章 施策の進捗状況

本章では、環境基本計画の概略、重点施策と一般施策に関する進捗状況について報告します。

また、環境基本計画の分野別計画である生物多様性あきる野戦略、あきる野市地球温暖化対策地域

推進計画の概略と施策の進捗状況も併せて報告します。

１ 第二次あきる野市環境基本計画の施策の進捗状況

１―１ 第二次あきる野市環境基本計画とは

１） 概 要

環境基本計画は、あきる野市環境基本条例第８条に基づいて策定するものであり、持続的発展が可

能な社会の実現に向けて、環境の保全、回復及び創造に関する基本的な施策の方向性等を示すことを

目的としています。

また、環境基本計画は、「あきる野市総合計画」の環境分野を担う計画であり、本市の環境行政の根

幹をなすものです。また、「生物多様性あきる野戦略」などの環境分野における個別計画等（以下「分

野別計画」という。）の最上位となるもので、これらを体系付ける役割を担っています。

推進に当たっては、農林業部門や都市整備部門などの他の分野の個別計画と連携して、調整を図っ

ていくこととなります。

２） 望ましい環境像

環境基本計画では、あきる野市の環境の特性と課題を踏まえ、２１世紀半ばを見据えた望ましい環

境像と、その実現に向けた４つの分野別の方針を設定しています。

【あきる野市の望ましい環境像】

歩きたくなるまち 住みたくなるまち あきる野

豊かな緑と水に育まれた恵みを次世代に引き継ぐ

快 適 で 緑 あ ふ れ る 循 環 型 の ま ち の 創 出

市民・事業者・市が一体となった地球温暖化対策の推進

将 来 に 向 か っ て 市 民 ・ 事 業 者 ・ 市 が 協 働 す る

《自然環境分野の方針》

《生活環境分野の方針》

《エネルギー環境分野の方針》

《人の活動分野の方針》
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３） 施策の体系

環境基本計画では、望ましい環境像の実現に向けた分野別の方針の実現に向けて、実施すべき施策

を示しています。

分野別方針 施策の柱 施策 重点施策

《自然環境分野》

豊かな緑と水に育

まれた恵みを次世

代に引き継ぐ

自－１

基礎情報の調

査・収集

①生物多様性の把握・モニ

タリングの継続

【重点施策Ⅰ】自－１②保全・再生・

活用すべき場所の抽出

・市内各所の評価の実施

・保全等すべき場所の抽出
②保全・再生・活用すべき

場所の抽出

③生物多様性に関する

情報の共有化

自－２

生物多様性の

保全

①生物多様性を保全する

仕組みづくり

【重点施策Ⅱ】自－２①生物多様性を保

全する仕組みづくり

・区域指定などの仕組みづくり

・区域の指定など

・基金の運用など

②有害鳥獣対策及び外来

種対策の推進

③生態系の保全に向けた

取組の推進

自－３

生物多様性の

創出

①恵み豊かな緑と水の

創出

【重点施策Ⅲ】自－３①恵み豊かな緑と

水の創出

・森林に関する取組

・魅力あふれる川づくりに関する取組

②市街地における緑の

保全・創出

自－４

生物多様性の

活用

①地産地消の推進 【重点施策Ⅳ】自－４③生物多様性を活

かした観光振興

・秋川流域ジオパーク構想の推進

・観光拠点の運営・整備

・観光ルートの設定など

・渓流を活かした取組

②生物多様性を活かした

商品等の開発

③生物多様性を活かした

観光振興

《生活環境分野》

快適で緑あふれる

循環型のまちの創

出

生－１

公害対策の推

進

①公害の防止 【重点施策Ⅴ】生－１②自動車による

環境負荷の低減

・自動車の燃料使用量の節減

・公共交通機関の利用促進

②自動車による環境負荷

の低減

生－２

資源循環型社

会の構築

①ごみの発生抑制に関

する施策（３Ｒの推進）

【重点施策Ⅵ】生－２①ごみの発生抑制

に関する施策（３Ｒの推進）

②資源循環型社会に向け

たシステムづくり

③環境に配慮した収集・処

理の推進

生－３

緑あふれる快

適なまちづく

りの推進

①市街地における緑の

保全・創出【再掲】

②清潔なまちづくり

③快適で魅力あふれる

まちづくり

《エネルギー環境

分野》

市民・事業者・市

が一体となった地

球温暖化対策の推

進

エネ－１

省エネの推進

①家庭生活や事業活動に

おける省エネの推進

【重点施策Ⅶ】エネ－１①家庭生活や

事業活動における省エネの推進

・省エネ型活動の推進

・環境に配慮した消費行動の

実践・奨励

・市の事務事業における省エネの取組

②建物・設備における

省エネの推進
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分野別方針 施策の柱 施策 重点施策

《エネルギー環

境分野》

市民・事業者・市

が一体となった

地球温暖化対策

の推進

エネ－２

移動手段におけ

る地球温暖化対

策の推進

①自動車の燃料使用量の

節減

【重点施策Ⅷ】エネ―２①自動車の燃料使

用量の節減

・エコドライブの推進

・次世代自動車等の普及促進

・公用車における燃料使用量の節減

②移動手段の転換等

エネ－３

資源循環型社会

の構築【再掲】

①ごみの発生抑制に関す

る施策（３Ｒの推進）

【再掲】

②資源循環型社会に向け

たシステムづくり

【再掲】

③環境に配慮した収集・

処理の推進【再掲】

エネ－４

緑の活用

①森林の保全と二酸化炭

素の吸収量・固定量の

増加

【重点施策Ⅸ】エネ―４①森林の保全と

二酸化炭素の吸収量・固定量の増加

・森林の保全

・森林の活用②市街地における緑を活

かした地球温暖化対策

の推進

③地球温暖化対策につな

がる地産地消の推進

《人の活動分野》

将来に向かって

市民・事業者・市

が協働する

人－１

情報の共有

①環境に関する情報収集

や情報提供

②情報等を共有する機会

の創出

人－２

人材の育成

①次世代を担う子ども達

の育成

【重点施策Ⅹ】人―２①次世代を担う子ど

も達の育成

・小中学校における環境教育の継続

・様々な場面や場所における

環境教育の継続・充実

②後継者等の育成

③普及啓発の実施（イベ

ントなど）

人－３

協働体制の構

築

①協働体制の整備 【重点施策Ⅺ】人―３①協働体制の整備

・各種委員会等の運営

・活動団体への支援
②協働の機会の創出
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１―２ 施策進捗状況評価

重点施策、一般施策・事業の進捗状況、評価結果を報告します。各担当課の実績等については、資料

編をご覧ください。

＜凡例＞

【重点施策、一般施策・事業の評価基準について】

【重点施策の展開スケジュールの実績について】

自然環境分野

自―１ 基礎情報の調査・収集

【目標】

Ｓ 予定以上に実施した。

Ａ 予定どおりに実施した。

Ｂ 実施しているが、予定どおりに実施できなかった。

Ｃ 実施していない。

Ｆ 事業が完了（終了）した。

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｆ 完了（終了）

・ 生物調査等が実施され、生物多様性の現状等が把握されている。

・ 生物多様性の現状等から、保全・再生・活用すべき場所の抽出が進

められている。

・ 生物多様性の現状等の情報を推進主体間で共有するための手法が確

立されている。

※重点施策の展開スケジュールに対し、進捗状況の

評価を左図のように示しています。
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① 生物多様性の把握・モニタリングの継続

ⅰ）各種調査の継続・実施

ⅱ）調査結果の収集

ⅲ）情報の集約

＜施策・事業＞

②保全・再生・活用すべき場所の抽出【重点】

ⅰ）市内各所の評価の実施

ⅱ）保全等すべき場所の抽出

＜重点施策の展開スケジュール＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

自然環境調査の継続 環境政策課 Ａ

森林レンジャーによる各種調査の継続 環境政策課 Ａ

河川の水質調査 生活環境課 Ａ

地下水汚染調査 生活環境課 Ａ

湧水調査 生活環境課 Ａ

専門機関等との連携による調査の検討 環境政策課 Ａ

ⅱ) 市民などによる調査の結果の収集 環境政策課 Ａ

ⅲ)

生物多様性に関する各種情報の整理・集約 環境政策課 Ａ

生物目録の作成・更新 環境政策課 Ａ

生物種の生活史等の調査研究を支援する仕組みづくりの検討 環境政策課 Ａ

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅰ）市内各所の評価の実施

・各種情報の地図情報化

〔環境政策課〕

予定 情報収集・手法検討 継続・着手

Ａ
実績

・生物多様性に関する市内各所の評価

（森林の環境面からの機能評価など）

〔環境政策課〕

予定 調査・情報収集 情報整理・評価

Ａ
実績
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③生物多様性に関する情報の共有化

ⅰ）様々な方策による情報発信

ⅱ）情報発信する内容の工夫

＜施策・事業＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅱ）保全等すべき場所の抽出

・保全・再生・活用すべき場所の抽出

〔環境政策課〕

予定 調査・検討
調査

抽出
調査・検討

Ａ
実績

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

各種リーフレットの作成・公開 環境政策課 Ａ

水と緑のマップの充実 環境政策課 Ａ

生物多様性に関する講演会の実施（生物多様性に対する意識啓発を目的と

した講座の実施）
環境政策課 Ｃ

生物多様性情報公開用ウェブサイトの作成 環境政策課 Ａ

ⅱ)

森の魅力発信 環境政策課 Ａ

みどりの大切さの発信 環境政策課 Ａ

農地の環境面からの機能の発信 農林課 Ｂ

生物多様性の概念や生態系サービスの重要性の発信（湧き水の重要性も含

む）

環境政策課

生活環境課
Ａ
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自－２ 生物多様性の保全

【目標】

①生物多様性を保全する仕組みづくり【重点】

ⅰ）区域指定などの仕組みづくり

ⅱ）区域の指定など

ⅲ）基金の運用など

＜重点施策の展開スケジュール＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅰ）区域指定などの仕組みづくり

・（仮称）生物多様性保全条例の制定

〔環境政策課〕

予定 制定 運用
認知度

把握
A

実績

・市民・観光客向けカントリーコードの

設定

〔環境政策課〕

予定 検討 設定 周知

B
実績

・あきる野市版レッドリストの作成

〔環境政策課〕

予定 検討・リスト作成

A
実績

ⅱ）区域の指定など

・生物多様性保全区域の指定

〔環境政策課〕

予定 検討 指定制度運用

C
実績

・重要地域の公有地化

〔環境政策課〕

予定 公有地化の検討

Ａ
実績

・保存緑地の指定

〔環境政策課〕

予定 実施

Ａ
実績

・文化財の指定・保護

〔生涯学習推進課〕

予定 実施

Ａ
実績

・ 「（仮称）生物多様性保全条例」の制定などにより、生物多様性を保全

するための仕組みが構築されている。

・ 有害鳥獣対策や外来種対策が継続・拡大している。

・ 個々の生態系に即した保全の取組が進められている。
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②有害鳥獣対策及び外来種対策の推進

ⅰ）有害鳥獣対策及び外来種対策の効率化

ⅱ）有害鳥獣対策の継続・拡大

ⅲ）外来種対策の継続・拡大

＜施策・事業＞

年 度
令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅲ）基金の運用など

・郷土の恵みの森づくり事業基金の運用

〔環境政策課〕

予定 継続

Ａ
実績

・生物多様性保全基金の創出の検討

〔環境政策課〕

予定 検討 創出

F
実績

完了

（終了）

・地球温暖化対策とタイアップしたクレジット

制度導入の検討

〔環境政策課〕

予定 情報収集・検討

Ａ
実績

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ) 効率的かつ効果的な手法の検討・実施
環境政策課

農林課
Ａ

ⅱ) 有害鳥獣対策の実施 農林課 Ｂ

ⅲ)

外来種対策（アライグマ・ハクビシン）の実施 環境政策課 Ｓ

特定外来生物対策の実施 環境政策課 Ａ

外来種対策の拡大・強化の検討 環境政策課 Ａ

東京都、近隣市町村と連携した外来種対策の推進 環境政策課 Ａ
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③生態系の保全に向けた取組の推進

ⅰ）総合的な緑地の保全や緑化の推進に関する取組

ⅱ）森林に関する取組

ⅲ）里山に関する取組

ⅳ）農地に関する取組

ⅴ）河川に関する取組

ⅵ）地下水・湧水に関する取組

ⅶ）崖線緑地に関する取組

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ) あきる野市緑の基本計画の改定 都市計画課 Ｂ

ⅱ)

郷土の恵みの森づくり事業の推進（森林の保全） 環境政策課 Ａ

森林整備計画等に基づく林業振興・森林保全策の推進（森林の保全） 農林課 Ａ

森林保全・活用のための整備の推進（森林の保全）
環境政策課

農林課
Ａ

ⅲ)
（里山における）モデル地区での保全管理活動の実践（菅生地区など） 環境政策課 Ｆ

里山の保全策の検討 環境政策課 Ａ

ⅳ)
農地の適正管理と活用（生産緑地制度の推進・管理・追加指定、市民農園

制度の活用・取組方策の検討（遊休農地の活用ほか））

農林課

都市計画課
Ａ

ⅴ)

河川整備における生物多様性への配慮、河川環境の保全
生活環境課

建設課
Ａ

清流保全協力員活動の継続 生活環境課 Ｓ

事業所排水対策（水質調査、汚濁防止、普及啓発の実施）の継続 生活環境課 Ａ

生活排水対策（下水道への接続啓発・普及、合併処理浄化槽の設置補助、

普及啓発の実施）の継続

生活環境課

管理課
Ａ

ⅵ)

地下水保全対策の継続（揚水規制）
生活環境課

農林課
Ａ

湧水保全対策（湧水調査、湧水のＰＲ、雨水地下浸透の促進）の継続
生活環境課

都市計画課
Ａ

ⅶ) 崖線地区の保全
環境政策課

都市計画課
Ａ
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自－３ 生物多様性の創出

【目標】

①恵み豊かな緑と水の創出【重点】

ⅰ）森林に関する取組

ⅱ）魅力あふれる川づくりに関する取組

＜重点施策の展開スケジュール＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅰ）森林に関する取組

・森林整備計画等に基づく林業振興・森林保全

策の推進（森林の創出）

〔農林課〕

予定
計画

改定
継続

Ａ
実績

・郷土の恵みの森づくり事業の推進（森林の創

出）

〔環境政策課〕

予定 継続・参加団体増加

Ａ
実績

・アニマルサンクチュアリ活動の継続

〔環境政策課〕

予定 継続

Ａ
実績

・森林保全・活用のための整備の推進（森林の

創出）

〔環境政策課・農林課〕

予定 継続

Ａ
実績

・市有林を主体とする広葉樹林帯を拡大し（モ

デル地区による「美林の里」づくり）、森の魅

力を発信する

〔農林課〕

予定 活用・拡大・魅力発信

Ａ

実績

・ 「郷土の恵みの森づくり事業」や「森林整備計画」に基づく森林保全・

林業振興策等の推進により森林の生物多様性が向上している。

・ 秋川の河川環境が向上し、「江戸前アユ」の復活やヤマメ等の魚類の生

息数や生息環境の回復が図られている。

・ 公共施設をはじめ、市街地や崖線の緑の充実・拡大が図られている。
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②市街地における緑の保全・創出

ⅰ）公共施設などの緑の充実・拡大

ⅱ）市街地の緑化の推進

ⅲ）崖線の緑の回復・充実

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅱ）魅力あふれる川づくりに関する取組

・河川環境の維持・向上

〔環境政策課・管理課〕

予定 検討・実施・対応

Ａ
実績

・魚道の整備

〔農林課〕

予定 協議

Ａ
実績

・魚類が産卵しやすい川づくり

〔農林課〕

予定 維持管理の継続

Ａ
実績

・稚魚の放流

〔農林課〕

予定 実施支援

Ａ
実績

・川魚（江戸前アユ）の復活などの魚類の保護

の推進

〔農林課〕

予定 準備 推進 周知 定着

Ａ
実績

・河川環境の向上についての検討

〔環境政策課〕

予定 検討

Ａ
実績

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

公共における生物多様性に配慮した緑の充実（公共施設や公園、街路樹の

緑の適正管理）
関係各課 Ｂ

公共における生物多様性に配慮した緑の拡大（公共施設や公園、街路樹の

緑の拡大）
関係各課 Ａ

ⅱ)

緑化の推進（工場立地法、緑地保全条例、あきる野市宅地開発等指導要綱）
環境政策課

都市計画課
Ａ

住宅地等の緑化の推進（苗木配布、グリーンカーテンコンテスト等） 環境政策課 Ａ

農地や緑地の多面的機能の情報を収集し、情報提供、普及啓発を図る 環境政策課 Ｂ

ⅲ) 住民生活の安全性の確保を前提とした緑の回復方策の検討
地域防災課

環境政策課
Ａ
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自－４ 生物多様性の活用

【目標】

①地産地消の推進

ⅰ）農畜産物における取組

ⅱ）地元産材における取組

②生物多様性を活かした商品等の開発

ⅰ）地域ブランドの普及拡大など

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)
地産地消型農業の推進 農林課 Ａ

農畜産物などの地産地消の推進 農林課 Ａ

ⅱ)
森林資源の需要の喚起（新たな資源価値の付加、間伐材などの積極的活用） 農林課 Ａ

公共施設における地元産材の使用促進 施設営繕課 Ａ

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

「秋川渓谷物語」ブランドの普及拡大 商工振興課 Ａ

「秋川渓谷」のブランド化の推進
観光まちづくり

推進課
Ａ

「森っこサンちゃん」を活用した商品等の開発

環境政策課

商工振興課

観光まちづくり

推進課

Ａ

・ 生物多様性の恵みである地域の農畜産物や地元産材の地産地消が定着

している。

・ 豊かな生物多様性に着目した商品開発や地域のブランド化が図られて

いる。

・ 豊かな生物多様性を地域資源として活用し、観光振興などにより地域

活性化に貢献している。
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③生物多様性を活かした観光振興【重点】

ⅰ）秋川流域ジオパーク構想の推進

ⅱ）観光拠点の運営・整備

ⅲ）観光ルートの設定など

ⅳ）渓流を活かした取組

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅰ）秋川流域ジオパーク構想の推進

・秋川流域ジオパーク構想の推進

〔観光まちづくり推進課〕

予定 継続 認定 定着・活用

Ｂ
実績

ⅱ）観光拠点の運営・整備

・武蔵五日市駅前市有地の観光拠点化

〔観光まちづくり推進課〕

予定 方向性の統一

Ａ
実績

・秋川渓谷戸倉体験研修センターの運営

〔観光まちづくり推進課〕

予定 運営・意識啓発

Ｂ
実績

ⅲ）観光ルートの設定など

・あきる野百景などの観光スポットの周知・活

用

〔環境政策課・観光まちづくり推進課〕

予定 公開・周知の継続

Ａ
実績

・各種マップの作成

〔観光まちづくり推進課〕

予定 見直し・更新

Ａ
実績

・古道・散策コース（フットパス）及び景観の

整備

〔環境政策課〕

予定 補修・整備の継続

Ａ
実績

・観光ボランティアガイドの育成

〔観光まちづくり推進課〕

予定 ボランティアガイドの育成

Ｂ
実績

・各種ルートの設定（散歩道・遊歩道）

〔観光まちづくり推進課〕

予定 ルート設定の継続

Ａ
実績

ⅳ）渓流を活かした取組

・釣りなどのレジャーへの活用

〔観光まちづくり推進課〕

予定 釣り場観光拠点の整備

Ａ
実績

・バーベキュー場の維持管理

〔観光まちづくり推進課〕

予定 管理の継続

Ａ
実績
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生活環境分野

生－１ 公害対策の推進

【目標】

①公害の防止

ⅰ）環境調査の継続と生活環境に関する情報の収集・公開

ⅱ）大気汚染対策・悪臭対策の充実

ⅲ）水質汚濁対策の充実

ⅳ）騒音防止対策の充実

ⅴ）有害化学物質対策の充実

ⅵ）その他の公害対策・生活環境保全策の充実

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

環境調査の継続 生活環境課 Ａ

生活環境に関する情報の収集・公開 生活環境課 Ａ

ⅱ)
粉じん防止対策の充実 生活環境課 Ａ

悪臭防止対策の充実 生活環境課 Ａ

ⅲ)

【再】事業所排水対策（水質調査、汚濁防止、普及啓発の実施）の継続 生活環境課 Ａ

【再】生活排水対策（下水道への接続啓発・普及、合併処理浄化槽の設置補

助、普及啓発の実施）の継続

管理課

(R3 年度～）
Ａ

下水道の整備 管理課 Ａ

下水道事業認可区域外の地域における汚水処理施設設置検討 管理課 Ａ

ⅳ)

工場・事業場からの騒音防止対策の充実 生活環境課 Ａ

道路交通騒音対策の実施（東京都等への要望） 建設課 Ａ

・ 大気や水質、騒音、振動などに関する環境調査の継続により、公害

に関する現状把握や情報提供の仕組みが維持されている。

・ 大気汚染や水質汚濁、騒音、振動などの公害対策が継続され、良好

な環境の維持・向上が図られている。

・ エコドライブの実施や移動手段の転換により、自動車による環境負

荷の低減が図られている。
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②自動車による環境負荷の低減【重点】

ⅰ）自動車の燃料使用量の節減

ⅱ）公共交通機関の利用促進

＜重点施策の展開スケジュール＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅳ)
近隣騒音防止対策の充実（啓発・指導） 生活環境課 Ａ

航空騒音対策の実施（関係機関への要請） 企画政策課 Ａ

ⅴ)

有害化学物質に係る情報の充実（情報提供） 生活環境課 Ａ

有害化学物質の適正管理の促進（届出に係る指導） 生活環境課 Ａ

ⅵ)

振動防止対策の充実（苦情に伴う指導） 生活環境課 Ａ

土壌汚染対策の実施（調査や対策の指導等） 生活環境課 Ａ

家畜のふん尿等の衛生管理の推進（指導、巡回指導、排せつ物処理施設の整

備）
農林課 Ａ

【再】地下水保全対策の継続（揚水規制）
生活環境課

農林課
Ａ

【再】湧水保全対策（湧水調査、湧水のＰＲ、雨水地下浸透の促進）の継続
生活環境課

都市計画課
Ａ

光害防止対策の研究 生活環境課 Ａ

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅰ）自動車の燃料使用量の節減

・エコドライブの情報を収集し、情報提供、普

及啓発を図る

〔環境政策課〕

予定 情報提供の継続

Ａ
実績

・エコドライブの普及を推進する（イベントの

実施など）

〔環境政策課〕

予定 普及の推進

Ａ
実績

・公用車における燃費管理を徹底し、エコドラ

イブをより一層推進する

〔環境政策課〕

予定 推進の継続

Ａ
実績

・職員を対象としたエコドライブ講習会を実施

する

〔総務課・環境政策課〕

予定 講習会の実施

Ａ
実績 ）

・次世代自動車や低公害車の情報を収集し、

情報提供、普及啓発を図る

〔環境政策課〕

予定 情報提供・普及啓発

Ａ
実績

・次世代自動車の開発動向に対応した施策の

実施（水素ステーションの設置研究など）

〔環境政策課〕

予定 情報収集・実施検討

Ａ
実績

・公用車に次世代自動車や低燃費車を計画的に

導入する

〔総務課・地域防災課〕

予定 導入の推進

Ａ
実績
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年 度 令和３年度

評価
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅱ）公共交通機関の利用促進

・移動手段の転換による二酸化炭素排出量の削

減効果に関する情報を収集し、情報提供、普

及啓発を図る

〔環境政策課〕

予定 情報提供の継続

A

実績

・徒歩や自転車での移動、公共交通機関の積極

的な利用を継続する（庁内）

〔総務課・環境政策課〕

予定 継続

Ａ
実績
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生―２ 資源循環型社会の構築

【目標】

①ごみの発生抑制に関する施策（３Ｒの推進）【重点】

＜重点施策の展開スケジュール＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

・ごみ会議の運営・推進

〔生活環境課〕

予定 情報発信・活動推進

Ａ
実績

・ごみ減量・リサイクル意識の啓発（「へらすぞう」

の発行）

〔生活環境課〕

予定 発行・意識啓発

Ａ
実績

・生ごみリサイクルの促進

〔生活環境課〕

予定 補助・貸与・普及の継続

Ａ
実績

・落ち葉の堆肥化の推進

〔生活環境課〕

予定 適正管理の推進

Ａ
実績

・水切りの徹底

〔生活環境課〕

予定 啓発の継続

Ａ
実績

・リサイクルフェア等のイベントの実施

〔環境政策課〕

予定 継続・検討 新規イベントの実施

Ｂ
実績

・廃食油の有効利用の促進

〔生活環境課〕

予定 支援の継続

Ａ
実績

・省資源化の推進

〔生活環境課〕

予定 マイバック推奨の継続

Ａ
実績

・グリーン購入等の環境に配慮した消費行動の推進

〔生活環境課〕

予定 継続

Ａ
実績

・事業者へのごみ減量啓発

〔生活環境課〕

予定 減量の推進

Ａ
実績

・ 資源と集団回収を除く一人一日当たりのごみ排出量について、平成

２２年度（２０１０年度）に対し約９％（５６ｇ／人・日）削減する。

・ 平成２２年度（２０１０年度）に約２７％だったリサイクル率につい

て、約３５％まで増加させる。

・ ごみの減量化や資源化（リサイクル）、処理処分を行う施設の充実が図

られている。
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②資源循環型社会に向けたシステムづくり

＜施策・事業＞

③環境に配慮した収集・処理の推進

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

直接搬入ごみの受入れ 生活環境課 Ａ

環境低負荷型の収集の実現 生活環境課 Ａ

清掃工場の適正管理 生活環境課 Ａ

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ごみの戸別収集・有料化の継続 生活環境課 Ａ

資源集団回収の推進 生活環境課 Ａ

資源回収の充実 生活環境課 Ａ

新たなリサイクルシステムの検討 生活環境課 Ａ

放置自転車リサイクルの実施 地域防災課 Ａ

最終処分場掘り起こし再生 生活環境課 Ａ
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生－３ 緑あふれる快適なまちづくりの推進

【目標】

【再掲】①市街地における緑の保全・創出

【再掲】ⅰ）公共施設などの緑の充実・拡大

【再掲】ⅱ）市街地の緑化の推進

【再掲】ⅲ）崖線の緑の回復・充実

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

【再】公共における生物多様性に配慮した緑の充実（公共施設や公園、街路

樹の緑の適正管理）
関係各課 Ｂ

【再】公共における生物多様性に配慮した緑の拡大（公共施設や公園、街路

樹の緑の拡大）
関係各課 Ａ

ⅱ)

【再】緑化の推進（工場立地法、緑地保全条例、あきる野市宅地開発等指導

要綱）

環境政策課

都市計画課
Ａ

【再】住宅地等の緑化の推進（苗木配布、グリーンカーテンコンテスト等） 環境政策課 Ａ

【再】農地や緑地の多面的機能の情報を収集し、情報提供、普及啓発を図る 環境政策課 Ｂ

ⅲ)

【再】住民生活の安全性の確保を前提とした緑の回復方策の検討
地域防災課

環境政策課
Ａ

【再】保存緑地の指定 環境政策課 Ａ

・ 市街地に緑があふれ、誰もが身近にふれあえるまちになっている。

・ ごみのない、清潔なまちづくりに向け、多様な主体が連携して取り組

んでいる。

・ 誰もが思わず歩きたくなるような魅力的な街並みが形成されている。
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②清潔なまちづくり

ⅰ）清潔な街並みの維持

ⅱ）ポイ捨ての防止等

ⅲ）空き地・空き家の適正管理

ⅳ）ペットの適正飼育

＜施策・事業＞

③快適で魅力あふれるまちづくり

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

不適正な屋外広告物（看板等）の指導、撤去 管理課 Ａ

電線地中化の促進など 管理課 Ａ

道路・公園・公共施設等の適正管理

生活環境課

管理課

建設課

Ａ

ⅱ)

たばこ・ごみのポイ捨て防止（意識啓発） 生活環境課 Ａ

一斉清掃の実施 生活環境課 Ａ

ボランティア袋の配布や収集ごみの回収など 生活環境課 Ａ

ポイ捨て防止などの対策の研究 生活環境課 Ａ

不法投棄対策の充実 生活環境課 Ａ

ⅲ)
空き地の適正管理 生活環境課 Ａ

空き家対策の検討 都市計画課 Ａ

ⅳ)

ペットの飼い方等の意識啓発 健康課 Ａ

ペットの飼い方等に関する苦情対策
生活環境課

健康課
Ａ

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

地区計画などを活かした良好な街並みづくり（土地区画整理事業区域・線引き

変更箇所）
区画整理推進室 Ａ

歩きやすいみちづくり（散策路、遊歩道の整備）

観光まちづくり

推進課

環境政策課

Ａ

市民参加型のまちづくりに向けた意識啓発

環境政策課

都市計画課

区画整理推進室

Ａ
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エネルギー環境分野

エネ―１ 省エネの推進

【目標】

① 家庭生活や事業活動における省エネの推進【重点】

ⅰ）省エネ型活動の推進

ⅱ）環境に配慮した消費行動の実践・奨励

ⅲ）市の事務事業における省エネの取組

＜重点施策の展開スケジュール＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅰ）省エネ型活動の推進

・省エネに関する情報収集や情報提供、

普及啓発

〔環境政策課〕

予定 継続
実施率

把握
Ａ

実績

・環境家計簿などの普及拡大

〔環境政策課〕

予定 継続
認知度

把握
Ａ

実績

・エネルギーマネジメントに関する情報

収集や情報提供、普及啓発

〔環境政策課〕

予定 継続

Ａ
実績

ⅱ）環境に配慮した消費行動の実践・奨励

・グリーン購入等の環境に配慮した消費

行動の情報収集や情報提供、普及啓発

〔環境政策課・生活環境課〕

予定 継続
実施率

把握
Ａ

実績

ⅲ）市の事務事業における省エネの取組

・こまめな消灯などの省エネの推進

（庁内）

〔総務課〕

予定 継続

Ａ
実績

・環境に配慮した消費行動の実践（庁内）

〔総務課〕

予定 継続

Ａ
実績

・公共施設におけるエネルギーマネジ

メントの実施

〔関係各課〕

予定 エネルギー管理の継続・実施

Ａ
実績

・ 家庭や事業所、公共施設における省エネが定着し、エネルギー使用

量の削減が図られている。

・ 市民等におけるマイバッグの持参やグリーン購入などの環境に配慮

した消費行動が定着している。

・ 家庭や事業所に再生可能エネルギー設備・機器や省エネルギー設

備・機器が積極的に導入されている。
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② 建物・設備における省エネの推進

ⅰ）再生可能エネルギー設備・機器や省エネルギー設備・機器の導入

ⅱ）建物自体の省エネ化の推進

ⅲ）公共施設等における取組

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

再生可能エネルギー技術や省エネルギー技術などの情報収集や情報

提供、普及啓発
環境政策課 Ａ

家庭における再生可能エネルギー設備等の導入支援 環境政策課 Ａ

ⅱ) スマートハウスや省エネ改修などの情報収集や情報提供、普及啓発 環境政策課 Ａ

ⅲ)

再生可能エネルギー設備・機器の導入 施設営繕課ほか Ａ

省エネルギー設備・機器の導入（街路灯のＬＥＤ化など）
施設営繕課

建設課ほか
Ａ

ＥＳＣＯ事業などによる省エネ改修の実施検討 施設営繕課ほか Ａ
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エネ―２ 移動手段における地球温暖化対策の推進

【目標】

① 自動車の燃料使用量の節減【重点】

ⅰ）エコドライブの推進

ⅱ）次世代自動車等の普及促進

ⅲ）公用車における燃料使用量の節減

＜重点施策の展開スケジュール＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅰ）エコドライブの推進

・【再】エコドライブの情報を収集し、

情報提供、普及啓発を図る

〔環境政策課〕

予定 情報提供の継続
実施率

把握
Ａ

実績

・【再】エコドライブの普及を推進する

（イベントの実施など）

〔環境政策課〕

予定 普及の推進
実施率

把握
Ａ

実績

ⅱ）次世代自動車等の普及促進

・【再】次世代自動車や低公害車の情

報を収集し、情報提供、普及啓発を

図る

〔環境政策課〕

予定 情報提供・普及啓発

Ａ
実績

・【再】次世代自動車の開発動向に対

応した施策の実施（水素ステーショ

ンの設置研究など）

〔環境政策課〕

予定 情報収集・実施検討

Ａ

実績

ⅲ）公用車における燃料使用量の節減

・【再】公用車における燃費管理を徹底

し、エコドライブをより一層推進す

る

〔環境政策課〕

予定 継続

Ａ
実績

・【再】職員を対象としたエコドライブ

講習会を実施する

〔総務課・環境政策課〕

予定 講習会の実施

Ａ
実績

・【再】公用車に次世代自動車や低燃費

車を計画的に導入する

〔総務課・地域防災課〕

予定 導入の推進

Ａ
実績

・ エコドライブの定着や次世代自動車の普及により、運輸部門における

二酸化炭素排出量が削減されている。

・ 公共交通機関、自転車などの積極的利用が図られている。
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② 移動手段の転換等

ⅰ）移動手段の転換に伴う効果の周知

ⅱ）公共交通機関の利便性向上

ⅲ）自転車の利用拡大

ⅳ）市の事務事業における移動手段の転換等

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)
【再】移動手段の転換による二酸化炭素排出量の削減効果に関する

情報を収集し、情報提供、普及啓発を図る
環境政策課 Ａ

ⅱ)
公共交通事業者と連携し、公共交通機関の利便性向上に向けた取組

を継続する
企画政策課 Ｓ

ⅲ)

必要に応じて駐輪場を整備する 地域防災課 Ａ

自転車優遇策の研究及び検討 環境政策課 Ａ

自転車のさらなる有効活用方策の検討 環境政策課 Ａ

ⅳ)
【再】徒歩や自転車での移動、公共交通機関の積極的な利用を継続

する（庁内）

総務課

環境政策課
Ａ
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【再掲】 エネ―３ 資源循環型社会の構築

【目標】

【再掲】①ごみの発生抑制に関する施策（３Ｒの推進）【重点】

＜重点施策の展開スケジュール＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

・【再】ごみ会議の運営・推進

〔生活環境課〕

予定 情報発信・活動推進

Ａ
実績

・【再】ごみ減量・リサイクル意識の啓発

（「へらすぞう」の発行）

〔生活環境課〕

予定 発行・意識啓発

Ａ
実績

・【再】生ごみリサイクルの促進

〔生活環境課〕

予定 補助・貸与・普及の継続

Ａ
実績

・【再】落ち葉の堆肥化の推進

〔生活環境課〕

予定 適正管理の推進

Ａ
実績

・【再】水切りの徹底

〔生活環境課〕

予定 啓発の継続

Ａ
実績

・【再】リサイクルフェア等のイベントの実施

〔環境政策課〕

予定 継続・検討 新規イベントの実施

Ｂ
実績

・【再】廃食油の有効利用の促進

〔生活環境課〕

予定 支援の継続

Ａ
実績

・【再】省資源化の推進

〔生活環境課〕

予定 マイバック推奨の継続

Ａ
実績

・【再】グリーン購入等の環境に配慮した

消費行動の推進

〔生活環境課〕

予定 継続

Ａ
実績

・【再】事業者へのごみ減量啓発

〔生活環境課〕

予定 減量の推進

Ａ
実績

・ 資源と集団回収を除く一人一日当たりのごみ排出量について、平成

２２年度（２０１０年度）に対し約９％（５６ｇ／人・日）削減する。

・ 平成２２年度（２０１０年度）に約２７％だったリサイクル率につ

いて、約３５％まで増加させる。

・ ごみの減量化や資源化（リサイクル）、処理処分を行う施設の充実が

図られている。
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【再掲】②資源循環型社会に向けたシステムづくり

＜施策・事業＞

【再掲】③環境に配慮した収集・処理の推進

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

【再】ごみの戸別収集・有料化の継続 生活環境課 Ａ

【再】資源集団回収の推進 生活環境課 Ａ

【再】資源回収の充実 生活環境課 Ａ

【再】新たなリサイクルシステムの検討 生活環境課 Ａ

【再】放置自転車リサイクルの実施 地域防災課 Ａ

【再】最終処分場掘り起こし再生 生活環境課 Ａ

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

【再】直接搬入ごみの受入れ 生活環境課 Ａ

【再】環境低負荷型の収集の実現 生活環境課 Ａ

【再】清掃工場の適正管理 生活環境課 Ａ



- 55 -

エネ―４ 緑の活用

【目標】

① 森林の保全と二酸化炭素の吸収量・固定量の増加【重点】

ⅰ）森林の保全

ⅱ）森林の活用

＜重点施策の展開スケジュール＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅰ）森林の保全

・【再】郷土の恵みの森づくり事業の推

進（森林の保全）

〔環境政策課〕

予定 継続・参加団体の増加

Ａ
実績

・【再】森林整備計画等に基づく林業振

興・森林保全策の推進（森林の保全）

〔農林課〕

予定 改定 継続

Ａ
実績

・【再】森林保全・活用のための整備の

推進（森林の保全）

〔環境政策課・農林課〕

予定 継続

Ａ
実績

・【再】森林整備計画等に基づく林業振

興・森林保全策の推進（森林の創出）

〔農林課〕

予定 改定 継続

Ａ
実績

・【再】郷土の恵みの森づくり事業の推

進（森林の創出）

〔環境政策課〕

予定 継続・参加団体の増加

Ａ
実績

・【再】森林保全・活用のための整備の

推進（森林の創出）

〔環境政策課・農林課〕

予定 継続

Ａ
実績

・【再】市有林を主体とする広葉樹林帯

を拡大し（モデル地区による「美林の

里」づくり）、森の魅力を発信する

〔農林課〕

予定 活用・拡大・魅力発信

Ａ
実績

・森林の多面的機能の情報を収集し、情

報提供、普及啓発を図る

〔環境政策課〕

予定 継続
認知度

把握
Ａ

実績

・ 「郷土の恵みの森づくり事業」や「森林整備計画」に基づく森林保全・

林業振興策等の推進により森林の健全性が向上している。

・ 市街地に緑があふれ、誰もが身近にふれあえるまちになっている。

・ 地域の農畜産物や地元産材の地産地消が定着している。
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② 市街地における緑を活かした地球温暖化対策の推進

【再掲】ⅰ）公共施設などの緑の充実・拡大

【再掲】ⅱ）市街地の緑化の推進

【再掲】ⅲ）崖線の緑の回復・充実

＜施策・事業＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅱ）森林の活用

・木質バイオマス利活用方法の研究等の

推進

〔環境政策課〕

予定 情報収集と研究の継続

Ａ
実績

・カーボン・オフセットの仕組みづくり

や活用方策について研究する

〔環境政策課〕

予定 情報収集と研究の継続

A
実績

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

【再】公共における生物多様性に配慮した緑の充実

（公共施設や公園、街路樹の緑の適正管理）
関係各課 Ｂ

【再】公共における生物多様性に配慮した緑の拡大

（公共施設や公園、街路樹の緑の拡大）
関係各課 Ａ

ⅱ)

【再】緑化の推進

（工場立地法、緑地保全条例、あきる野市宅地開発等指導要綱）

環境政策課

都市計画課
Ａ

【再】住宅地等の緑化の推進

（苗木配布、グリーンカーテンコンテスト等）
環境政策課 Ａ

【再】農地や緑地の多面的機能の情報を収集し、情報提供、普及啓

発を図る
環境政策課 Ｂ

ⅲ)

【再】住民生活の安全性の確保を前提とした緑の回復方策の検討
地域防災課

環境政策課
Ａ

【再】保存緑地の指定 環境政策課 Ａ
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③ 地球温暖化対策につながる地産地消の推進

ⅰ）農畜産物に関するもの

ⅱ）地元産材に関するもの

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

地産地消と地球温暖化対策の関連性について情報を収集し、情報提

供、普及啓発を図る
環境政策課 Ｂ

【再】地産地消型農業の推進 農林課 Ａ

【再】農畜産物などの地産地消の推進 農林課 Ａ

ⅱ)

【再】森林資源の需要の喚起（新たな資源価値の付加、間伐材など

の積極的活用）
農林課 Ａ

【再】公共施設における地元産材の使用促進 施設営繕課 Ａ
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人の活動分野

人―１ 情報の共有

【目標】

① 環境に関する情報収集や情報提供

ⅰ）情報収集や情報提供、普及啓発など

ⅱ）各種情報の収集・集約

ⅲ）情報の発信

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

生活環境に関する情報の収集・提供 生活環境課 Ａ

【再】省エネに関する情報収集や情報提供、普及啓発 環境政策課 Ａ

【再】エネルギーマネジメントに関する情報収集や情報提供、普及啓発 環境政策課 Ａ

【再】グリーン購入等の環境に配慮した消費行動の情報収集や情報提

供、普及啓発

環境政策課

生活環境課
Ａ

地球温暖化や対策に関する情報収集、情報提供 環境政策課 Ａ

【再】エコドライブの情報を収集し、情報提供、普及啓発を図る 環境政策課 Ａ

【再】移動手段の転換による二酸化炭素排出量の削減効果に関する情

報を収集し、情報提供、普及啓発を図る
環境政策課 Ａ

【再】次世代自動車や低公害車の情報を収集し、情報提供、普及啓発

を図る
環境政策課 Ａ

【再】スマートハウスや省エネ改修などの情報収集や情報提供、普及

啓発
環境政策課 Ａ

【再】森林の多面的機能の情報を収集し、情報提供、普及啓発を図る 環境政策課 Ａ

打ち水や散水の効果に関する情報収集や情報提供、普及啓発を図る 環境政策課 Ｂ

クールシェア・ウォームシェアに関する情報収集や情報提供、普及啓

発を図る
環境政策課 Ａ

低炭素街区や低炭素地区の形成に関する情報収集や情報提供を行う 環境政策課 Ａ

エネルギーの面的利用（熱融通など）に関する情報の収集・提供 環境政策課 Ａ

・ ホームページなどを通じて環境に関する情報をみることができる。

・ 環境施策に有効な情報が集約されている。

・ 様々な方法で情報が発信され、市民・事業者・市による情報共有が図

られている。
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② 情報等を共有する機会の創出

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ)

【再】森の魅力発信 環境政策課 Ａ

【再】みどりの大切さの発信 環境政策課 Ａ

【再】農地の環境面からの機能の発信 農林課 Ｂ

【再】生物多様性の概念や生態系サービスの重要性の発信（湧き水

の重要性も含む）

環境政策課

生活環境課
Ａ

「屋根貸し制度」の情報の収集・提供 環境政策課 Ａ

ⅱ)

【再】市民などによる調査の結果の収集 環境政策課 Ａ

【再】生物多様性に関する各種情報の整理・集約 環境政策課 Ａ

【再】生物目録の作成・更新 環境政策課 Ａ

【再】生物種の生活史等の調査研究を支援する仕組みづくりの検討 環境政策課 Ａ

ⅲ)

【再】各種リーフレットの作成・公開 環境政策課 Ａ

【再】水と緑のマップの充実 環境政策課 Ａ

【再】生物多様性に関する講演会の実施（生物多様性に対する意識

啓発を目的とした講座の実施）
環境政策課 Ｃ

環境白書の作成 環境政策課 Ａ

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

人が集まり、情報の交換や発信を行う場の創出 環境政策課 Ｂ

市内活動団体の活動状況や実績の共有化の推進 環境政策課 Ａ

【再】生物多様性情報公開用ウェブサイトの作成 環境政策課 Ａ

図書館における環境情報コーナーの充実 図書館 Ａ
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人―２ 人材の育成

【目標】

① 次世代を担う子ども達の育成【重点】

ⅰ）小中学校における環境教育の継続

ⅱ）様々な場面や場所における環境教育の継続・充実

＜重点施策の展開スケジュール＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅰ）小中学校における環境教育の継続

・小中学校における環境教育の継続

〔指導室・環境政策課〕

予定 継続

Ａ
実績

・小中学校における食育の推進

〔指導室・学校給食課〕

予定 実施

Ａ
実績

・小中学校で活用できる教材の作成

〔環境政策課〕

予定 情報収集・作成

Ａ
実績

ⅱ）様々な場面や場所における環境教育の継続・充実

・小宮ふるさと自然体験学校における体

験学習の継続

〔環境政策課〕

予定 継続

Ｂ
実績

・森の子コレンジャー活動の継続

〔環境政策課〕

予定 継続

Ｂ
実績

・菅生地区をモデルとした産学公連携の

森づくりを通じた環境教育の継続

〔環境政策課〕

予定 継続

F
実績

完了

（終了）

・未就学児を対象とした環境教育の継続

〔環境政策課〕

予定 継続

A
実績

・ 生物多様性に関する環境教育や体験学習が定着し、次世代の環境に関

する取組を担うことのできる子ども達が育成されている。

・ 農林業の後継者や環境に関するボランティアなどの取組の担い手が

育成されている。

・ 各種の取組に携わる機会となる普及啓発イベント等が実施されている。
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② 後継者等の育成

ⅰ）担い手の育成や活用

ⅱ）後継者の育成

＜施策・事業＞

③ 普及啓発の実施（イベントなど）

＜施策・事業＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅱ）様々な場面や場所における環境教育の継続・充実

・幼稚園や保育園を対象とした環境教育

の普及啓発

〔環境政策課・保育課〕

予定 普及啓発

Ａ
実績

・小峰ビジターセンターや河川管理者な

どと連携した環境学習の推進

〔環境政策課〕

予定 環境教育の実施

B
実績

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

ⅰ) 担い手（ボランティアなど）を育成・活用する仕組みの充実 環境政策課 Ｂ

ⅱ)
農業後継者の育成支援 農林課 Ｓ

有害鳥獣対策などにつながる資格更新などの支援 農林課 Ａ

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

リユースなどの普及啓発イベント（リサイクルフェアなど）を実施する 生活環境課 Ｂ

【再】エコドライブの普及を推進する（イベントの実施など） 環境政策課 Ａ

参加型イベントの検討・実施（川遊びのマナー向上、清掃活動、食に関する

ものなども含む）

環境政策課

生活環境課
Ａ

生物多様性を体験できるイベントの実施 環境政策課 Ａ

小峰ビジターセンターや河川管理者などとの連携によるイベントの実施 環境政策課 Ａ

食育の推進
農林課

学校給食課
Ａ
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人―３ 協働体制の構築

【目標】

① 協働体制の整備【重点】

ⅰ）各種委員会等の運営

ⅱ）活動団体への支援

＜重点施策の展開スケジュール＞

年 度 令和３年度

評価Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（Ｈ３１） R2 R3

ⅰ）各種委員会等の運営

・環境委員会の運営

〔環境政策課〕

予定 運営

Ａ
実績

・あきる野市生きもの会議の運営

〔環境政策課〕

予定 運営・部会設置検討

A
実績

・あきる野市地球温暖化対策地域協議会

の運営〔環境政策課〕

予定 設置・運営

Ｂ
実績

・秋川流域ジオパーク推進会議の運営

〔観光まちづくり推進課〕

予定 運営

Ｂ
実績

ⅱ）活動団体への支援

・生物多様性保全等の活動を支援する

仕組みの検討

〔環境政策課〕

予定 支援措置の継続

Ａ
実績

・ 各推進主体や庁内関係部署が参画する環境施策に関連した組織が機

能している。

・ 様々な主体が参加できる機会の維持・創出が図られている。
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② 協働の機会の創出

＜施策・事業＞

関連する施策・事業 担当課
令和３年度

評価

森林サポートレンジャーの継続 環境政策課 Ｂ

森づくりにおける町内会・自治会などの連携 環境政策課 Ａ

市民参加の森づくり事業の推進（ボランティアの育成や活用の仕組みづく

り）

環境政策課

農林課
Ａ

菅生地区をモデルとした「産学公連携による森づくり事業」の推進 環境政策課 Ｆ

遊休農地の活用方法の検討・推進（市民、学校農園） 農林課 Ａ

ふるさと農援隊の継続 高齢者支援課 Ａ

あきる野の農と生態系を守り隊の継続 農林課 Ａ

流域の一体的な保全（平井川流域連絡会への参画など河川管理者との連携

による河川管理）
環境政策課 Ａ

アダプト制度の運用 管理課 Ａ

打ち水や散水を奨励する仕組みづくり 環境政策課 Ｂ

クールシェア・ウォームシェアを奨励する仕組みづくり 環境政策課 Ａ

ライトダウンキャンペーンへの参加呼びかけ 環境政策課 Ｆ
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２ 生物多様性あきる野戦略の施策の進捗状況

２－１ 生物多様性あきる野戦略とは

１） 概 要

市では、生物多様性基本法に基づき、平成２６年９月に、生物多様性あきる野戦略を策定しま

した。

生物多様性あきる野戦略は、市の生物多様性の現状等をまとめるとともに、生物多様性の保全

と活用に向けて、望ましい姿や施策の基本的方針、施策を進めるための仕組みの構築、各種取組

の位置付けを示しています。また、環境基本計画の自然環境分野を担うとともに、同計画の生活

環境分野やエネルギー環境分野、人の活動分野にも横断的に関わるものです。

生物多様性の保全と活用は、市のまちづくりや農林業施策、観光施策、教育などの様々な分野

別計画に関連するため、本戦略は、「郷土の恵みの森構想」、「郷土の恵みの森づくり基本計画」と

同様に、様々な分野別計画に横断的に関わるものとしています。

２） 望ましい姿

生物多様性あきる野戦略では、本戦略に示す施策や取組を推進し、生物多様性の保全や活用な

どが継続的に実施されている将来の状況を「望ましい姿」として示し、生物多様性に関わる主体

が共有できるイメージとしています。

また、本戦略を意欲的に推進するため、対象期間（１０年間）における達成すべき目標を基本

戦略として設定しています。

【望ましい姿】

美しい自然と生物多様性の恵みにあふれ、その恵みを

大切にしながら、みんなで守り育て伝えていくまち

生 物 多 様 性 を 保 全 す る 仕 組 み を 構 築 し ま す

本市において保全が必要な種や場所の選定を進めます

生物多様性を活用する際の配慮事項を定め、周知します

生物多様性の課題を検討する仕組みを構築します

《基本戦略１》

《基本戦略２》

《基本戦略３》

《基本戦略４》
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３） 施策の体系

本戦略では、生物多様性の施策や取組を進めるに当たり、目指すべき方向性を基本方針として

設定し、方針ごとに施策や取組をまとめています。また、施策の意義を分かりやすく示すため、

キーワードとなる施策の柱を設定しています。

※重点施策とは、基本戦略を達成する上で中心となる施策や本市の生物多様性における特徴に

対応する施策など、より積極的に推進していく施策です。

２―２ 施策進捗状況評価

重点施策、一般施策・事業の進捗状況、評価結果を報告します。各担当課の実績等については、

資料編をご覧ください。

＜凡例＞

【重点施策、一般施策・事業の評価基準について】

基本方針 施策の柱 施策（★は重点施策）

１ 基礎情報の調査・収集 ①知る・調べる １ 生物多様性の把握・モニタリングの継続

２ 保全・再生・活用すべき場所の抽出★

３ 生物多様性に関する情報の共有化

２ 生物多様性に関する

意識の醸成

②学ぶ・受け継ぐ １ 生物多様性の普及啓発

２ 次世代を担う子ども達の育成★

３ 後継者の育成

３ 生物多様性の保全 ③守る １ 生物多様性を保全する仕組みづくり★

２ 有害鳥獣対策及び外来種対策の推進

３ 生態系の保全に向けた取組の推進

④創る １ 恵み豊かな緑と水の創出★

２ 市街地における緑の創出

４ 生物多様性の持続的

な活用

⑤活かす １ 地産地消の推進

２ 生物多様性を活かした商品等の開発

３ 生物多様性を活かした観光振興★

５ 推進主体間の協働体

制の構築

⑥つながる １ 推進主体などによる協働体制の構築★

２ 協働の機会の創出★

Ｓ 予定以上に実施した。

Ａ 予定どおりに実施した。

Ｂ 実施しているが、予定どおりに実施できなかった。

Ｃ 実施していない。

Ｆ 事業が完了（終了）した。
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基本方針１ 基礎情報の調査・収集

①知る・調べる

①１生物多様性の把握・モニタリングの継続

①２保全・再生・活用すべき場所の抽出（重点施策１）

①３生物多様性に関する情報の共有化

（１）生物多様性の把握・モニタリングの継続 ：生物多様性あきる野戦略①１

＜施策・事業＞

（２）保全・再生・活用すべき場所の抽出（重点施策１） ：生物多様性あきる野戦略①２

＜ゴール（目標とする到達点）＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

各種調査の継続・実

施に関するもの

自然環境調査の継続 環境政策課 Ａ

森林レンジャーあきる野による各種調査の継

続
環境政策課 Ａ

河川の水質調査 生活環境課 Ａ

地下水汚染調査 生活環境課 Ａ

湧水調査 生活環境課 Ａ

専門機関等との連携による調査の検討 環境政策課 Ａ

調査結果の収集に関

するもの
市民などによる調査の結果の収集 環境政策課 Ａ

情報の集約に関する

もの

各種情報の整理・集約 環境政策課 Ａ

生物目録の作成・更新 環境政策課 Ａ

生物種の生活史等の調査研究を支援する仕組

みづくりの検討
環境政策課 Ａ

１ 生物多様性の調査結果等の情報が地図化され、生物多様性の成因や状況などを

把握している。

２ 保全すべき場所、再生が必要な場所、活用が見込める場所の抽出を行うととも

に、さらなる抽出の必要性について検討している。

３ １及び２の内容が各種施策等に活かされている。
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＜施策・事業＞

＜重点施策１のスケジュール＞

（３）生物多様性に関する情報の共有化 ：生物多様性あきる野戦略①３

＜施策・事業＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

市内各所の評価に関

するもの

各種情報の地図情報化 環境政策課 Ａ

生物多様性に関する市内各所の評価（森林の環

境面からの機能評価など）

環境政策課
Ａ

保全等すべき場所の

抽出に関するもの
保全・再生・活用すべき場所の抽出 環境政策課 Ａ

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

情報発信の方策に関

するもの

各種リーフレットなどの作成・公開 環境政策課 Ａ

水と緑のマップの充実 環境政策課 Ａ

生物多様性に関する講演会の実施（生物多様性

に関する意識啓発を目的とした講座の実施）
環境政策課 Ｃ

生物多様性情報公開用ウェブサイトの作成 環境政策課 Ａ

情報発信の内容に関

するもの

森の魅力発信 環境政策課 Ａ

みどりの大切さの発信 環境政策課 Ａ

農地の環境面からの機能の発信 農林課 Ｂ

生物多様性の概念や生態系サービスの重要性

の発信（湧き水の重要性も含む。）

環境政策課

生活環境課
Ａ
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基本方針２ 生物多様性に関する意識の醸成

②学ぶ・受け継ぐ

②１生物多様性の普及啓発

②２次世代を担う子ども達の育成（重点施策２）

②３後継者の育成

（１）生物多様性の普及啓発 ：生物多様性あきる野戦略②１

＜施策・事業＞

（２）次世代を担う子ども達の育成（重点施策２） ：生物多様性あきる野戦略②２

＜ゴール（目標とする到達点）＞

＜施策・事業＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

イベントの実施に

関するもの

参加型イベントの検討・実施（川遊びのマナー向

上、清掃活動、食に関するものなども含む。）

環境政策課

生活環境課
Ａ

生物多様性を体験できるイベントの実施 環境政策課 Ａ

小峰ビジターセンターや河川管理者などとの連

携によるイベントの実施
環境政策課 Ａ

食育の推進に関す

るもの
食育の推進

農林課

学校給食課

Ａ

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

小中学校に関する

もの

小中学校における環境教育の継続 指導室 Ａ

食育の推進
指導室

学校給食課
Ａ

小中学校で活用できる教材の作成 環境政策課 Ａ

その他の場所に関

するもの

小宮ふるさと自然体験学校における体験学習の

継続
環境政策課 Ｂ

森の子コレンジャー活動の継続 環境政策課 Ｂ

１ 生物多様性に関する環境教育や体験学習が定着している。

２ 本市の生物多様性を学ぶ教材を作成し、教育現場などで活用されている。

３ 次世代を担う子ども達が育成されている。
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※ 当該事業は市民団体が実施主体であり、市が主体となる施策ではないため、削除

＜重点施策２のスケジュール＞

（３）後継者の育成 ：生物多様性あきる野戦略②３

＜施策・事業＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

その他の場所に関

するもの

菅生地区をモデルとした産学公連携の森づくり

の継続
環境政策課 Ｆ

第二次環境基本

計画から削除※

未就学児を対象とした環境教育の継続 環境政策課 Ａ

幼稚園や保育園を対象とした環境教育の普及

啓発

環境政策課

保育課
Ａ

小峰ビジターセンターや河川管理者などと連携

した環境学習の推進
環境政策課 Ｂ

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

担い手の育成・活

用に関するもの

担い手（ボランティアなど）を育成・活用する仕

組みの充実
環境政策課 Ｂ

後継者育成に関す

るもの

農業後継者の育成支援 農林課 Ａ

有害鳥獣対策などにつながる資格更新などの

支援
農林課 Ａ
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基本方針３ 生物多様性の保全

③守る

③１生物多様性を保全する仕組みづくり（重点施策３）

③２有害鳥獣対策及び外来種対策の推進

③３生態系の保全に向けた取組の推進

（１）生物多様性を保全する仕組みづくり（重点施策３） ：生物多様性あきる野戦略③１

＜ゴール（目標とする到達点）＞

＜施策・事業＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

規制の策定などに

関するもの

（仮称）生物多様性保全条例の制定 環境政策課 Ａ

市民・観光客向けカントリーコードの設定 環境政策課 Ｂ

あきる野市版レッドリストの作成 環境政策課 Ａ

区域の指定などに

関するもの

生物多様性保全区域の指定 環境政策課 Ｃ

第二次環境基本

計画から削除※

重要地域の公有地化 環境政策課 Ａ

保存緑地の指定 環境政策課 Ａ

文化財の指定・保護 生涯学習推進課 Ａ

財源の確保に関す

るもの

郷土の恵みの森づくり事業基金の運用 環境政策課 Ａ

生物多様性保全基金の創出の検討 環境政策課 Ｆ

地球温暖化対策とタイアップしたクレジット制

度導入の検討
環境政策課 Ａ

１ 「（仮称）生物多様性保全条例」を制定し、市内外に周知・定着を図っている。

２ 希少種が存在するなど、保全が必要な地区の保全区域化が進んでいる。

３ 保全すべき種を選定し、定期的な見直しを行う仕組みを構築している。

４ カントリーコードを設定し、市内外に発信している。
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＜重点施策３のスケジュール＞

（２）有害鳥獣対策及び外来種対策の推進 ：生物多様性あきる野戦略③２

＜施策・事業＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

有害鳥獣対策及び

外来種対策に関す

るもの

効率的かつ効果的な手法の検討・実施
環境政策課

農林課
Ｂ

有害鳥獣対策に関

するもの
有害鳥獣対策の実施 農林課 Ａ

外来種対策に関す

るもの

外来種対策（アライグマ・ハクビシン）の実施 環境政策課 Ｓ

特定外来生物対策の実施 環境政策課 Ａ

外来種対策の拡大・強化の検討 環境政策課 Ａ

東京都、近隣市町村と連携した外来種対策の推進 環境政策課 Ａ
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（３）生態系の保全に向けた取組の推進 ：生物多様性あきる野戦略③３

＜施策・事業＞

④創る

④１恵み豊かな緑と水の創出（重点施策４）

④２市街地における緑の創出

（１）恵み豊かな緑と水の創出（重点施策４） ：生物多様性あきる野戦略④１

＜ゴール（目標とする到達点）＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

総合的な緑地の保

全や緑化の推進に

関するもの

緑の基本計画の改定 都市計画課 Ｂ

森林に関するもの

郷土の恵みの森づくり事業の推進 環境政策課 Ａ

森林整備計画等に基づく林業振興・森林保全策の

推進
農林課 Ａ

森林保全・活用のための整備の推進
環境政策課

農林課
Ａ

里山に関するもの

（里山における）モデル地区での保全管理活動の

実践（横沢入里山保全地域など）
環境政策課 Ｆ

里山の保全策の検討 環境政策課 Ａ

農地に関するもの

農地の適正管理と活用（生産緑地制度の推進・管

理・追加指定、市民農園制度の活用・取組方策の

検討（遊休農地の活用ほか））

農林課

都市計画課
Ａ

河川に関するもの

河川整備における生物多様性への配慮、河川環境

の保全

生活環境課

建設課
Ａ

清流保全協力員活動の継続 生活環境課 Ｓ

事業所排水対策（水質調査、汚濁防止、普及啓発

の実施）の継続
生活環境課 Ａ

生活排水対策（下水道への接続啓発・普及、合併

処理浄化槽の設置補助、普及啓発の実施）の継続

管理課

(R3 年度～）
Ａ

地下水・湧き水に

関するもの

地下水保全対策の継続（揚水規制）
生活環境課

農林課
Ａ

湧水保全対策（湧水調査、湧水のＰＲ、雨水浸透

の促進）の継続

生活環境課

都市計画課
Ａ

崖線に関するもの 崖線地区の保全 環境政策課

都市計画課

Ａ

１ 森林整備や「郷土の恵みの森づくり事業」により、森林の生物多様性が向上している。

２ 秋川の河川環境が向上している。

３ 「江戸前アユ」が復活するとともに、ヤマメ等の魚類が豊富に生息している。
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＜施策・事業＞

＜重点施策４のスケジュール＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

森林に関するもの

森林整備計画等に基づく林業振興・森林保全策の

推進
農林課 Ａ

郷土の恵みの森づくり事業の推進 環境政策課 Ａ

アニマルサンクチュアリ活動 環境政策課 Ａ

森林保全・活用のための整備の推進
環境政策課

農林課
Ａ

魅力あふれる川づ

くりに関するもの

河川環境の維持・向上
環境政策課

管理課
Ａ

魚道の整備 農林課 Ａ

魚類が産卵しやすい川づくり 農林課 Ａ

稚魚の放流 農林課 Ａ

川魚（江戸前アユ）の復活などの魚類の保護の推

進
農林課 Ａ

河川環境の向上についての検討 環境政策課 Ａ
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（２）市街地における緑の創出 ：生物多様性あきる野戦略④２

＜施策・事業＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

公共施設などの緑

化に関するもの

公共における生物多様性に配慮した緑の充実（公

共施設や公園、街路樹の適正管理）
関係各課 Ｂ

公共における生物多様性に配慮した緑の拡大（公

共施設や公園、街路樹の拡大）
関係各課 Ａ

市街地の緑化に関

するもの

緑化の推進（工場立地法、ふるさとの緑地保全条

例・宅地開発等指導要綱）

環境政策課

都市計画課
Ａ

住宅地等の緑化の推進 環境政策課 Ａ

崖線の緑に関する

もの

住民生活の安全性の確保を前提とした緑の回復

方策の検討

地域防災課

環境政策課
Ａ
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基本方針４ 生物多様性の持続的な活用

⑤活かす

⑤１地産地消の推進

⑤２生物多様性を活かした商品等の開発

⑤３生物多様性を活かした観光振興（重点施策５）

（１）地産地消の推進 ：生物多様性あきる野戦略⑤１

＜施策・事業＞

（２）生物多様性を活かした商品等の開発 ：生物多様性あきる野戦略⑤２

＜施策・事業＞

（３）生物多様性を活かした観光振興（重点施策５） ：生物多様性あきる野戦略⑤３

＜ゴール（目標とする到達点）＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

農畜産物に関する

もの

地産地消型農業の推進 農林課 Ａ

農畜産物などの地産地消の推進 農林課 Ａ

地元産材に関する

もの

森林資源の需要の喚起（新たな資源価値の付加・

間伐材などの積極的活用）
農林課 Ａ

公共施設における地元産材の使用促進 施設営繕課 Ａ

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

ブランド開発など

に関するもの

「秋川渓谷物語」ブランドの普及拡大 商工振興課 Ａ

「秋川渓谷」のブランド化の推進
観光まちづくり

推進課
Ａ

「森っこサンちゃん」を活用した商品等の開発

環境政策課

商工振興課

観光まちづくり

推進課

Ａ

１ 観光振興による地域活性化が進められている。

２ 「東京のふるさと あきる野」のイメージが定着している。

３ 観光客等のニーズに応じたコンテンツが体系化されている。

４ 日本ジオパーク認定やジオパークの維持に関する取組が市全体で定着している。

５ 日本ジオパークに認定されている。
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＜施策・事業＞

＜重点施策５のスケジュール＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

ジオパークに関す

るもの
秋川流域ジオパーク構想の推進

観光まちづくり

推進課
Ｂ

観光拠点等の整備

に関するもの

武蔵五日市駅前市有地の観光拠点化
観光まちづくり

推進課
Ａ

旧戸倉小学校施設の体験型研修施設化
観光まちづくり

推進課
Ｂ

観光ルートの設定

に関するもの

あきる野百景などの観光スポットの周知・活用

環境政策課

観光まちづくり

推進課

Ａ

各種マップの作成
観光まちづくり

推進課
Ａ

古道・散策コース（フットパス）及び景観の整備 環境政策課 Ａ

観光ボランティアガイドの育成
観光まちづくり

推進課
Ｂ

各種ルートの設定（散歩道・遊歩道）
観光まちづくり

推進課
Ａ

親水に関するもの

釣りなどのレジャーへの活用
観光まちづくり

推進課
Ａ

第二次環境基本

計画から削除※1

バーベキュー場の維持管理
観光まちづくり

推進課
Ａ

第二次環境基本

計画から削除※2
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基本方針５ 推進主体間の協働体制の構築

⑥つながる

⑥１推進主体などによる協働体制の構築（重点施策６）

⑥２協働の機会の創出（重点施策７）

（１）推進主体などによる協働体制の構築（重点施策６） ：生物多様性あきる野戦略⑥１

＜ゴール（目標とする到達点）＞

＜施策・事業＞

※ 第二次環境基本計画策定以前に、生物多様性推進委員会を設置し、取組が完了したため、削除

＜重点施策６のスケジュール＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

協働体制の整備に

関するもの

市民・事業者・市などによる組織の設置 環境政策課 Ａ

第二次環境基本

計画から削除※

人が集まり情報交換・発信するための場の創出 環境政策課 Ｂ

活動団体の情報収集と共有化の推進 環境政策課 Ａ

活動団体への支援

に関するもの
生物多様性の活動を支援する仕組みの検討 環境政策課 Ａ

１ 推進主体等による新たな組織「（仮称）あきる野生きもの会議」が機能している。

２ 庁内横断組織が機能している。

３ 市内活動団体のネットワークが構築され、情報共有の仕組みができている。



- 78 -

（２）協働の機会の創出（重点施策７） ：生物多様性あきる野戦略⑥２

＜ゴール（目標とする到達点）＞

＜施策・事業＞

＜重点施策７のスケジュール＞

取組 市の所管課等
令和３年度

評価

全般に関するもの

環境委員会の運営 環境政策課 Ａ

秋川流域ジオパーク推進会議の運営
観光まちづくり

推進課
Ｂ

森づくりに関する

もの

森林サポートレンジャーあきる野の継続 環境政策課 Ｂ

森づくりにおける町内会・自治会などの連携 環境政策課 Ａ

市民参加の森づくり事業の推進（ボランティアの

育成・活用の仕組みづくり）

環境政策課

農林課
Ｂ

菅生地区をモデルとした産学公連携の森づくり

の推進
環境政策課 Ｆ

第二次環境基本

計画から削除※1

農地に関するもの

遊休農地の活用方法の検討・推進（市民、学校農

園）

農林課
Ａ

ふるさと農援隊の継続 高齢者支援課 Ａ

農と生態系を守り隊の継続 農林課 Ａ

河川に関するもの
流域の一体的な保全（平井川流域連絡会への参画

などの河川管理者との連携による河川管理）
環境政策課 Ａ

市街地の緑などに

関するもの
アダプト制度の運用 管理課 Ａ

１ 協働の機会の紹介など、多様な主体の参画・参加を促す仕組みが構築されている。

２ 参画・参加が可能な生物多様性の取組が認識されている。

３ 多くの市民・事業者が生物多様性の保全等に関する取組に参画・参加している。
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３ あきる野市地球温暖化対策地域推進計画の施策

の進捗状況

３－１ あきる野市地球温暖化対策地域推進計画とは

１） 概 要

市では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成２６年６月に、あきる野市地球温

暖化対策地域推進計画を策定しました。

あきる野市地球温暖化対策地域推進計画は、市の温室効果ガス排出量の現状や将来推計を示す

とともに、市全体で地球温暖化対策に取り組むため、推進主体（家庭（市民）・事業所（事業者）・

市）ごとの省エネルギーの推進や新エネルギーの活用に関する考え方や取組をまとめています。

また、環境基本計画のエネルギー環境分野を担うものです。

２） 削減目標と基本方針

あきる野市地球温暖化対策地域推進計画では、目標として市の二酸化炭素排出量の削減量を示

すとともに、目標達成のための４つの基本方針を設定しています。

【二酸化炭素排出量の削減目標】

２００５（平成１７）年度を基準とし、２０２０（令和２（平成32））

年度までに３．８％以上削減する。

※ ２０２０（令和２（平成 32））年度における本市の二酸化炭素排出量を

３１２．０千トンーＣＯ２以下とする。

１ 地球温暖化対策は、温室効果ガスの排出者である私たち

一人ひとりが主役です

３ 無理せず、楽しみながら地球温暖化対策に取り組みます

４ 森林や農地を活かした地球温暖化対策に取り組みます

〜 あきる野市地球温暖化対策地域推進計画の基本方針 〜

２ 家庭・事業所・市の連携により目標達成を目指します
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３） 施策の体系

本計画では、削減目標の達成に向け、取組（事業）の内容に応じて７つのテーマを設定し、推

進主体ごとに施策と事業をまとめています。

また、市の特性などを考慮し、各推進主体の連携のもと、積極的に取組を進めることで大きな

効果が得られるものを重点プログラムとして位置付けています。

＜重点プログラム＞

１ 緑を増やして二酸化炭素を吸収・固定しましょう

２ 再生可能エネルギーによる地球温暖化対策を進めましょう

３ エコドライブで燃料使用量を減らしましょう

４ 楽しく省エネ型生活に取り組みましょう

テーマ 推進主体 施策

１

生活や事業活
動における省
エネの推進

家庭
ア 省エネ型活動の推進

イ 環境に配慮した消費行動の実践

事業所
ア 省エネ型活動の推進

イ 環境に配慮した消費行動の実践

市
ア 省エネ型活動の推進

イ 環境に配慮した消費行動の実践

２

資源循環型社会
の構築に向けた
取組の推進

家庭
ア ごみの発生抑制（リデュース）

イ 再使用（リユース）及び再生利用（リサイクル）の推進

事業所
ア ごみの発生抑制（リデュース）

イ 再使用（リユース）及び再生利用（リサイクル）の推進

市

ア ごみの発生抑制（リデュース）

イ 再使用（リユース）及び再生利用（リサイクル）の推進

ウ ごみ処理システムのさらなる改善

３

移動手段にお
ける地球温暖
化対策の推進

家庭
事業所

ア 自動車の燃料使用量の節減

イ 移動手段の転換

市
ア 自動車の燃料使用量の節減

イ 移動手段の転換

４

建物・設備にお
ける地球温暖
化対策の推進

家庭
事業所

ア
再生可能エネルギー設備・機器や省エネルギー設備・

機器の導入

イ 建物自体の省エネ化の推進

市
ア

再生可能エネルギー設備・機器や省エネルギー設備・

機器の導入

イ 建物自体の省エネ化の推進
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３－２ 施策進捗状況評価

重点プログラム、施策・事業の進捗状況、評価結果を報告します。各担当課の実績等について

は、資料編をご覧ください。

＜凡例＞

【施策・事業の評価基準について】

テーマ 推進主体 施策

５

緑の活用と地
産地消の推進

家庭
事業所

ア 森林の保全と二酸化炭素の吸収量・固定量の増加

イ 身近な緑を活かした地球温暖化対策の推進

ウ 地産地消の推進

市

ア 森林の保全と二酸化炭素の吸収量・固定量の増加

イ 身近な緑を活かした地球温暖化対策の推進

ウ 地産地消の推進

６

様々な主体の
連携による地
球温暖化対策
の推進

家庭
事業所
市

ア 地域で取り組む地球温暖化対策の推進

市 ア 低炭素型のまちづくりの情報収集など

７

地球温暖化対
策を進める仕
組みの構築

市

ア 推進主体により構成される組織の設置

イ 環境教育の充実

ウ 情報交換や情報提供の充実

Ｓ 予定以上に実施した。

Ａ 予定どおりに実施した。

Ｂ 実施しているが、予定どおりに実施できなかった。

Ｃ 実施していない。

Ｆ 事業が完了（終了）した。
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１） 重点プログラム

＜施策・事業＞

２） テーマ毎の施策の進捗状況

（１）生活や事業活動における省エネの推進

＜施策・事業＞

重点

プログラム
事業 担当課

令和３年度

評価

１ 緑を増やして

二酸化炭素を吸

収・固定しましょう

森林の保全や適正管理、森林整備を進めましょう
環境政策課

農林課
Ａ

グリーンカーテンに取り組みましょう 環境政策課 Ａ

庭に樹木をもう１本植えてみましょう 環境政策課 Ａ

２ 再生可能エネ

ルギーによる地球

温暖化対策を進め

ましょう

太陽光で電気をつくりましょう
環境政策課

施設営繕課
Ａ

３ エコドライブ

で燃料使用量を減

らしましょう

エコドライブ技術を身につけましょう
環境政策課

総務課
Ａ

エコドライブにより、エコドライバーになりましょう 環境政策課 Ａ

４ 楽しく省エネ

型生活に取り組み

ましょう

省エネ型生活に取り組みましょう

総務課

環境政策課

生活環境課

Ａ

楽しみながら省エネ型生活を送りましょう 環境政策課 Ａ

推進

主体
施策・事業 担当課

令和３年度

評価

家庭

ア

省エネ型生活１０か条や環境家計簿、省エネモニター制度

のさらなる充実と普及を図ります
環境政策課 Ａ

家庭での省エネに通じる情報を収集し、情報提供、普及啓

発を図ります
環境政策課 Ａ

イ
環境に配慮した消費行動の情報を収集し、情報提供、普及

啓発を図ります

環境政策課

生活環境課
Ａ

事業所

ア

事業所での省エネに通じる情報を収集し、情報提供、普及

啓発を図ります
環境政策課 Ａ

エネルギーマネジメントの情報を収集し、情報提供、普及

啓発を図ります
環境政策課 Ａ

イ
グリーン購入などの情報を収集し、情報提供、普及啓発を

図ります

環境政策課

生活環境課
Ａ

市

ア

イ

エコ活動を推進し、こまめな消灯やグリーン購入などの環

境に配慮した行動に継続して取り組みます

総務課

生活環境課
Ａ

第三次地球温暖化防止対策実行計画やエコ活動によ

り、公共施設等のエネルギーマネジメントに取り組みます
関係各課 Ａ
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（２）資源循環型社会の構築に向けた取組の推進

＜施策・事業＞

（３）移動手段における地球温暖化対策の推進

＜施策・事業＞

推進

主体
施策・事業 担当課

令和３年度

評価

家庭

ア

廃棄物減量等推進員の活動を通じて、ごみの減量等の意

識啓発を図ります（ごみ情報誌「へらすぞう」の発刊等

を含む）

生活環境課 Ａ

ごみの戸別収集・有料化を継続します 生活環境課 Ａ

イ

リユースなどの普及啓発イベント（リサイクルフェアな

ど）を実施します
生活環境課 Ｂ

資源集団回収の支援を継続します 生活環境課 Ａ

生ごみや落ち葉のリサイクル（堆肥化）の促進に通じる支

援を行います
生活環境課 Ａ

事業所

ア

事業用大規模建築物の所有者に対する「事業用大規模建築

物における廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」の提

出を継続します

生活環境課 Ａ

中小規模の事業所へのごみ減量啓発の実施を検討します 生活環境課 Ａ

第二次環境基本

計画から削除※1

第二次環境基本

計画から削除※2

市

ア

イ

エコ活動を通じて、ごみの発生抑制や再使用、再生利用に

取り組みます

総務課

生活環境課
Ａ

学校給食センターによる廃食油などの有効利用を検討し

ます
生活環境課 Ａ

ウ

第二次環境基本

計画から削除※3

第二次環境基本

計画から削除※4

リサイクルシステムの構築の充実を図ります 生活環境課 Ａ

環境低負荷型のごみ収集を実現します 生活環境課 Ａ

推進

主体
施策・事業 担当課

令和３年度

評価

家庭、

事業所

ア

エコドライブの情報を収集し、情報提供、普及啓発を図

ります
環境政策課 Ａ

エコドライブの普及を推進します（イベントの実施など） 環境政策課 Ａ

次世代自動車や低燃費車の情報を収集し、情報提供、普

及啓発を図ります
環境政策課 Ａ

イ

移動手段の転換による二酸化炭素排出量の削減効果に関

する情報を収集し、情報提供、普及啓発を図ります
環境政策課 Ａ

必要に応じて駐輪場を整備します 地域防災課 Ａ

公共交通事業者と連携し、公共交通機関の利便性向上に

向けた取組を継続します
企画政策課 Ｓ
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（４）建物・設備における地球温暖化対策の推進

＜施策・事業＞

（５）緑の活用と地産地消の推進

＜施策・事業＞

推進

主体
施策・事業 担当課

令和３年度

評価

市

ア

職員を対象としたエコドライブ講習会を実施します
総務課

環境政策課
Ａ

公用車における燃費管理を徹底し、エコドライブをより

一層推進します
環境政策課 Ａ

公用車に次世代自動車や低燃費車を計画的に導入します
総務課

地域防災課
Ａ

イ

エコ活動を通じて、徒歩や自転車での移動、公共交通機

関の積極的な利用を継続します

総務課

環境政策課
Ａ

自転車の優遇方策を研究及び検討します 環境政策課 Ａ

自転車のさらなる有効活用方策を検討します 環境政策課 Ａ

推進

主体
施策・事業 担当課

令和３年度

評価

家庭・

事業所

ア

再生可能エネルギー技術や省エネルギー技術などの情報

を収集し、情報提供、普及啓発を図ります
環境政策課 Ａ

家庭における再生可能エネルギー及び省エネルギーの設

備・機器などの導入支援を行います
環境政策課 Ａ

事業所における再生可能エネルギー及び省エネルギーの

設備・機器などの普及拡大を図ります
環境政策課 Ａ

イ

スマートハウスや省エネ型の建築物、省エネ改修、ＨＥＭ

ＳやＢＥＭＳなどの情報を収集し、情報提供、普及啓発を

図ります

環境政策課 Ａ

市

ア

再生可能エネルギー設備・機器を導入します 施設営繕課 Ａ

省エネルギー設備・機器を導入します（街路灯のＬＥＤ化

など）

施設営繕課

建設課
Ａ

イ ＥＳＣＯ事業などによる省エネ改修の実施を検討します 施設営繕課 Ａ

推進

主体
施策・事業 担当課

令和３年度

評価

家庭・

事業所

ア

森林の多面的機能の情報を収集し、情報提供、普及啓発を

図ります
環境政策課 Ａ

森林の適正管理に通じる支援策の情報を収集し、情報提供

を行います
農林課 Ａ

地域が主体となる郷土の恵みの森づくり事業を支援します 環境政策課 Ａ

森林サポートレンジャー制度を充実します 環境政策課 Ｂ

イ
農地や緑地の多面的機能の情報を収集し、情報提供、普及

啓発を図ります
環境政策課 Ｂ
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推進

主体
施策・事業 担当課

令和３年度

評価

家庭・

事業所

イ

保存緑地の管理を支援します 環境政策課 Ａ

家庭や事業所で植える樹木を供給するため、苗木配布事業

を拡大します
環境政策課 Ａ

グリーンカーテンコンテストを継続します（グリーンカー

テン用の苗などの配布を含む）
環境政策課 Ａ

ウ

地産地消と地球温暖化対策の関連性について情報を収集

し、情報提供、普及啓発を図ります
環境政策課 Ｂ

あきる野産の食材について情報提供を行います 農林課 Ａ

地元産材の使用を支援します 農林課 Ａ

市

ア

郷土の恵みの森構想やバイオマスタウン構想、森林整備計

画による森林保全や林業振興、木質バイオマスの利活用方

法の研究等を推進します

環境政策課 Ａ

地域とともに郷土の恵みの森づくり事業を推進します 環境政策課 Ａ

市有林を主体とする広葉樹林帯を拡大し（モデル地区によ

る「美林の里」づくり）、森の魅力を発信します
農林課 Ａ

地域の魅力を高める森づくり（モデルプラン）を推進し、

森の魅力を発信します
環境政策課 Ａ

カーボンオフセットの仕組みづくりや活用方策について

研究します
環境政策課 Ａ

イ

観光振興にもつながる緑を活かした景観づくりを進めます 環境政策課 Ａ

保存緑地の指定制度を継続します 環境政策課 Ａ

市が所有する保存緑地や街路樹、公共施設の樹木などを適

正に管理します
関係各課 Ｂ

街路樹や公共施設の樹木を増やします 関係各課 Ａ

第二次環境基本

計画から削除※

民間事業者等による開発時の緑化指導等を行います
環境政策課

都市計画課
Ａ

ウ

あきる野産の食材の利用拡大を検討します 農林課 Ａ

あきる野産の食材を活かした食に関する指導を推進しま

す

農林課

指導室

学校給食課

Ａ

地元産材の使用拡大に向けた取組を進めます 農林課 Ａ

公共施設等における地元産材の積極的な使用を推進しま

す
施設営繕課 Ａ



- 86 -

（６）様々な主体の連携による地球温暖化対策の推進

＜施策・事業＞

（７）地球温暖化対策を進める仕組みの構築

＜施策・事業＞

推進

主体
施策・事業 担当課

令和３年度

評価

家庭

事業所

市

ア

打ち水や散水に取り組みます 環境政策課 Ｂ

クールシェアとウォームシェアに取り組みます 環境政策課 Ａ

ライトダウンキャンペーンに参加します 環境政策課 Ｆ

打ち水や散水の効果について情報を収集し、情報提供、

普及啓発を図ります
環境政策課 Ｂ

打ち水や散水を奨励する仕組みづくりを行います 環境政策課 Ｂ

クールシェアやウォームシェアについて情報を収集し、

情報提供、普及啓発を図ります
環境政策課 Ａ

クールシェアやウォームシェアを奨励する仕組みづくり

を行います
環境政策課 Ａ

公共施設におけるクールシェアやウォームシェアの取組

を進めます
環境政策課 Ａ

ライトダウンキャンペーンの情報提供をするとともに、

参加を呼びかけます
環境政策課 Ｆ

市 ア

低炭素街区や低炭素地区の形成について情報収集などを

行います
環境政策課 Ａ

エネルギーの面的利用（熱融通など）について情報収集

などを行います
環境政策課 Ａ

推進

主体
施策・事業 担当課

令和３年度

評価

市

ア
家庭（市民）、事業所（事業者）、市（行政）による地球温

暖化対策の検討などを行う組織を設置します
環境政策課 Ｂ

イ

地球温暖化に関する環境教育を継続します 環境政策課 Ｂ

小宮ふるさと自然体験学校で森の機能や魅力を伝えます 環境政策課 Ｂ

ウ

地球温暖化対策について、研究や活動実績を発表する場の

設置について検討します
環境政策課 Ｂ

地球温暖化やその対策に関する情報をとりまとめ、提供し

ます
環境政策課 Ａ
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４ あきる野市環境委員会からの意見
環境委員会では、自然環境、生活環境、エネルギー環境の３分野のグループに分かれ、環境基

本計画、生物多様性あきる野戦略、あきる野市地球温暖化対策地域推進計画の施策の進捗状況に

ついて点検評価を行っています。ここに、環境委員会から提出された意見をとりまとめ、掲載し

ます。

４－１ 「第二次あきる野市環境基本計画」「生物多様性あきる野戦略」「あきる

野市地球温暖化対策地域推進計画」に期待すること

地球温暖化対策において、省エネの推進や自動車の燃料使用量の削減が非常に重要となる。引

き続き次世代自動車や低燃費車の導入、導入に向けた環境の整備を進めていくことを期待する。

一斉清掃において、落ち葉などを木の根元に置くなどして、ごみを減らすように推奨している

ことは評価するが、ごみの収集量は、令和２年度は22.5t、令和３年度は20.66t とのことであ

り、もっと減らせるように市民への呼び掛けを期待する。

自然環境の課題は、一つの市や町だけでは対処できないこともあるので、近隣の市町村との連

携が必要だと思われる。近隣の市町村と連携して、自然環境保全の条例の策定などを検討された

い。また、「あきる野市総合計画」の「基本理念１ 豊かな自然と調和したまちづくりを進めよう」

が「近隣の市町村と連携して豊かな自然と調和したまちづくりを進めよう」になることを期待す

る。

地球温暖化対策は喫緊の課題であり、第二次あきる野市環境基本計画改訂版も「あきる野市地

球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を取り込み、それが１つの大きな柱とされている。あきる野

市の特徴である自然と産業を生かし、市・市民・事業者と協働で、それぞれの分野で、SDGs達

成に向けて推進することを期待する。

市民をSDGs活動に巻き込む上で、それぞれの課題を身近に感じてもらうため、多くのテーマ

の中から、市民が興味を持ちそうなものをいくつかピックアップし、ボランティア活動と繋げら

れるような仕組みづくりを期待する。年２回の市の一斉清掃や、遊歩道整備、外来種駆除、落ち

葉堆肥化活動等をその機会とするのも一方策である。

環境基本計画策定時から、世の中の状況が変わり、SDGsの考え方が広まりつつある。特にCO2

排出量削減目標については、市として目標値を掲げているので、実効性のある施策を増やし、削

減量を積み上げて市民に数値として示していくことを期待する。

現代の地球温暖化や異常気象による災害など、これまで想像したことのない状況である。これ

からの環境施策を考え推進していくときに、今以上に想像力を働かせていくことが大切になると

思う。特にネット社会が拡大している時代のため、自分の思考を働かせて将来のことを予測する

心がけが必要なのだと言える。概念用語やイメージだけが先行しすぎないように気を付け、主体

性と自主的な行動を促す環境施策の推進に期待する。
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４－２ 環境委員会として推進していく施策・事業、市民協働で担う役割

４－３ その他

第二次環境基本計画が改定され、新しい環境基本計画が実施される。環境基本計画が制定され

て以降、各種活動や点検活動を行っているが、委員会や審議会、市議会などでは議論・協議され

ている一方で、市民の皆様に理解していただく広報のあり方などについても検討することが必要

である。特に、SDGsなどは、国・東京都・行政などで推進していくとされているが、SDGsの

取組についての説明や必要性、市としてどの項目を重点項目として年度展開していくかなどを示

す事も必要だと考える。また、カーボンゼロ協定締結の推進をするとともに、なぜ協定締結をし

たのかや締結した企業の紹介など幅広い理解活動の推進を期待する。

家庭における省エネに関しては、市民に対して情報を継続的に発信していく事が大切であり、

積極的に情報収集すると共に、あらゆる機会を通じて情報発信に努めていきたい。

市民協働で行う事業のやり方としては、もっと積極的に町内会や自治会に働きかけたい。

令和2・3年度は、コロナ禍で「知る」活動が制約され、令和４年度もそれが継続されそうで

はあるが、工夫次第では、野外でのボランティア活動などは、何とかやれる状況に変わりつつあ

る。机上の作業から脱却して、直接環境改善につなげられるように、「知る」活動を通して、例え

ば森林レンジャーと活動を共にし、活動の補助をしたり、勉強させてもらうなども一つの方策で

あるので、もっと柔軟に環境対策に取り組んでいきたい。

目指す目標に向かって市民が具体的に行動できるよう、環境委員会でツールや仕組みの提案を

し、可能な範囲で時間を割いて協力していきたい。コロナ禍を理由に、取組が低迷しているよう

に感じられ残念である。

環境施策の具体的な取組の様子を現場で見学できる機会があると理解が深まる。

コロナ禍で活動制約があったものの、委員会として施策の推進や提言活動を実施したかについ

ては、課題があると思われる。特に、各種団体などからの選出もあるためか、任期途中での委員

の交代もあり、環境施策への理解度や活動の取組み方に各委員で違いがあることから、委員とし

ての発言を躊躇してしまう場面もみられる。世界的に環境問題に関心が高くなってきている今日、

委員会としての勉強会の開催、また、選出元の各種団体で委員会報告ができる資料の提供など、

環境問題について裾野を広げる活動が出来る体制を構築していきたい。

檜原村に建設予定の産業廃棄物焼却場は、2022年 9月現在審議中である。隣接する市として

の関わり方等、今後検討することも必要なのではないか。



資 料 編
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この調査票は、第二次あきる野市環境基本計画とそれに対応する分野別計画（生物多様性あきる野戦略及びあきる野市地球温暖化対策地域推進計画）の実績及び評価を示しています。

※ 第二次あきる野市環境基本計画は、分野別計画を包含するつくりとなっているため、１つの調査票で調査をしています。

担当 全体

自1 自然環境調査の継続

○自然環境調査を継続する
とともに、自然環境調査部
会委員の増員等により、体
制の強化を検討・実施して
いる。

戦略 自然環境調査の継続

○自然環境調査を継続す
る。
○自然環境調査部会委員の
新規追加などを行い、体制
強化策を検討・実施する。

・年間を通じて自然環境調査部会への業務委託により自然環境調査を実施した。
・自然環境調査部会委員1人、調査員1人を新規に追加し、体制の強化を図った。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自2
森林レンジャーによる各
種調査の継続

○森林レンジャーの体制を
維持し、森林が存在する地
域を中心とする生物調査等
を継続している。

戦略
森林レンジャーあきる野によ
る各種調査の継続

○森林が存在する地域を中
心とする生物調査等を継続
する。

森林レンジャーあきる野により、市内の森林において、植物、脊椎動物等の分布調査や生息調査を継続して行った。これに
より、これまでに植物では100種、動物では合計136種（哺乳類5種類、鳥類69種類、爬虫類11種類、両生類10種類、
魚類8種類、昆虫33種類）の絶滅危惧種を確認した。
※植物：レッドデータブック東京2020年版による。
※動物：動物あきる野市版レッドリスト、東京都レッドリスト2020年版（西多摩ランク、または本土ランク）、環境省
レッドリスト2018による。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

自3 河川の水質調査
○河川の水質調査を継続し
ている。

戦略 河川の水質調査
○河川の水質調査を継続す
る。

秋川・平井川河川水質調査、清流保全条例施行に伴う湧水及び合流点の水質調査などの河川の水質調査を実施した。
調査結果等は、市ホームページや環境白書に掲載した。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

自4 地下水汚染調査
○地下水汚染調査を継続し
ている。

戦略 地下水汚染調査
○地下水汚染調査を継続す
る。

地下水汚染調査を実施した（年1回7か所）。調査結果等は、市ホームページや環境白書に掲載した。 Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

自5 湧水調査
○湧水調査を継続してい
る。

戦略 湧水調査 ○湧水調査を継続する。
清流保全条例施行に伴う湧水及び合流点の水質調査により、湧水調査を実施した（年1回15か所、2か所については湧水が
確認できなかったため欠測）

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

自6
専門機関等との連携によ
る調査の検討

○大学などの専門機関との
連携による調査の実施の可
否などについて検討してい
る。

戦略
専門機関等との連携による調
査の検討

○専門機関との連携方法な
どを模索する。

・クビアカツヤカミキリの対策において、（国研）森林研究・整備機構と連携を図った。
・あきる野市版レッドリストの作成において、市内で生物調査を行う団体等と連携を図った。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 実績
評価

自
ー

１
 
基
礎
情
報
の
調
査
・
収
集

一
般

①
 

生
物
多
様
性
の
把
握
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
継
続

ⅰ
）

各
種
調
査
の
継
続
・
実
施

予定関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

１ 施策の進捗状況調査結果
【評価の基準】
S：予定以上に実施した
A：予定どおりに実施した
B：実施しているが、予定どおりに実施できなかった
C：実施していない
F：完了

令和３年度
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担当 全体

ⅱ
）

調
査
結
果
の
収
集

自7
市民などによる調査の結
果の収集

○市民などによる調査結果
を収集している。

戦略
市民などによる調査の結果の
収集

○調査結果の提供などにつ
いて、市民などと調整す
る。

市民から特定の生物の目撃情報を募り、分布調査や外来種対策に活用した（アライグマ24件、ハクビシン32件、シカ7
件、その他哺乳類4件、鳥類1件、カエル類4件、ヘビ類10件、クビアカツヤカミキリ66件。※受付数のため、誤認等も含
む。）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ⅲ
）

情
報
の
集
約

自8
生物多様性に関する各種
情報の整理・集約

○各種情報の整理と集約が
なされている。

戦略 各種情報の整理・集約
○収集した情報の整理・集
約を図る。

・外来生物であるアライグマ・ハクビシンの捕獲状況及びクビアカツヤカミキリの成虫及び被害木の目撃情報を整理し、分
布状況を把握した。
・あきる野市版レッドリストの作成を通じて、市内に生息・生育する鳥類及び植物の情報を整理・集約した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自9 生物目録の作成・更新

○調査により生息・生育が
確認された生物について、
目録の作成及び更新を行う
仕組みを構築している。

戦略 生物目録の作成・更新

○調査により生息・生育が
確認された生物の情報を集
約し、生物目録の作成と更
新の仕組みを検討する。

あきる野市版レッドリストの作成過程で、市内に生育する希少な植物の目録を作成した。
※　生物目録は、あきる野市版レッドリストの作成過程で作成し、その後、レッドリストの更新過程で更新される仕組みと
なっている（平成29年度実績）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自10
生物種の生活史等の調査
研究を支援する仕組みづ
くりの検討

○調査研究を支援する仕組
みづくりの可否について検
討し、方向性を示してい
る。

戦略
生物種の生活史等の調査研究
を支援する仕組みづくりの検
討

○調査研究を支援する仕組
みづくりについて、情報収
集し、方策を検討する。

・調査研究又は保護活動について情報収集し、関連団体や個人へ周知及び協力の呼び掛けを行った。
・市民等から、生物の調査・研究に関して知見の提供を求められた場合には、自然環境調査部会や森林レンジャーあきる野
を紹介するなどして支援を行った。
・クビアカツヤカミキリ被害地を研究機関や企業等に試験地として提供することで、同種の調査の進展に寄与した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自11 各種情報の地図情報化
○生息・生育の場所が把握
できた生物について、地図
情報化に着手している。

戦略 各種情報の地図情報化
○生息情報や生育情報など
の収集を継続する。
○地図情報化に着手する。

・自然環境調査部会や森林レンジャーあきる野による生息・生育情報の収集を継続した。
・クビアカツヤカミキリの生息情報について、被害情報を基に被害分布図を作成した。
・アライグマ、ハクビシン、クビアカツヤカミキリ、希少野生植物について、目視での記入による分布図を作成した（ブ
ルーマップへの書込み）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自12
生物多様性に関する市内
各所の評価（森林の環境
面からの機能評価など）

○自然環境調査等に基づ
き、市内各所の生物多様性
の把握と評価をしている。

戦略
生物多様性に関する市内各所
の評価（森林の環境面からの
機能評価など）

○自然環境調査や森林レン
ジャーによる生物調査を継
続し、生物の生息・生育に
関する情報などを収集す
る。
○情報を整理し、生物多様
性の把握と評価を行う。

・自然環境調査部会や森林レンジャーあきる野による調査を継続し、生物の生息・生育情報を収集した。
・あきる野市生物多様性保全条例の運用及びあきる野市版レッドリストの作成過程を通じて、保護すべき区域の情報を収集
し、1件の候補地について調査と評価を行った。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ⅱ
）

保
全
等
す
べ
き
場
所

の
抽
出

自13
保全・再生・活用すべき
場所の抽出

○No.12（自12）の評価
に基づき、保全・再生・活
用すべき場所の抽出を開始
している。

戦略
保全・再生・活用すべき場所
の抽出

○自然環境調査や森林レン
ジャーによる生物調査を継
続し、生物の生息・生育に
関する情報などを収集す
る。
○更に保全等をすべき場所
を検討する。

・自然環境調査部会や森林レンジャーあきる野による調査を継続し、生物の生息・生育情報を収集した。
・保全等をすべき区域の候補地1か所について、保全の方法等を検討した。
・保護すべき場所の抽出根拠となる希少種を定めるために、あきる野市版レッドリストの作成作業を進めた（植物の1分
類）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策

一
般

①
 

生
物
多
様
性
の
把
握
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
継
続

ⅲ
）

情
報
の
集
約

重
点

②
 

保
全
・
再
生
・
活
用
す
べ
き
場
所
の
抽
出

実績
評価

自
然
環
境

自
ー

１
 

基
礎
情
報
の
調
査
・
収
集

一
般

①
 

生
物
多
様
性
の
把
握
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
継
続

予定関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

ⅰ
）

市
内
各
所
の
評
価
の
実
施

令和３年度
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担当 全体

自14
各種リーフレットの作
成・公開

○リーフレットを作成し、
生物多様性に関する情報等
を発信している。

戦略
各種リーフレットなどの作
成・公開

○発信が必要となる情報の
有無に応じて、リーフレッ
トを作成・公開（配布）す
る。

・あきる野市生物多様性保全条例のリーフレット及び知って守ろうあきる野の自然のリーフレットを、窓口等で配布した
（配布枚数は不明）。
・哺乳類、両生類、爬虫類、鳥類のあきる野市版レッドリストをリーフレットに準ずる資料として市ホームページで公開し
た。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自15 水と緑のマップの充実

○No.11（自11）の地図
情報化した情報等を基に、
周知用のマップを作成して
いる。

戦略 水と緑のマップの充実

○各種情報の公開の可否も
含めて周知用のマップの作
成について検討し、作成す
る。

・あきる野市版レッドリストの作成過程において、希少種の情報公開について検討した。
・クビアカツヤカミキリの被害分布マップを作り、市ホームページ上で公開した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自16

生物多様性に関する講演
会の実施（生物多様性に
対する意識啓発を目的と
した講座の実施）

○生物多様性に関する講演
会を実施している。

戦略

生物多様性に関する講演会の
実施（生物多様性に関する意
識啓発を目的とした講座の実
施）

○必要に応じて講演会を実
施する。

講演会は実施していないが、生物多様性に係る情報発信、啓発等を行った。 Ｃ Ｃ
環境政策課

（環境政策係）

自17
生物多様性情報公開用
ウェブサイトの作成

○インターネットを通じて
生物多様性に関する情報を
発信している。

戦略
生物多様性情報公開用ウェブ
サイトの作成

○インターネットを通じて
生物多様性に関する情報を
発信する（生物多様性に関
する情報発信ページの整備
など）。

・外来種（アライグマ、ハクビシン）の対策について、これらの特徴や影響、わなの貸出しなどを掲載したページの内容を
更新した。
・外来種（オオキンケイギク、オオブタクサ、クビアカツヤカミキリ）の対策について、これらの特徴や影響、駆除の方
法、分布などを掲載したページの内容を更新した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自18 森の魅力発信

○森の魅力の発信を通じ
て、森が市民の共通の財産
と認識され、森の多面的機
能の認知度が70％以上と
なる（認知度はアンケート
調査にて把握）。

戦略 森の魅力発信
○広報等を通じて森の魅力
を発信する。

広報及び市ホームページにおいて、「森林レンジャーがゆく」を9回掲載、森林レンジャーあきる野新聞を12回発行し、森
の状況、動植物の状況など森の魅力を発信した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

自19 みどりの大切さの発信

○みどりの大切さの発信を
通じて、みどりの大切さが
認識され、森の多面的機能
の認知度が70％以上とな
る（認知度はアンケート調
査にて把握）。

戦略 みどりの大切さの発信
○広報等を通じてみどりの
大切さを発信する。

・広報等によるグリーンカーテンの普及啓発を通じて、みどりの大切さを発信した。
・広報等への保存緑地と公開緑地の指定制度の掲載を通じて、みどりの大切さを発信した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自20
農地の環境面からの機能
の発信

○「あきる農を知り隊」等
体験事業を継続している。

戦略
農地の環境面からの機能の発
信

○農業体験を継続する。 新型コロナウィルス感染症の影響により中止とした。 Ｂ Ｂ 農林課

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

自
然
環
境

自
ー

１
 
基
礎
情
報
の
調
査
・
収
集

一
般

②
 

保
全
・
再
生
・
活
用
す
べ
き
場
所
の
抽
出

ⅰ
）

様
々
な
方
策
に
よ
る
情
報
発
信

実績
評価

予定

③
 

生
物
多
様
性
に
関
す
る
情
報
の
共
有
化

ⅱ
）

情
報
発
信
す
る
内
容
の
工
夫

令和３年度
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担当 全体

生物多様性の概念や生態
系サービスの重要性の発
信（湧き水の重要性も含
む）

○生物多様性の概念や生態
系サービスの重要性、湧き
水の重要性を発信してい
る。

戦略
生物多様性の概念や生態系
サービスの重要性の発信（湧
き水の重要性も含む。）

○広報等を通じて、生物多
様性の概念や生態系サービ
スの重要性を発信する。

広報等への外来種（アライグマ、ハクビシン、クビアカツヤカミキリ、オオキンケイギク、オオブタクサ）が生態系に及ぼ
す影響等の掲載を通じて、生物多様性の概念等について発信した。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

生物多様性の概念や生態
系サービスの重要性の発
信（湧き水の重要性も含
む）

○生物多様性の概念や生態
系サービスの重要性、湧き
水の重要性を発信してい
る。

戦略
生物多様性の概念や生態系
サービスの重要性の発信（湧
き水の重要性も含む。）

○湧き水の重要性を発信す
る。

ホームページで湧き水の重要性を発信した。 Ａ
生活環境課

（生活環境係）

自22
（仮称）生物多様性保全
条例の制定

○「（仮称）生物多様性保
全条例」を制定し、運用し
ている。また、条例の認知
度が50％以上となる（認
知度はアンケート調査にて
把握）。

戦略
（仮称）生物多様性保全条例
の制定

○「（仮称）生物多様性保
全条例」を運用する。

「あきる野市生物多様性保全条例」を運用し、指定種の候補となる希少種一覧、あきる野市版レッドリスト（植物）の作成
を進めたほか、生息地等保全協定の締結に向けて1件の候補地を検討した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自23
市民・観光客向けカント
リーコードの設定

○カントリーコードを設定
し、市民等に存在を認知さ
れている。

戦略
市民・観光客向けカントリー
コードの設定

○カントリーコードを周知
する。

カントリーコードの設定には至っていないが、森林レンジャーあきる野等により、マナーの啓発や危険箇所における注意喚
起等の看板設置を行った。あきる野市生物多様性保全条例における生息地等保全協定の締結や保護区域の指定により実効的
な成果を得る方法について検討し、生息地等保全協定の締結の作業を進めた。

Ｂ Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

自24
あきる野市版レッドリス
トの作成

○「あきる野市版レッドリ
スト」を作成している。

戦略
あきる野市版レッドリストの
作成

○「あきる野市生きもの会
議」にて、「あきる野市版
レッドリスト」のあり方や
指定する種を検討し、作成
する。

あきる野市版レッドリスト（植物）の作成に向けて、生きもの会議の下部組織である、植物部会を開催し、掲載種する希少
種の検討を行った。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ⅱ
）

区
域
の
指
定
な
ど

自25
生物多様性保全区域の指
定

○生物多様性保全区域を指
定する仕組みを構築してい
る。

戦略 生物多様性保全区域の指定 ○指定制度を運用する。
生物多様生保全区域の指定に向けて、希少な両生類が生息できるよう水田1か所の保全に向けて整備等を行ったが、希少種
の定着には至らなかった。

Ｃ Ｃ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別

自
然
環
境

自
ー

１
 
基
礎
情
報
の
調
査
・
収
集

一
般

③
 

生
物
多
様
性
に
関
す
る
情
報
の
共
有
化

ⅱ
）

情
報
発
信
す
る
内
容
の
工
夫

自21

予定 実績
評価

事業

Ａ

自
ー

２
 
生
物
多
様
性
の
保
全

重
点

①
 

生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
仕
組
み
づ
く
り

ⅰ
）

区
域
指
定
な
ど
の
仕
組
み
づ
く
り

令和３年度
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担当 全体

自26 重要地域の公有地化
○重要地域の公有地化を検
討している。

戦略 重要地域の公有地化
○生物多様性の保全上、重
要となる地域の保全に向
け、公有地化を検討する。

両生類等の希少な動植物が多数生息・生育する水田1か所の保全に向けて、関係者との調整を進めたが、公有地化には至ら
なかった。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○保存緑地の指定制度を継
続している。

戦略 保存緑地の指定
○保存緑地の指定制度を維
持し、申請等に基づき保存
緑地の指定を行う。

〈保存緑地指定件数等〉
樹木：168本
樹林地：4か所（5,670㎡）
公開緑地：1か所（14,593㎡）
屋敷林：1宅地（20本）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○保存緑地の指定制度を継
続している。

温暖化 保存緑地の管理を支援します
○保存緑地の指定制度を維
持し、申請等に基づき保存
緑地の指定を行う。

〈保存緑地指定件数等〉
樹木：168本
樹林地：4か所（5,670㎡）
公開緑地：1か所（14,593㎡）
屋敷林：1宅地（20本）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○保存緑地の指定制度を継
続している。

温暖化
保存緑地の指定制度を継続し
ます

○保存緑地の指定制度を維
持し、申請等に基づき保存
緑地の指定を行う。

〈保存緑地指定件数等〉
樹木：168本
樹林地：4か所（5,670㎡）
公開緑地：1か所（14,593㎡）
屋敷林：1宅地（20本）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自28 文化財の指定・保護
○文化財の指定や保護を進
めている。

戦略 文化財の指定・保護
○文化財の指定や保護を進
める。

今年度は文化財指定は行わなかった。都指定天然記念物2件の樹勢回復事業を行った。 Ａ Ａ 生涯学習推進課

ⅲ
）

基
金
の
運
用
な
ど

自29
郷土の恵みの森づくり事
業基金の運用

○「郷土の恵みの森づくり
事業」に必要な財源とし
て、「郷土の恵みの森づく
り事業基金」の運用を継続
している。

戦略
郷土の恵みの森づくり事業基
金の運用

○「郷土の恵みの森づくり
事業基金」の運用を継続す
る。

郷土の恵みの森づくり事業基金は、環境保全基金として統合され、サントリーフーズ㈱と新四季創造㈱とあきる野市の三者
の契約に基づき、秋川渓谷瀬音の湯と戸倉しろやまテラスに設置した清涼飲料水の自動販売機の売上金の一部が環境保全基
金として積み立てられた。
積み立てられた基金については、森林レンジャーあきる野の活動経費などに活用した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

予定

自
然
環
境

自
ー

２
 
生
物
多
様
性
の
保
全

重
点

①
 

生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
仕
組
み
づ
く
り

ⅱ
）

区
域
の
指
定
な
ど

実績
評価

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

自27 保存緑地の指定 Ａ

令和３年度
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担当 全体

自30
生物多様性保全基金の創
出の検討

○「生物多様性保全基金」
の創出について検討し、一
定の方向性を示している。

戦略
生物多様性保全基金の創出の
検討

○検討結果に基づき、「生
物多様性基金」の創出など
を行う。

基金のあり方を検討し、基金全体の見直しを図った結果、より幅広い環境課題に対応するための環境保全基金の創出に至っ
た（平成28年度実績）。

Ｆ Ｆ
環境政策課

（環境政策係）

自31
地球温暖化対策とタイ
アップしたクレジット制
度導入の検討

○森林の持つ二酸化炭素の
吸収・固定機能に着目し、
地球温暖化対策につながる
クレジット制度について検
討し、一定の方向性を示し
ている。

戦略
地球温暖化対策とタイアップ
したクレジット制度導入の検
討

○クレジット制度につい
て、情報を収集し、実施の
可否を含めた手法のあり方
などを検討する。

国や都からの情報提供により情報収集を行ったが、本市において有効に活用できそうなものはなかった。 Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

②
 

有
害
鳥
獣
対
策
及
び

外
来
種
対
策
の
推
進

ⅰ
）

有
害
鳥
獣
対
策
及
び

外
来
種
対
策
の
効
率
化

自32
効率的かつ効果的な手法
の検討・実施

○有害鳥獣対策等を効率的
かつ効果的に実施するた
め、方策や実施体制につい
て検討し、実施している。

戦略
効率的かつ効果的な手法の検
討・実施

○有害鳥獣対策等の方策や
実施体制について、効率的
な手法等を検討し、実施す
る。

野生鳥獣への組織体制の検討については、当面の間は現状どおりが適当であるとの結論から、環境政策課と農林課で必要に
応じて相互に連絡をとり合いながら効率的な実施に努めた。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ⅰ
）

有
害
鳥
獣
対
策
及

び
外
来
種
対
策
の
効
率

化 自32
効率的かつ効果的な手法
の検討・実施

○有害鳥獣対策等に必要と
なる技術講習・研修を実施
している。

戦略
効率的かつ効果的な手法の検
討・実施

○「あきる野の農と生態系
を守り隊」において研修を
実施する。

新型コロナウィルス感染症の影響により中止とした。 Ｂ Ｂ 農林課

ⅱ
）

有
害
鳥
獣
対
策

の
継
続
・
拡
大

自33 有害鳥獣対策の実施
○農作物に被害を及ぼす有
害鳥獣の捕獲を継続してい
る。

戦略 有害鳥獣対策の実施
○（公社）東京都猟友会へ
の委託を継続し、有害鳥獣
対策を実施する。

令和3年4月1日から年間を通じて、東京都五日市地区猟友会に委託を行った。 Ａ Ａ 農林課

自34
外来種対策（アライグ
マ・ハクビシン）の実施

○外来種対策の継続によ
り、アライグマ・ハクビシ
ンの個体数が減り、被害が
あると感じている市民が
25％以下となる（被害を
感じている市民の割合は、
アンケート調査で把握）。

戦略
外来種対策（アライグマ・ハ
クビシン）の実施

○アライグマ・ハクビシン
を対象とする外来種対策を
継続する。

市民からの目撃情報等を活かし、アライグマ・ハクビシンの対策を継続した。
　捕獲頭数　アライグマ63頭、ハクビシン17頭

Ｓ Ｓ
環境政策課

（環境政策係）

自35 特定外来生物対策の実施

○本市の生態系において脅
威となる特定外来生物につ
いて、生息・生育場所の情
報収集を行い、状況に応じ
て新たな対策に着手してい
る。

戦略 特定外来生物対策の実施

○特定外来生物について、
生息場所等の情報収集を行
う。
○状況に応じて、駆除など
の対策を実施する。

・アライグマ、クビアカツヤカミキリについて、市民等から目撃情報を募り、捕獲や駆除、除草の呼び掛けなどの対策を
行った（アライグマの捕獲：63頭、クビアカツヤカミキリの駆除：約250匹※幼虫含む）。
・外来植物の駆除を実施した。
・クビアカツヤカミキリの被害の大きい区域において、（国研）森林研究・整備機構との連携により、駆除を実施した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別

自
然
環
境

自
ー

２
 
生
物
多
様
性
の
保
全

重
点

①
 

生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
仕
組
み
づ
く
り

ⅲ
）

基
金
の
運
用
な
ど

一
般

予定 実績
評価

事業

②
 

有
害
鳥
獣
対
策
及
び
外
来
種
対
策
の
推
進

ⅲ
）

外
来
種
対
策
の
継
続
・
拡
大

令和３年度
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担当 全体

自36
外来種対策の拡大・強化
の検討

○本市の生態系において脅
威となる外来種について、
生息・生育場所の情報収集
を行い、対策の拡大・強化
について検討の上、状況に
応じて新たな対策に着手し
ている。

戦略
外来種対策の拡大・強化の検
討

○外来種について、生息場
所等の情報収集を行い、対
策の拡大・強化について検
討する。
○状況に応じて、駆除など
の対策を実施する。

・ハクビシンについて、市民から目撃情報を募り、捕獲の呼び掛けなどの対策を行った（ハクビシンの捕獲：17頭）。
・オオブタクサについては、市民からの情報を募るほか、東京都との共催で、平井川における駆除を実施した。平井川にお
ける駆除については、新型コロナウイルス感染症により市民の募集は行わなかった。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自37
東京都、近隣市町村と連
携した外来種対策の推進

○東京都や近隣市町村と連
携し、アライグマ・ハクビ
シンをはじめとする外来種
対策を継続している。

戦略
東京都、近隣市町村と連携し
た外来種対策の推進

○広域的な外来種対策を検
討する会議等に参画し、東
京都や近隣市町村と連携し
た外来種対策を継続する。

　アライグマ・ハクビシンの対策については、先進自治体として、本市の担当課長が東京都外来鳥獣（アライグマ・ハクビ
シン）防除対策検討委員会に委員として参画している。本年度においては、Web会議が開催され、東京都アライグマ・ハク
ビシン防除実施計画の改定について検討を行った。
　担当職員については、東京都が主催するアライグマ・ハクビシン対策技術講習会（Web会議）に参加し、アライグマ・ハ
クビシンの生態等について講義を受けた。
　東京都外来鳥獣（アライグマ・ハクビシン）防除対策検討委員会参画回数：2回
　アライグマ・ハクビシン対策自治体意見交換会参加回数：0回
　アライグマ・ハクビシン対策技術講習会参加回数：1回
・東京都の実施するクビアカツヤカミキリ対策現地講習会に参加し、研究機関や東京都、他市区町村と被害状況について情
報交換を行った。
・クビアカツヤカミキリ担当者会議は新型コロナウイルス感染症のため開催されず、参画することはできなかったため、周
辺市町村に当市の被害状況等について情報提供を行った。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ⅰ
）

総
合
的
な
緑
地
の
保

全
や
緑
化
の
推
進
に
関
す

る
取
組

自38
あきる野市緑の基本計画
の改定

○「あきる野市緑の基本計
画」の改定について検討し
ている。

戦略 緑の基本計画の改定

○東京都の動向や「あきる
野戦略」との連携を考慮し
ながら、「あきる野市緑の
基本計画」のあり方や改定
の方向性について検討す
る。

「あきる野市緑の基本計画」の改訂について、関係機関と協議し、改訂作業に向けての検討を行ったが、平成29年度制定
された「あきる野市生物多様性保全条例」との整合を取る必要があることから。具体的な改定に至っていない。

Ｂ Ｂ 都市計画課

郷土の恵みの森づくり事
業の推進（森林の保全）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

戦略
郷土の恵みの森づくり事業の
推進

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

郷土の恵みの森づくり事
業の推進（森林の保全）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域が主体となる郷土の恵み
の森づくり事業を支援します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別

自
然
環
境

自
ー

２
 
生
物
多
様
性
の
保
全

一
般

②
 

有
害
鳥
獣
対
策
及
び
外
来
種
対
策
の
推
進

ⅲ
）

外
来
種
対
策
の
継
続
・
拡
大

Ａ

予定 実績
評価

事業

③
 

生
態
系
の
保
全
に
向
け
た
取
組
の
推
進

ⅱ
）

森
林
に
関
す
る
取
組

自39

令和３年度
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担当 全体

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域とともに郷土の恵みの森
づくり事業を推進します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域の魅力を高める森づくり
（モデルプラン）を推進し、
森の魅力を発信します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
観光振興にもつながる緑を活
かした景観づくりを進めます

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○「森林整備計画」等に基
づき、森林の保全に向け、
林業振興・森林保全策を継
続している。

戦略
森林整備計画等に基づく林業
振興・森林保全策の推進

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

○「森林整備計画」等に基
づき、森林の保全に向け、
林業振興・森林保全策を継
続している。

温暖化
森林の適正管理に通じる支援
策の情報を収集し、情報提供
を行います

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

○「森林整備計画」等に基
づき、森林の保全に向け、
林業振興・森林保全策を継
続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業
評価

自
然
環
境

自
ー

２
 
生
物
多
様
性
の
保
全

一
般

③
 

生
態
系
の
保
全
に
向
け
た
取
組
の
推
進

ⅱ
）

森
林
に
関
す
る
取
組

予定 実績内容・目標 種別 事業

自39
郷土の恵みの森づくり事
業の推進（森林の保全）

Ａ

自40
森林整備計画等に基づく
林業振興・森林保全策の
推進（森林の保全）

Ａ

令和３年度
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担当 全体

○豊かな森林の保全に向
け、「郷土の恵みの森づく
り事業」を通じて、森林保
全・活用のための整備を継
続している。

戦略
森林保全・活用のための整備
の推進

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○豊かな森林の保全に向
け、「郷土の恵みの森づく
り事業」を通じて、森林保
全・活用のための整備を継
続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

森林保全・活用のための
整備の推進（森林の保
全）

○豊かな森林の保全に向
け、森林保全・活用のため
の整備を継続している。

戦略
森林保全・活用のための整備
の推進

○森林再生事業（～H33予
定）、森林循環促進事業
（～H36予定）等を活用
し、森林保全・活用のため
の整備を継続する。

森林再生事業、森林循環促進事業等を活用し、森林保全・活用のための整備を継続した（間伐56.63ha、枝打ち
10.39ha、伐採2.91ha）。

Ａ 農林課

森林保全・活用のための
整備の推進（森林の保
全）

○豊かな森林の保全に向
け、森林保全・活用のため
の整備を継続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○森林再生事業（～H33予
定）、森林循環促進事業
（～H36予定）等を活用
し、森林保全・活用のため
の整備を継続する。

森林再生事業、森林循環促進事業等を活用し、森林保全・活用のための整備を継続した（間伐56.63ha、枝打ち
10.39ha、伐採2.91ha）。

Ａ 農林課

自42
（里山における）モデル
地区での保全管理活動の
実践（菅生地区など）

○菅生地区の産学公連携に
よる森づくり・地域づくり
事業を継続している。

戦略
（里山における）モデル地区
での保全管理活動の実践（横
沢入里山保全地域など）

○菅生地区における森づく
り・地域づくり事業を継続
する。

産学公連携による菅生地区をモデルとした森づくりについては、一定の目的を達成したことから、令和2年度をもって終了
した。令和3年度からは、市が主体となり、産学公連携による森づくりで得たノウハウを活用し、大沢地区では、豊かな里
山へ再生することを目的として、関係団体と連携し、多様な生物が生息する里地里山の再生と保全に向けた森づくりを進め
た。

Ｆ Ｆ
環境政策課

（環境の森推進係）

自43 里山の保全策の検討

○菅生地区の産学公連携に
よる森づくり・地域づくり
事業などの成果を参考に、
里山保全策を検討してい
る。

戦略 里山の保全策の検討

○菅生地区における森づく
り・地域づくり事業を継続
し、里山保全策を検討す
る。

産学公連携による菅生地区をモデルとした森づくりについては、一定の目的を達成したことから、令和2年度をもって終了
した。令和3年度からは、市が主体となり、産学公連携による森づくりで得たノウハウを活用し、大沢地区では、豊かな里
山へ再生することを目的として、関係団体と連携し、多様な生物が生息する里地里山の再生と保全に向けた森づくりを進め
た。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

森林保全・活用のための
整備の推進（森林の保
全）

Ａ

ⅱ
）

森
林
に
関
す
る
取
組

自41 Ａ

評価

自
然
環
境

自
ー

２
 
生
物
多
様
性
の
保
全

一
般

③
 

生
態
系
の
保
全
に
向
け
た
取
組
の
推
進

ⅱ
）

森
林
に
関
す
る
取
組

自41

予定 実績内容・目標 種別 事業

ⅲ
）

里
山
に
関
す
る
取
組

令和３年度
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担当 全体

○生産コスト削減・効率化
のために、農地集積の推進
を継続している。

戦略

農地の適正管理と活用（生産
緑地制度の推進・管理・追加
指定、市民農園制度の活用・
取組方策の検討（遊休農地の
活用ほか））

○農地集積の推進を継続す
る。

認定農業者、新規就農者を中心に利用集積を行い、新規・更新を含め、36件：47，792㎡の利用集積を行った。 Ａ 農林課

○適正な生産緑地制度の運
用を継続している。

戦略

農地の適正管理と活用（生産
緑地制度の推進・管理・追加
指定、市民農園制度の活用・
取組方策の検討（遊休農地の
活用ほか））

○生産緑地制度の推進・管
理・追加指定を行う。

適正な生産緑地制度（特定生産緑地指定の手続き）の運用を行い、良好な都市環境の形成に努めた。 Ａ 都市計画課

○良好な河川環境の保全に
向け、河川の水質調査等を
継続する。

戦略
河川整備における生物多様性
への配慮、河川環境の保全

○良好な河川環境の保全に
向け、河川の水質調査等を
継続する。

秋川・平井川河川水質調査、清流保全条例施行に伴う湧水及び合流点の水質調査などの河川の水質調査を実施した。
調査結果等は、市ホームページや環境白書に掲載した。

Ａ
生活環境課

（生活環境係）

○生物多様性に配慮した工
法の選択や、河川環境の保
全について、関係機関と調
整を図り、必要に応じて対
応する。

戦略
河川整備における生物多様性
への配慮、河川環境の保全

○関係機関との調整の上、
必要に応じて対応する。

秋川・平井川河川水質調査、清流保全条例施行に伴う湧水及び合流点の水質調査などの河川の水質調査を実施し、調査結果
等は、市ホームページや環境白書に掲載した。
平井川を自然を生かした地域に息づく親しめる川にするために、情報交換等を行う「平井川流域連絡会」に参画している。

Ａ 建設課

自46
清流保全協力員活動の継
続

○清流保全協力員活動を継
続している。

戦略 清流保全協力員活動の継続
○清流保全協力員活動を実
施する。

清流保全協力員活動（水質調査、河川パトロール等）を実施した。
令和4年度から人員を増員するため、協力員の市民公募を行った。

Ｓ Ｓ
生活環境課

（生活環境係）

自47
事業所排水対策（水質調
査、汚濁防止、普及啓発
の実施）の継続

○事業所排水対策が継続さ
れている。

戦略
事業所排水対策（水質調査、
汚濁防止、普及啓発の実施）
の継続

○事業所排水対策を継続す
る。

水質汚濁防止法の特定施設に該当する事業所に対し、排水の水質調査を実施した。その結果、環境基準を超過した事業所は
なかったため、個別の指導は行わなかった。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

○合併処理浄化槽の設置補
助を継続している。

戦略

生活排水対策（下水道への接
続啓発・普及、合併処理浄化
槽の設置補助、普及啓発の実
施）の継続

○合併処理浄化槽の設置補
助を継続する。

生活排水対策の一環として、国、都、市で下水道設置認可区域外における合併処理浄化槽設置に補助金（4件）を交付し
た。

Ａ
管理課

（～R2生活環境課
生活環境係）

○下水道への接続啓発・普
及などを継続している。

戦略

生活排水対策（下水道への接
続啓発・普及、合併処理浄化
槽の設置補助、普及啓発の実
施）の継続

○下水道への接続啓発・普
及などを継続する。

下水道接続の啓発・普及に係る広報掲載を行った。
また、生活排水対策の一環として、国、都、市で下水道設置認可区域外における合併処理浄化槽設置に補助金（4件）を交
付した。

Ａ 管理課

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

Ａ

ⅴ
）

河
川
に
関
す
る
取
組

自45
河川整備における生物多
様性への配慮、河川環境
の保全

Ａ

自
然
環
境

自
ー

２
 
生
物
多
様
性
の
保
全

一
般

③
 

生
態
系
の
保
全
に
向
け
た
取
組
の
推
進

ⅳ
）

農
地
に
関
す
る
取
組

自44

農地の適正管理と活用
（生産緑地制度の推進・
管理・追加指定、市民農
園制度の活用・取組方策
の検討（遊休農地の活用
ほか））

実績
評価

予定

Ａ

ⅴ
）

河
川
に
関
す
る
取
組 自48

生活排水対策（下水道へ
の接続啓発・普及、合併
処理浄化槽の設置補助、
普及啓発の実施）の継続

令和３年度
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担当 全体

○「東京都環境確保条例」
に基づく揚水施設の設置規
制など、地下水保全対策を
継続している。

戦略
地下水保全対策の継続（揚水
規制）

○地下水保全対策を継続す
る。
○事業所に揚水機出力に応
じた年間揚水量を報告さ
せ、規制値の遵守を促す。

新規に揚水施設を設置する際には、基準を遵守するように指導した。
既に設置している事業所等からは揚水量の報告を提出させ、確認を行った。
地下水揚水量報告件数：15件

Ａ
生活環境課

（生活環境係）

○生活環境課と農林課の連
携により、「東京都環境確
保条例」による規制が遵守
されている。

戦略
地下水保全対策の継続（揚水
規制）

○事業所に揚水機出力に応
じた年間揚水量を報告さ
せ、規制値の遵守を促す。

秋留台かん水組合より年間揚水量（2,560㎥）を報告させ、規制値の遵守を確認した。 Ａ 農林課

○生活排水の適正処理など
の湧水保全対策を継続して
いる。

戦略
湧水保全対策（湧水調査、湧
水のＰＲ、雨水浸透の促進）
の継続

○湧水保全対策を実施す
る。

ホームページにて湧水の保全について周知を行った。 Ａ
生活環境課

（生活環境係）

○雨水浸透ますの設置指導
の継続により、雨水地下浸
透の促進が図られている。

戦略
湧水保全対策（湧水調査、湧
水のＰＲ、雨水浸透の促進）
の継続

○「あきる野市宅地開発等
指導要綱」に基づき、雨水
浸透ますの設置指導を継続
する。

「あきる野市宅地開発等指導要綱」に基づき、雨水浸透ますの設置を指導した。 Ａ 都市計画課

○可能な範囲において、保
存緑地の指定制度等によ
り、崖線地区の保全が図ら
れている。

戦略 崖線地区の保全

○可能な範囲において崖線
地区の保存緑地指定を継続
する。また、崖線地区にお
ける新たな保存緑地の指定
を検討する。

 崖線緑地の保存緑地指定を継続している。また、広報等で新たな保存緑地の指定希望を募ったが、新たにな保存緑地の指定
には至らなかった。
 崖線緑地における保存緑地指定か所数：3か所

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○崖線地区における開発抑
制を継続している。

戦略 崖線地区の保全
○崖線地区における開発抑
制の指導を継続する。

崖線地区における開発抑制を継続している。（今年度は相談実績なし） Ａ 都市計画課

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

ⅶ
）

崖
線
緑
地
に
関
す
る
取
組

自51 崖線地区の保全

Ａ

自50
湧水保全対策（湧水調
査、湧水のＰＲ、雨水地
下浸透の促進）の継続

Ａ

自
然
環
境

自
ー

２
 
生
物
多
様
性
の
保
全

一
般

③
 

生
態
系
の
保
全
に
向
け
た
取
組
の
推
進

ⅵ
）

地
下
水
・
湧
水
に
関
す
る
取
組

自49
地下水保全対策の継続
（揚水規制）

予定 実績
評価

Ａ

令和３年度
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担当 全体

○「森林整備計画」等に基
づき、豊かな森林の創出に
向け、林業振興・森林保全
策の推進を継続している。

戦略
森林整備計画等に基づく林業
振興・森林保全策の推進

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

○「森林整備計画」等に基
づき、豊かな森林の創出に
向け、林業振興・森林保全
策の推進を継続している。

温暖化
森林の適正管理に通じる支援
策の情報を収集し、情報提供
を行います

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

○「森林整備計画」等に基
づき、豊かな森林の創出に
向け、林業振興・森林保全
策の推進を継続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

郷土の恵みの森づくり事
業の推進（森林の創出）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

戦略
郷土の恵みの森づくり事業の
推進

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

郷土の恵みの森づくり事
業の推進（森林の創出）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域が主体となる郷土の恵み
の森づくり事業を支援します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

郷土の恵みの森づくり事
業の推進（森林の創出）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域とともに郷土の恵みの森
づくり事業を推進します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

郷土の恵みの森づくり事
業の推進（森林の創出）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域の魅力を高める森づくり
（モデルプラン）を推進し、
森の魅力を発信します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

評価

自
然
環
境

自
ー

３
 
生
物
多
様
性
の
創
出

重
点

①
 

恵
み
豊
か
な
緑
と
水
の
創
出

ⅰ
）

森
林
に
関
す
る
取
組

予定 実績

自52
森林整備計画等に基づく
林業振興・森林保全策の
推進（森林の創出）

Ａ

自53 Ａ

令和３年度
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担当 全体

郷土の恵みの森づくり事
業の推進（森林の創出）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
観光振興にもつながる緑を活
かした景観づくりを進めます

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

郷土の恵みの森づくり事
業の推進（森林の創出）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

自54
アニマルサンクチュアリ
活動の継続

○人と野生動物との共存を
目指す「アニマルサンク
チュアリ活動」を継続して
いる。

戦略 アニマルサンクチュアリ活動
○「アニマルサンクチュア
リ活動」を継続する。

奥山に多くの野生動物が利用する堅果類の実りが悪いと野生動物が人里まで降りてきてしまうことから、森の子コレン
ジャーの活動で作成した堅果類の豊凶調査結果を関係する自治会へ報告した。また、水生生物や小型野生動物が利用できる
よう、ビオトープ整備にも取り組んだ。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○豊かな森林の創出に向
け、「郷土の恵みの森づく
り事業」を通じて、森林保
全・活用のための整備を継
続している。

戦略
森林保全・活用のための整備
の推進

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○豊かな森林の創出に向
け、「郷土の恵みの森づく
り事業」を通じて、森林保
全・活用のための整備を継
続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○豊かな森林の創出に向
け、森林保全・活用のため
の整備を継続している。

戦略
森林保全・活用のための整備
の推進

○森林再生事業（～H33予
定）、森林循環促進事業
（～H36予定）等を活用
し、森林保全・活用のため
の整備を継続する。

森林再生事業、森林循環促進事業等を活用し、森林保全・活用のための整備を継続した（間伐56.63ha、枝打ち
10.39ha、伐採2.91ha）。

Ａ 農林課

○豊かな森林の創出に向
け、森林保全・活用のため
の整備を継続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○森林再生事業（～H33予
定）、森林循環促進事業
（～H36予定）等を活用
し、森林保全・活用のため
の整備を継続する。

森林再生事業、森林循環促進事業等を活用し、森林保全・活用のための整備を継続した（間伐56.63ha、枝打ち
10.39ha、伐採2.91ha）。 Ａ 農林課

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

自
然
環
境

自
ー

３
 
生
物
多
様
性
の
創
出

重
点

①
 

恵
み
豊
か
な
緑
と
水
の
創
出

ⅰ
）

森
林
に
関
す
る
取
組

自53 Ａ

Ａ

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

自55
森林保全・活用のための
整備の推進（森林の創
出）

令和３年度
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担当 全体

ⅰ
）

森
林
に
関
す
る
取
組

自56

市有林を主体とする広葉
樹林帯を拡大し（モデル
地区による「美林の里」
づくり）、森の魅力を発
信する

○広葉樹林帯を拡大し、森
の魅力を発信している。

温暖化

市有林を主体とする広葉樹林
帯を拡大し（モデル地区によ
る「美林の里」づくり）、森
の魅力を発信します

○森林循環促進事業（～
H36予定）等を活用し、市
有林を主体とする広葉樹林
帯を拡大し、森の魅力を発
信する。

森林循環促進事業等を活用し、市有林を主体とする広葉樹林帯を拡大し、森の魅力を発信した（伐採2.91ha）。 Ａ Ａ 農林課

河川環境の維持・向上

○東京都との連携のもと、
河川環境の維持・向上につ
ながる取組を実施している
（外来植物対策等）。

戦略 河川環境の維持・向上

○東京都との連携のもと、
河川環境の維持・向上に向
け、外来植物対策等の方策
を検討・実施する。

都が主催し、市も参画している平井川流域連絡会で、平井川におけるオオブタクサの除去作業（8月）を実施した。 Ａ
環境政策課

（環境政策係）

河川環境の維持・向上

○東京都との連携のもと、
必要に応じて河川環境の維
持等に貢献する対応を行っ
ている。

戦略 河川環境の維持・向上
○東京都との連携のもと、
必要な対応を行う。

東京都と調整をとりながら、遊歩道の草刈り等を実施した。 Ａ 管理課

自58 魚道の整備
○魚道の整備について、魚
道の状況に応じて東京都と
協議している。

戦略 魚道の整備
○魚道の状況に応じて、東
京都と協議を行う。

秋川にある4か所の魚道を年2回点検を実施し、流木や砂利の撤去を行った。台風や大雨の前後における対応等はなかっ
た。

Ａ Ａ 農林課

自59
魚類が産卵しやすい川づ
くり

○魚道の管理を継続してい
る。

戦略 魚類が産卵しやすい川づくり
○東京都、秋川漁業協同組
合と協力し、魚道の維持管
理を継続する。

秋川にある4か所の魚道を年2回点検を実施し、流木や砂利の撤去を行った。 Ａ Ａ 農林課

自60 稚魚の放流
○東京都や秋川漁業協同組
合の支援を行っている。

戦略 稚魚の放流

○東京都や秋川漁業協同組
合が放流を実施する際、必
要に応じて、周知などのソ
フト面での支援を行う。

東京都と秋川漁業協同組合と連携してアユの稚魚を放流した。 Ａ Ａ 農林課

予定

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

自57 Ａ
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境
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）
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力
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る
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づ
く
り
に
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す
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組

実績
評価

令和３年度
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担当 全体

○魚道の管理を継続してい
る。

戦略
川魚（江戸前アユ）の復活な
どの魚類の保護の推進

○東京都、秋川漁業協同組
合と協力し、魚道の維持管
理を継続する。

秋川にある4か所の魚道を年2回点検を実施し、流木や砂利の撤去を行った。 Ａ 農林課

○秋川漁業協同組合主体の
もと、秋川に棲む「江戸前
アユ」（秋川アユ）のブラ
ンド化を進めている。

戦略
川魚（江戸前アユ）の復活な
どの魚類の保護の推進

○「秋川アユ」ブランドの
定着を図る。

秋川漁業協同組合が実施したアユの解禁時や河川清掃に参加して、魚類の保護を推進した。 Ａ 農林課

自62
河川環境の向上について
の検討

○東京都と連携のもと、河
川環境の向上に向けた方策
について検討している。

戦略
河川環境の向上についての検
討

○東京都と連携のもと、河
川環境の向上に向けた方策
について検討する。

河川環境の向上に向けて、都が主催し、市も参画している平井川流域連絡会で、平井川におけるオオブタクサの除去作業
（8月）を実施した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の管理
を実施している。

戦略
公共における生物多様性に配
慮した緑の充実（公共施設や
公園、街路樹の適正管理）

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の管理について、施設管理
者等に呼びかける。

公共施設等における緑のあり方の検討へは至っていないが、施設管理者等に対して、緑の管理における希少種保護への配慮
の呼びかけを継続して行った。特定外来生物クビアカツヤカミキリについては、各施設管理を行う担当部署の職員に対し、
講習会を実施し、当該生物の生態及び被害等について周知を行った。また、調査及び駆除についても継続して依頼を行っ
た。

Ｂ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の管理
を実施している。

温暖化
市が所有する保存緑地や街路
樹、公共施設の樹木などを適
正に管理します

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の管理について、施設管理
者等に呼びかける。

公共施設等における緑のあり方の検討へは至っていないが、施設管理者等に対して、緑の管理における希少種保護への配慮
の呼びかけを継続して行った。特定外来生物クビアカツヤカミキリについては、各施設管理を行う担当部署の職員に対し、
講習会を実施し、当該生物の生態及び被害等について周知を行った。また、調査及び駆除についても継続して依頼を行っ
た。

Ｂ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の拡大
を図っている。

戦略
公共における生物多様性に配
慮した緑の拡大（公共施設や
公園、街路樹の拡大）

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の拡大について、施設管理
者等に呼びかける。

公共施設等における緑のあり方の検討へは至っていないが、施設管理者等に対して、緑の管理における希少種保護への配慮
の呼びかけを継続して行った。特定外来生物クビアカツヤカミキリについては、各施設管理を行う担当部署の職員に対し、
講習会を実施し、当該生物の生態及び被害等について周知を行った。また、調査及び駆除についても継続して依頼を行っ
た。

Ｂ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の拡大
を図っている。

温暖化
街路樹や公共施設の樹木を増
やします

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の拡大について、施設管理
者等に呼びかける。

「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」に基づき、工場立地法、中高層建築物及び宅地造成に伴う緑化を指導した。
緑化指導件数32件
内訳　「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」：32件
　　　（工場立地法の届出：0件、緑化計画書の届出12件、宅地造成等に関する届出20件）

Ａ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

Ａ

一
般
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市
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緑
の
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出

ⅰ
）

公
共
施
設
な
ど
の
緑
の
充
実
・
拡
大

自63

公共における生物多様性
に配慮した緑の充実（公
共施設や公園、街路樹の
緑の適正管理）
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境
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ⅱ
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づ
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す
る
取
組

自61
川魚（江戸前アユ）の復
活などの魚類の保護の推
進

予定 実績
評価

Ｂ

自64

公共における生物多様性
に配慮した緑の拡大（公
共施設や公園、街路樹の
緑の拡大）

Ａ

令和３年度
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担当 全体

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

戦略
緑化の推進（工場立地法、ふ
るさとの緑地保全条例・宅地
開発等指導要綱）

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の拡大について、施設管理
者等に呼びかける。

「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」に基づき、工場立地法、中高層建築物及び宅地造成に伴う緑化を指導した。
緑化指導件数32件
内訳　「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」：32件
　　　（工場立地法の届出：0件、緑化計画書の届出12件、宅地造成等に関する届出20件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

温暖化
民間事業者等による開発時の
緑化指導等を行います

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」に基づき、工場立地法、中高層建築物及び宅地造成に伴う緑化を指導した。
緑化指導件数32件
内訳　「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」：32件
　　　（工場立地法の届出：0件、緑化計画書の届出12件、宅地造成等に関する届出20件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

戦略
緑化の推進（工場立地法、ふ
るさとの緑地保全条例・宅地
開発等指導要綱）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市宅地開発等指導要綱」に基づき、緑化を指導した。 Ａ 都市計画課

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

温暖化
民間事業者等による開発時の
緑化指導等を行います

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市宅地開発等指導要綱」に基づき、緑化を指導した。 Ａ 都市計画課

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

戦略 住宅地等の緑化の推進

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化
家庭や事業所で植える樹木を
供給するため、苗木配布事業
を拡大します

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化

グリーンカーテンコンテスト
を継続します（グリーンカー
テン用の苗などの配布を含
む）

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

自
然
環
境

自
ー

３
 
生
物
多
様
性
の
創
出

一
般

②
 

市
街
地
に
お
け
る
緑
の
保
全
・
創
出

ⅱ
）

市
街
地
の
緑
化
の
推
進

自65

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

緑化の推進（工場立地
法、緑地保全条例、あき
る野市宅地開発等指導要
綱）

Ａ

自66
住宅地等の緑化の推進
（苗木配布、グリーン

カーテンコンテスト等）
Ａ

令和３年度



- 105 -

担当 全体

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化
グリーンカーテンに取り組み
ましょう

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化
庭に樹木をもう１本植えてみ
ましょう

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

自67
農地や緑地の多面的機能
の情報を収集し、情報提
供、普及啓発を図る

○農地や緑地の多面的機能
について、情報収集や普及
啓発を継続し、認知度が
30％以上となる（認知度
はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
農地や緑地の多面的機能の情
報を収集し、情報提供、普及
啓発を図ります

○農地や緑地の多面的機能
について、情報収集・普及
啓発を図る。

・広報等によりグリーンカーテン写真募集を通じて、緑の機能について普及啓発を図った。
・広報等への保存緑地と公開緑地の指定制度の掲載を通じて緑の大切さについて普及啓発を図った。

Ｂ Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

住民生活の安全性の確保
を前提とした緑の回復方
策の検討

○土砂災害警戒区域等危険
箇所の周知、啓発を継続し
ている。

戦略
住民生活の安全性の確保を前
提とした緑の回復方策の検討

○土砂災害警戒区域等危険
箇所の周知を継続する。

ハザードマップを更新し、全戸配布した。
地図の裏面には様々な災害情報を掲載し、災害への備えについて啓発を行った。

Ａ 地域防災課

住民生活の安全性の確保
を前提とした緑の回復方
策の検討

○市が所有する崖線の保存
緑地について、適正な管理
を継続している。

戦略
住民生活の安全性の確保を前
提とした緑の回復方策の検討

○周辺の生活環境の保全を
考慮した崖線緑地の適正な
管理を継続する。

・保存緑地の指定制度等を活用し、崖線緑地の保護と適切な管理を行った。
・崖線緑地で崩落防止工事等が行われる場合は、希少種の棲息・生育状況等を調査し、可能な限り緑地の保全を要望する体
制を継続している。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

自
然
環
境

自
ー

３
 
生
物
多
様
性
の
創
出

一
般

②
 

市
街
地
に
お
け
る
緑
の
保
全
・
創
出

ⅱ
）

市
街
地
の
緑
化
の
推
進

自66
住宅地等の緑化の推進
（苗木配布、グリーン

カーテンコンテスト等）
Ａ

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

ⅲ
）

崖
線
の
緑
の
回
復
・
充
実

自68 Ａ

令和３年度
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担当 全体

自69 地産地消型農業の推進
○地産地消型農業の推進を
後押しする地元農産物の直
売所を拡充している。

戦略 地産地消型農業の推進
○秋川ファーマーズセン
ターの再整備に向けた検討
を行う。

JAあきがわと連携し再整備へ向けた検討会議を行った。 Ａ Ａ 農林課

○地産地消型農業の推進を
後押しする地元農産物の直
売所を拡充している。

戦略
農畜産物などの地産地消の推
進

○秋川ファーマーズセン
ターの再整備に向けた検討
を行う。

JAあきがわと連携し再整備へ向けた検討会議を行った。 Ａ 農林課

○地産地消型農業の推進を
後押しする地元農産物の直
売所を拡充している。

温暖化
あきる野産の食材について情
報提供を行います

○秋川ファーマーズセン
ターの再整備に向けた検討
を行う。

JAあきがわと連携し再整備へ向けた検討会議を行った。 Ａ 農林課

○地産地消型農業の推進を
後押しする地元農産物の直
売所を拡充している。

温暖化
あきる野産の食材の利用拡大
を検討します

○秋川ファーマーズセン
ターの再整備に向けた検討
を行う。

JAあきがわと連携し再整備へ向けた検討会議を行った。 Ａ 農林課

○森林資源の需要が喚起さ
れている。

戦略
森林資源の需要の喚起（新た
な資源価値の付加・間伐材な
どの積極的活用）

○「あきる野市公共建築物
等における多摩産材利用促
進に関する方針」に基づ
き、多摩産材（地元産材）
の利用拡大を図り、森林資
源の需要を喚起する。

「あきる野市公共建築物等における多摩産材利用促進に関する方針」に基づき、多摩産材（地元産材）の利用拡大を図り、
森林資源の需要を喚起した。
令和3年度の市公共工事等における使用量（使用量が判明しているもの）及び件数：11.60㎥、18件

Ａ 農林課

○森林資源の需要が喚起さ
れている。

温暖化 地元産材の使用を支援します

○「あきる野市公共建築物
等における多摩産材利用促
進に関する方針」に基づ
き、多摩産材（地元産材）
の利用拡大を図り、森林資
源の需要を喚起する。

「あきる野市公共建築物等における多摩産材利用促進に関する方針」に基づき、多摩産材（地元産材）の利用拡大を図り、
森林資源の需要を喚起した。
令和3年度の市公共工事等における使用量（使用量が判明しているもの）及び件数：11.60㎥、18件

Ａ 農林課

○森林資源の需要が喚起さ
れている。

温暖化
地元産材の使用拡大に向けた
取組を進めます

○「あきる野市公共建築物
等における多摩産材利用促
進に関する方針」に基づ
き、多摩産材（地元産材）
の利用拡大を図り、森林資
源の需要を喚起する。

「あきる野市公共建築物等における多摩産材利用促進に関する方針」に基づき、多摩産材（地元産材）の利用拡大を図り、
森林資源の需要を喚起した。
令和3年度の市公共工事等における使用量（使用量が判明しているもの）及び件数：11.60㎥、18件

Ａ 農林課

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

自
然
環
境

自
ー

４
 
生
物
多
様
性
の
活
用

一
般

①
 

地
産
地
消
の
推
進

ⅰ
）

農
畜
産
物
に
お
け
る
取
組

自70
農畜産物などの地産地消
の推進

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

Ａ

ⅱ
）

地
元
産
材
に
お
け
る
取
組

自71

森林資源の需要の喚起
（新たな資源価値の付
加、間伐材などの積極的
活用）

Ａ

令和３年度
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担当 全体

○使用可能な箇所について
地元産材を使用するよう努
めている。

戦略
公共施設における地元産材の
使用促進

○可能な範囲での地元産材
の使用を継続する。

・R3若葉第2学童クラブ新設工事
　内装仕上げ材の一部に地元産材を使用した。
・R3西秋留小学校特別支援教室棟改修工事
　内装仕上げ材の一部に地元産材を使用した。

Ａ 施設営繕課

○使用可能な箇所について
地元産材を使用するよう努
めている。

温暖化
公共施設等における地元産材
の積極的な使用を推進します

○可能な範囲での地元産材
の使用を継続する。

・R3若葉第2学童クラブ新設工事
　内装仕上げ材の一部に地元産材を使用した。
・R3西秋留小学校特別支援教室棟改修工事
　内装仕上げ材の一部に地元産材を使用した。

Ａ 施設営繕課

自73
「秋川渓谷物語」ブラン
ドの普及拡大

○あきる野商工会と連携
し、「秋川渓谷物語」ブラ
ンドの普及拡大を継続して
いる。

戦略
「秋川渓谷物語」ブランドの
普及拡大

○「秋川渓谷物語」ブラン
ドの普及拡大を継続する。

(株)セブンイレブン・ジャパンとの包括連携協定により、セブンイレブンの市内12店舗において「秋川渓谷物語」ブランド
の認証を受けた商品（くんせいチーズ、くんせい卵など）の販売を行い、土産物の需要の拡充を図っている。

Ａ Ａ 商工振興課

自74
「秋川渓谷」のブランド
化の推進

○「あきる野市観光推進プ
ラン」との整合を図りなが
ら、「秋川渓谷」のブラン
ド化の推進を継続してい
る。

戦略
「秋川渓谷」のブランド化の
推進

○目標達成に向け、取組を
実施する。

観光プロモーションイベント等にて「秋川渓谷」ロゴを活用したエコバックの配布や檜原街道沿いの街灯にタペストリーを
設置するなど、ブランド化の推進に取り組んだ。

Ａ Ａ 観光まちづくり推進課

○「森っこサンちゃん」の
イラストの提供等を継続し
ている。

戦略
「森っこサンちゃん」を活用
した商品等の開発

○「森っこサンちゃん」の
イラスト提供等を継続す
る。

「森っこサンちゃん」のイラストについては、事業者が各種商品に活用できるよう、「森っこサンちゃん」使用に関する要
領を定めており、各種商品等に活用されている。令和3年度末現在、28個が商品化されている。また、市が発行する各種刊
行物や各種の団体によるポスターやパンフレット等にも活用されている。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○あきる野商工会と連携し
引き続き普及拡大を推進し
ている。

戦略
「森っこサンちゃん」を活用
した商品等の開発

○あきる野商工会と連携
し、普及拡大を推進する。

あきる野市とあきる野商工会が秋川渓谷ブランドの開発等と併せて研究を行っている段階であり、市内事業者の「森っこサ
ンちゃん」を活用した商品開発や販売の支援を図っている。
現在は、「秋川渓谷瀬音の湯」をはじめとした市内の一部の事業者で、「森っこサンちゃん」を活用した商品（ストラップ
やまんじゅうなど）が販売されている。

Ａ 商工振興課

○「秋川渓谷」のブランド
化に向けた取組や観光プロ
モーションの一環として
「森っこサンちゃん」を活
用している。

戦略
「森っこサンちゃん」を活用
した商品等の開発

○「森っこサンちゃん」の
LINEスタンプなどを活かし
た観光プロモーションの展
開を踏まえ、新たな「あき
る野市観光推進プラン」と
整合させながら、今後の取
組を検討する。

新型コロナの感染防止対策の一つとして、森っこサンちゃんのイラストを活用した感染拡大防止啓発ポスターを作成し、観
光施設等に掲出した。
また、観光プロモーションイベントを都内外3カ所で実施。その際に、森っこサンちゃんのグリーティングを行った。
10月30日（土）　JR主催観光キャラバン（三鷹駅）
11月21日（日）　瀬音の湯秋の大感謝祭

Ａ 観光まちづくり推進課

重
点

ⅰ
）

秋
川
流
域
ジ
オ

パ
ー

ク
構
想
の
推
進

自76
秋川流域ジオパーク構想
の推進

○「秋川流域ジオパーク構
想」の推進により、日本ジ
オパークの認定を受け、取
組が定着している。

戦略
秋川流域ジオパーク構想の推
進

○ジオパークに関する取組
を定着させる。
○ジオパークに関する取組
をまちづくりに活かす。

秋川流域ジオパーク推進事業の後継事業である秋川流域持続可能なツーリズム推進事業として、秋川流域Eツーリズム推進
検討会を開催した。

秋川流域Eツーリズム推進検討会2回（書面）

Ｂ Ｂ 観光まちづくり推進課

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

Ａ

②
 

生
物
多
様
性
を
活
か
し
た
商
品
等
の
開
発

ⅰ
）

地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
普
及
拡
大
な
ど

自
然
環
境

自
ー

４
 
生
物
多
様
性
の
活
用

一
般

①
 

地
産
地
消
の
推
進

ⅱ
）

地
元
産
材
に
お
け
る
取
組

自72
公共施設における地元産
材の使用促進

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

Ａ
自
ー

４
 
生
物
多
様
性
の
活
用

②
 

生
物
多
様
性
を
活
か
し
た
商
品
等
の
開
発

ⅰ
）

地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
普
及
拡
大
な
ど

自75
「森っこサンちゃん」を
活用した商品等の開発

令和３年度
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担当 全体

自77
武蔵五日市駅前市有地の
観光拠点化

○武蔵五日市駅前市有地等
の活用について、関係団体
や地域との調整の中で方向
性が見出されている。

戦略
武蔵五日市駅前市有地の観光
拠点化

○関係団体や地域との調整
を継続し、活用の方向性を
まとめる。

関係団体や地域との調整、活用の方向性などについての検討を継続して行った。 Ａ Ａ 観光まちづくり推進課

自78
秋川渓谷戸倉体験研修セ
ンターの運営

○生物多様性を活用した体
験研修等をメニューとし、
観光拠点である秋川渓谷戸
倉体験研修センターの運営
を継続している。

戦略
旧戸倉小学校施設の体験型研
修施設化

○戸倉地域周辺で自然観察
や農業体験などを行い、施
設を運営することで、生物
多様性の保全と活用の意識
啓発を市内外に向けて行
う。

新型コロナ対策のため、臨時休業や時間短縮営業を行った。
また、新型コロナの感染拡大により体験利用において多数のキャンセルが発生した。
体験事業：1,101人（令和2年度：373人）

Ｂ Ｂ 観光まちづくり推進課

○必要に応じて「あきる野
百景」の更新を図るととも
に、公開を継続している。

戦略
あきる野百景などの観光ス
ポットの周知・活用

○必要に応じて「あきる野
百景」の更新を図るととも
に、公開を継続する。

あきる野百景について、市内の関係機関に配布を継続した。 Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○既存のマップ、パンフ
レットを活かし、周知を
図っている。

戦略
あきる野百景などの観光ス
ポットの周知・活用

○既存のマップやパンフ
レットによる周知を継続す
る。

既存マップを秋川渓谷観光情報コーナー、観光プロモーションイベント等で配布し、周知を行った。 Ａ 観光まちづくり推進課

自80 各種マップの作成

○配布状況に応じて、概ね
２年ごとに秋川渓谷総合
マップの見直し・更新を
図っている。

戦略 各種マップの作成

○配布状況に応じて、概ね
２年ごとに秋川渓谷総合
マップの見直し・更新を図
る。

既存マップを継続的に配布するとともに、秋川渓谷総合マップ、秋川渓谷四季リーフレット、あきる野市ゆかりの人パンフ
レットを作成した。

Ａ Ａ 観光まちづくり推進課

自81
古道・散策コース（フッ
トパス）及び景観の整備

○「郷土の恵みの森づくり
事業」の一環として、昔道
及び尾根道の補修や景観の
整備を継続している。

戦略
古道・散策コース（フットパ
ス）及び景観の整備

○「郷土の恵みの森づくり
事業」により、昔道及び尾
根道の補修や景観の整備が
継続されている。

14の町内会・自治会等により昔道・尾根道の整備が8事業、景観整備が13事業行われた。 Ａ Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

自82
観光ボランティアガイド
の育成

○必要に応じた研修会の開
催などにより観光ボラン
ティアガイドの育成を継続
している。

戦略
観光ボランティアガイドの育
成

○研修会を通じて観光ボラ
ンティアガイドを育成す
る。

新型コロナ対策のため、事業を中止とした。 Ｂ Ｂ 観光まちづくり推進課

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

自
然
環
境

自
ー

４
 
生
物
多
様
性
の
活
用

重
点

③
 

生
物
多
様
性
を
活
か
し
た
観
光
振
興

ⅱ
）

観
光
拠
点
の
運
営
・
整
備

予定 実績
評価

Ａ

ⅲ
）

観
光
ル
ー

ト
の
設
定
な
ど

自79
あきる野百景などの観光
スポットの周知・活用

令和３年度
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担当 全体

ⅲ
）

観
光
ル
ー

ト
の
設
定

な
ど

自83
各種ルートの設定（散歩
道・遊歩道）

○必要に応じたルート設定
を継続している。

戦略
各種ルートの設定（散歩道・
遊歩道）

○必要に応じたルート設定
を継続する。

JR武蔵五日市駅を中心とした以下の観光ルートについて周知啓発を行った。また、観光協会との協働により新たに秋川エ
リアにおける観光ルートを設定し、秋川エリア散策マップを作成した。
①増戸ルート、②五日市ルート、③金比羅ルート、④深沢ルート、⑤戸倉ルート、⑥乙津・養沢ルート、⑦秋川エリアルー
ト

Ａ Ａ 観光まちづくり推進課

自84
釣りなどのレジャーへの
活用

○秋川漁業協同組合と連携
し、釣り人をターゲットに
した新しい観光スタイルを
提示している。

戦略 釣りなどのレジャーへの活用
○新しい観光スタイルの提
示につながる釣り場観光拠
点を整備する。

秋川漁業協同組合や関係行政機関等の連携により、釣り人が快適に利用できるよう施設の維持管理を行った。 Ａ Ａ 観光まちづくり推進課

自85
バーベキュー場の維持管
理

○指定管理者制度により、
市内3か所のバーベキュー
場の管理が継続されてい
る。

戦略 バーベキュー場の維持管理
○指定管理者による管理を
継続する。

指定管理者により適切な管理がなされ、清流保全に寄与した。 Ａ Ａ 観光まちづくり推進課

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業
評価

自
然
環
境

自
ー

４
 
生
物
多
様
性
の
活
用

重
点

③
 

生
物
多
様
性
を
活
か
し
た
観
光
振
興

ⅳ
）

渓
流
を
活
か
し
た
取
組

予定 実績

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）令和３年度
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担当 全体

生1 環境調査の継続
○河川の水質調査などの環境
調査を継続している。

戦略 河川の水質調査 ○環境調査を継続する。
秋川・平井川河川水質調査、清流保全条例施行に伴う湧水及び合流点の水質調査などの河川の水質調査を実施した。
調査結果等は、市ホームページや環境白書に掲載した。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

生2
生活環境に関する情報の収
集・公開

○生活環境に関する情報の収
集・公開を行っている。

ー ー
○生活環境に関する情報の収
集・公開を継続する。

国、都などの情報収集を行った。特に、大気汚染防止法改正があったことから、建物等の解体・リフォームにかかる石綿含有建材の事
前調査については、広報や掲示物、商工会を通じて情報提供を行った。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

生3 粉じん防止対策の充実
○粉じん防止対策が充実して
いる。

ー ー
○粉じん防止対策を継続す
る。

粉じん苦情件数：4件
都条例である「環境確保条例」等に基づき、工場等に対して粉じん発生防止を指導するとともに、苦情が発生した際には、苦情原因者
に対して必要な指導を実施し、改善を求めている。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

生4 悪臭防止対策の充実
○悪臭防止対策が充実してい
る。

ー ー ○悪臭防止対策を継続する。
悪臭苦情件数：14件
都条例である「環境確保条例」等に基づき、工場等に対して悪臭発生防止を指導するとともに、苦情が発生した際には、苦情原因者に
対して必要な指導を実施し、改善を求めている。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

生5
【再】事業所排水対策（水
質調査、汚濁防止、普及啓
発の実施）の継続

○事業所排水対策が継続され
ている。

戦略
事業所排水対策（水質調査、汚
濁防止、普及啓発の実施）の継
続

○事業所排水対策を継続す
る。

水質汚濁防止法の特定施設に該当する事業所に対し、排水の水質調査を実施した。その結果、環境基準を超過した事業所はなかったた
め、個別の指導は行わなかった。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

○合併処理浄化槽の設置補助
を継続している。

戦略

生活排水対策（下水道への接続
啓発・普及、合併処理浄化槽の
設置補助、普及啓発の実施）の
継続

○合併処理浄化槽の設置補助
を継続する。

生活排水対策の一環として、国、都、市で下水道設置認可区域外における合併処理浄化槽設置に補助金（4件）を交付した。 Ａ
管理課

（令和３年度～）

○下水道への接続啓発・普及
などを継続している。

戦略

生活排水対策（下水道への接続
啓発・普及、合併処理浄化槽の
設置補助、普及啓発の実施）の
継続

○下水道への接続啓発・普及
などを継続する。

下水道接続の啓発・普及に係る広報掲載を行った。
また、生活排水対策の一環として、国、都、市で下水道設置認可区域外における合併処理浄化槽設置に補助金（4件）を交付した。

Ａ 管理課

生7 下水道の整備
○年間５haの下水道整備を継
続している。

ー ー
○年間５haの下水道整備を実
施する。

令和3年度は、市内3箇所合計10.84ha（引田地区7.32ha、五日市地区1.15ha、山田地区2.37ha）の汚水枝線工事を実施し、整備
面積を拡大した。

Ａ Ａ 管理課

評価

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地域推
進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業 予定 実績

ⅰ
）
環
境
調
査
の
継
続
と
生
活
環
境
に
関

す
る
情
報
の
収
集
・
公
開

ⅱ
）
大
気
汚
染
対
策
・
悪
臭
対
策
の
充
実

ⅲ
）
水
質
汚
濁
対
策
の
充
実

生6

【再】生活排水対策（下水
道への接続啓発・普及、合
併処理浄化槽の設置補助、
普及啓発の実施）の継続

Ａ

生
活
環
境

生
ー
１
 
公
害
対
策
の
推
進

一
般

①
 
公
害
の
防
止

令和３年度
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担当 全体

ⅲ
）

水
質
汚
濁
対
策

の
充
実

生8
下水道事業認可区域外の
地域における汚水処理施
設設置検討

○汚水処理施設設置計画を
検討している。

ー ー
○汚水処理施設設置計画を
検討する。

令和3年度は、汚水処理の在り方の比較検討資料におけるデータ更新作業を行うとともに、先進事例の収集作業を実施し
た。

Ａ Ａ 管理課

生9
工場・事業場からの騒音
防止対策の充実

○工場・事業場における騒
音の防止対策が充実してい
る。

ー ー
○工場・事業場からの騒音
について、防止対策を継続
する。

工場・事業所に関する騒音苦情件数：2件
都条例である「環境確保条例」等に基づき、工場等に対して騒音発生防止を指導するとともに、苦情が発生した際には、苦
情原因者に対して必要な指導を実施し、改善を求めている。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

生10
道路交通騒音対策の実施
（東京都等への要望）

○関係機関と調整を図り、
道路交通騒音の状況等に応
じて、要請等の対応を実施
している。

ー ー
○道路交通騒音の状況等に
応じて対応する。

特に案件がなかったため、実施しなかった。 Ａ Ａ 建設課

生11
近隣騒音防止対策の充実
（啓発・指導）

○近隣騒音防止対策が充実
している。

ー ー
○近隣騒音防止対策を継続
する。

近接騒音苦情件数：22件（建設作業等の作業音、交通騒音、スケボーの音、ボイラー・空調室外機の稼働音、チェーン
ソーの作業音など）
苦情が発生した際に、現地を確認のうえ、必要な指導等を行っている。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

生12
航空騒音対策の実施（関
係機関への要請）

○防衛施設周辺整備全国協
議会に書面による要請を継
続している。
〇市民からの騒音苦情につ
いて、防衛省横田防衛事務
所に口頭要請を継続してい
る。

ー ー

○継続的に書面による要請
及び口頭要請を行うととも
に、必要に応じて、外務大
臣、防衛大臣及び北関東防
衛局長に対しても書面によ
る要請を行う。

・防衛施設周辺整備全国協議会を通じて、継続的に国への要望活動を行った。
・降下訓練等について、機会を捉えて国等へ要請を行った。騒音のほか、オスプレイやパラシュート降下訓練、航空機訓練
等に係る口頭要請・書面での要請を行った。（総計22回）
・市民からの騒音苦情について、北関東防衛局横田防衛事務所に申し伝えた。（苦情件数215件）
・市民からの騒音苦情が増加していることについて、北関東防衛局横田防衛事務所を直接訪ね、市民の不安などを伝えた。
（2回）

Ａ Ａ 企画政策課

生13
有害化学物質に係る情報
の充実（情報提供）

○有害化学物質に係る情報
が充実し、必要に応じて情
報提供を行っている。

ー ー
○有害化学物質に係る情報
の充実に努め、必要に応じ
て情報提供を行う。

国、都などの情報収集を行った。 Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

生14
有害化学物質の適正管理
の促進（届出に係る指
導）

○各事業所において、有害
化学物質が適正に管理され
ている（使用量等）。

ー ー
○有害化学物質の使用量報
告書の提出指導を継続す
る。

有害化学物質使用届出件数：15件
有害化学物質を使用している事業者に対し、使用量報告を提出してもらい、使用の適正化を推進した。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

生15
振動防止対策の充実（苦
情に伴う指導）

○工場・事業場における振
動防止対策が充実してい
る。

ー ー
○工場・事業場からの振動
の防止対策を継続する。

振動苦情件数：0件
都条例である「環境確保条例」等に基づき、工場等に対して振動発生防止を指導するとともに、苦情が発生した際には、苦
情原因者に対して必要な指導を実施し、改善を求めている。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

生16
土壌汚染対策の実施（調
査や対策の指導等）

○土壌汚染対策を継続して
いる。

ー ー
○土壌汚染対策を継続す
る。

土壌汚染調査結果報告書提出件数：1件
都条例である「環境確保条例」等に基づき、有害化学物質を取り扱っていた工場等を撤去する際に、土壌汚染調査の実施及
び報告の提出等を指導した。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

生
活
環
境

生
ー

１
 

公
害
対
策
の
推
進

一
般

①
 

公
害
の
防
止

ⅵ
）

そ
の
他
の
公
害
対
策
・
生
活
環
境
保
全

策
の
充
実

予定 実績
評価

ⅳ
）

騒
音
防
止
対
策
の
充
実

ⅴ
）

有
害
化
学
物
質
対
策
の
充
実

令和３年度
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担当 全体

生17

家畜のふん尿等の衛生管
理の推進（指導、巡回指
導、排せつ物処理施設の
整備）

○巡回指導を継続してい
る。

ー ー

○家畜伝染病防止に配慮し
ながら畜産農家の巡回指導
を継続する（年間１～２農
家）。

畜産農家へ巡回指導を実施した。 Ａ Ａ 農林課

【再】地下水保全対策の
継続（揚水規制）

○「東京都環境確保条例」
に基づく揚水施設の設置規
制など、地下水保全対策を
継続している。

戦略
地下水保全対策の継続（揚水
規制）

○地下水保全対策を継続す
る。
○事業所に揚水機出力に応
じた年間揚水量を報告さ
せ、規制値の遵守を促す。

新規に揚水施設を設置する際には、基準を遵守するように指導した。
既に設置している事業所等からは揚水量の報告を提出させ、確認を行った。
地下水揚水量報告件数：15件

Ａ
生活環境課

（生活環境係）

【再】地下水保全対策の
継続（揚水規制）

○生活環境課と農林課の連
携により、「東京都環境確
保条例」による規制が遵守
されている。

戦略
地下水保全対策の継続（揚水
規制）

○事業所に揚水機出力に応
じた年間揚水量を報告さ
せ、規制値の遵守を促す。

秋留台かん水組合より年間揚水量（2,560㎥）を報告させ、規制値の遵守を確認した。 Ａ 農林課

○生活排水の適正処理など
の湧水保全対策を継続して
いる。

戦略
湧水保全対策（湧水調査、湧
水のＰＲ、雨水浸透の促進）
の継続

○湧水保全対策を実施す
る。

ホームページにて湧水の保全について周知を行った。 Ａ
生活環境課

（生活環境係）

○雨水浸透ますの設置指導
の継続により、雨水地下浸
透の促進が図られている。

戦略
湧水保全対策（湧水調査、湧
水のＰＲ、雨水浸透の促進）
の継続

○「あきる野市宅地開発等
指導要綱」に基づき、雨水
浸透ますの設置指導を継続
する。

「あきる野市宅地開発等指導要綱」に基づき、雨水浸透ますの設置を指導した。 Ａ 都市計画課

生20 光害防止対策の研究
○光害防止対策を研究して
いる。

ー ー
○光害防止対策の情報を収
集し、研究に努める。

光害に対する苦情件数：0件
現在のところ、光害に対する苦情は寄せられていないが、国のガイドラインの内容の把握など、研究に努めている。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

○エコドライブの情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブの情報を収集
し、情報提供、普及啓発を図
ります

○エコドライブの情報提供
を継続する。

・エコドライブの概要について市ホームページに掲載し、普及啓発を図った。
・エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブ
の情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○エコドライブの情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブ技術を身につけ
ましょう

○エコドライブの情報提供
を継続する。

・エコドライブの概要について市ホームページに掲載し、普及啓発を図った。
・エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブ
の情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○エコドライブの普及を推
進し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブの普及を推進し
ます（イベントの実施など）

○エコドライブマグネット
ステッカーの配布など、エ
コドライブの普及を推進す
る。

エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブの
情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○エコドライブの普及を推
進し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブにより、エコド
ライバーになりましょう

○エコドライブマグネット
ステッカーの配布など、エ
コドライブの普及を推進す
る。

エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブの
情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

Ａ

生19

【再】湧水保全対策（湧
水調査、湧水のＰＲ、雨
水地下浸透の促進）の継
続

Ａ

生
活
環
境

生
ー

１
 
公
害
対
策
の
推
進

一
般

①
 

公
害
の
防
止

ⅵ
）

そ
の
他
の
公
害
対
策
・
生
活
環
境
保
全
策
の
充
実

生18

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

Ａ

生22
エコドライブの普及を推
進する（イベントの実施
など）

Ａ

重
点

②
 

自
動
車
に
よ
る
環
境
負
荷
の
低
減

ⅰ
）

自
動
車
の
燃
料
使
用
量
の
節
減

生21
エコドライブの情報を収
集し、情報提供、普及啓
発を図る

令和３年度
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担当 全体

○エコドライブの推進によ
り、公用車の燃料使用量を
平成24年度比で5％以上削
減している（削減率は「第
三次地球温暖化防止対策実
行計画」の推進に伴い把
握）。

温暖化
公用車における燃費管理を徹
底し、エコドライブをより一
層推進します

○「第三次地球温暖化防止
対策実行計画」に基づき、
エコドライブの推進を継続
する。

第四次地球温暖化防止対策実行計画の策定に伴い改定した、職員の業務における省エネ活動（エコ活動）チェック表の活用
を継続し 、庁用車の使用による二酸化炭素排出量等の図示により、エコドライブをより一層推進した。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○エコドライブの推進によ
り、公用車の燃料使用量を
平成24年度比で5％以上削
減している（削減率は「第
三次地球温暖化防止対策実
行計画」の推進に伴い把
握）。

温暖化
エコドライブにより、エコド
ライバーになりましょう

○「第三次地球温暖化防止
対策実行計画」に基づき、
エコドライブの推進を継続
する。

第四次あきる野市地球温暖化対策実行計画の策定に伴い改定した、職員の業務における省エネ活動（エコ活動）チェック表
の活用を継続し 、庁用車の使用による二酸化炭素排出量等の図示により、エコドライブをより一層推進した。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施している。

温暖化
職員を対象としたエコドライ
ブ講習会を実施します

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施する。

職員におけるエコドライブの実践は既に定着していると考えられ、エコドライブ講習会は実施していないが、毎月の仕業点
検時において安全運転管理者からエコドライブに努めるよう指導している。

Ａ 総務課

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施している。

温暖化
エコドライブ技術を身につけ
ましょう

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施する。

職員におけるエコドライブの実践は既に定着していると考えられ、エコドライブ講習会は実施していないが、毎月の仕業点
検時において安全運転管理者からエコドライブに努めるよう指導している。

Ａ 総務課

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施している。

温暖化
職員を対象としたエコドライ
ブ講習会を実施します

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施する。

エコドライブ講習会の実施は行っていないが、職員の業務における省エネ活動（エコ活動）チェック表の活用を継続し 、庁
用車の使用による二酸化炭素排出量等の図示により、エコドライブをより一層推進した。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施している。

温暖化
エコドライブ技術を身につけ
ましょう

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施する。

エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブの
情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

生25
次世代自動車や低公害車
の情報を収集し、情報提
供、普及啓発を図る

○次世代自動車や低公害車
の情報提供、普及啓発を継
続している。

温暖化
次世代自動車や低燃費車の情
報を収集し、情報提供、普及
啓発を図ります

○次世代自動車や低公害
車、支援制度などの情報を
収集し、必要に応じて情報
提供、普及啓発を図る。

・国、都、企業などから次世代自動車及びその支援制度の情報を収集し、関係部署やあきる野商工会への情報提供、窓口へ
のちらし設置等を行った。
・総務課及び企画政策課と連携し策定した「あきる野市次世代自動車導入計画」に基づき、次世代自動車の導入に着手し
た。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

生26

次世代自動車の開発動向
に対応した施策の実施
（水素ステーションの設
置研究など）

○次世代自動車の開発動向
に応じた導入支援や施設整
備を実施している。

ー ー

○次世代自動車の開発動向
について情報収集し、各種
施策の実施の可否を検討す
る。

総務課及び企画政策課と連携し策定した「あきる野市次世代自動車導入計画」に基づき、次世代自動車の導入に着手した。 Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業
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生23
公用車における燃費管理
を徹底し、エコドライブ
をより一層推進する

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

Ａ

生24

職員を対象としたエコド
ライブ講習会を実施する

Ａ

職員を対象としたエコド
ライブ講習会を実施する

令和３年度
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担当 全体

○公用車の購入時に次世代
自動車や低燃費車を導入
し、導入率を45％以上と
する（導入率は「第三次地
球温暖化防止対策実行計
画」の推進に伴い把握）。

温暖化
公用車に次世代自動車や低燃
費車を計画的に導入します

○継続して、公用車への次
世代自動車や低燃費車の導
入を推進する。

電気自動車を2台導入した。 Ａ 総務課

○公用車の購入時に次世代
自動車や低燃費車を導入
し、導入率を45％以上と
する（導入率は「第三次地
球温暖化防止対策実行計
画」の推進に伴い把握）。

温暖化
公用車に次世代自動車や低燃
費車を計画的に導入します

○継続して、公用車への次
世代自動車や低燃費車の導
入を推進する。

消防指令車の更新を行った。
低燃費車の購入を行った。

Ａ 地域防災課

生28

移動手段の転換による二
酸化炭素排出量の削減効
果に関する情報を収集
し、情報提供、普及啓発
を図る

○移動手段の転換による二酸
化炭素排出量の削減効果の情
報提供を通じて、移動手段の
転換が地球温暖化対策の一つ
となることについて普及啓発
を図り、市民の公共交通機関
の優先的利用率を20％以上と
する（利用率はアンケート調
査にて把握）。

温暖化

移動手段の転換による二酸化
炭素排出量の削減効果に関す
る情報を収集し、情報提供、
普及啓発を図ります

○移動手段の転換による二
酸化炭素排出量の削減効果
について、情報提供を継続
する。

二酸化炭素排出量の削減効果を具体的に記載してはいないが、移動手段の転換による省エネについて、市ホームページで紹
介することで普及啓発を図った。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○徒歩や自転車での移動、
公共交通機関の積極的な利
用を継続し、公用車の燃料
使用量を平成２４年度比で
５％以上削減する（削減率
は「第三次地球温暖化防止
対策実行計画」の推進に伴
い把握）。

温暖化
エコ活動を通じて、徒歩や自
転車での移動、公共交通機関
の積極的な利用を継続します

○エコ活動等を通じて、徒
歩や自転車での移動、公共
交通機関の積極的利用の奨
励を継続する。

エコ活動を推進し、燃料の抑制を掲げる中で、公共交通機関の利用、自転車の活用及び経済速度での運転等を行ったことに
より、令和3年度の燃料使用量が28,344ℓとなり、平成24年度比で4,397ℓ（13.42％）減少した。

Ａ 総務課

○徒歩や自転車での移動、
公共交通機関の積極的な利
用を継続し、公用車の燃料
使用量を平成２４年度比で
５％以上削減する（削減率
は「第三次地球温暖化防止
対策実行計画」の推進に伴
い把握）。

温暖化
エコ活動を通じて、徒歩や自
転車での移動、公共交通機関
の積極的な利用を継続します

○エコ活動等を通じて、徒
歩や自転車での移動、公共
交通機関の積極的利用の奨
励を継続する。

あきる野市第三次地球温暖化防止対策実行計画を改定した第四次計画の進捗を把握する調査票を作成する際に、市の業務に
おける温室効果ガス排出量の集計とエコ活動の集約を図ることで、職員が庁用車の利用による温室効果ガス排出量を意識し
やすい仕組みを整えた。この調査票の利用を継続し、総務課が行う徒歩や自転車での移動、公共交通機関の積極的利用の奨
励について引き続き支援を行った。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー生30 ごみ会議の運営・推進
○ごみ会議の活動を継続し
ている。

温暖化

廃棄物減量等推進員の活動を
通じて、ごみの減量等の意識
啓発を図ります（ごみ情報誌
「へらすぞう」の発刊等を含
む）

○ごみ減量化に向けての情
報発信や活動を推進する。

廃棄物減量等推進員の活動を通じて、ごみ減量化の情報発信や活動を行った。
・全体会議開催　5回
・情報誌「へらすぞう」編集会議開催　4回
・情報誌「へらすぞう」の発行　1回
・生ごみ堆肥化講習会開催　3回　36人参加

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生31
ごみ減量・リサイクル意
識の啓発（「へらすぞ
う」の発行）

○「へらすぞう」の発行を
継続している。

温暖化

廃棄物減量等推進員の活動を
通じて、ごみの減量等の意識
啓発を図ります（ごみ情報誌
「へらすぞう」の発刊等を含
む）

○年１回以上「へらすぞ
う」を発行することによ
り、ごみ減量・リサイクル
意識の啓発を行う。

令和4年2月に、年1回の情報誌へらすぞうを発刊し、3月に行政配布を行い、ごみ減量・リサイクル意識の啓発を行った。 Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生32 生ごみリサイクルの促進
○生ごみ堆肥化容器購入費
補助等の継続とダンポスト
の普及を継続している。

温暖化
生ごみや落ち葉のリサイクル
（堆肥化）の促進に通じる支
援を行います

○生ごみ堆肥化容器購入費
補助、ＥＭ菌生ごみ処理容
器貸与及びダンポストの普
及を継続する。

生ごみ堆肥化の普及のための支援を行った。
・ＥＭ菌生ごみ処理容器貸与　81世帯　158個
・ダンポストの普及　講習会（3回）36人

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生33 落ち葉の堆肥化の推進
○落ち葉の堆肥化枠の設置
を継続し、落ち葉の堆肥化
の効果を検証している。

温暖化
生ごみや落ち葉のリサイクル
（堆肥化）の促進に通じる支
援を行います

○落ち葉の堆肥化枠の適正
管理を推進する。

資源循環型のモデル事業として、落葉を有効利用するため、落葉の堆肥化枠を市有地の竹で作成し、地域団体等で使用して
いる。これらの活用状況や維持管理の検証を行った。
5基設置（前田公園1基、高尾公園1基、草花公園1基　横沢入2基）
令和3年度は新設なし。
秋の一斉清掃では、町内会等を通じ、落ち葉を木の根元に置き堆肥化することを奨励した。

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

生
活
環
境

生
ー

１
 
公
害
対
策
の
推
進

重
点

②
 

自
動
車
に
よ
る
環
境
負
荷
の
低
減

ⅰ
）

自
動
車
の
燃
料
使
用
量
の
節
減

生27
公用車に次世代自動車や
低燃費車を計画的に導入
する

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

生
ー

２
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型
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会
の
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築

①
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み
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制
に
関
す
る
施
策
（

３
Ｒ
の
推
進
）

Ａ

ⅱ
）

公
共
交
通
機
関
の
利
用
促
進

生29
徒歩や自転車での移動、
公共交通機関の積極的な
利用を継続する（庁内）

Ａ

令和３年度
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担当 全体

ー生34 水切りの徹底
○生ごみの減量化等に効果
のある水切りの推奨を継続
している。

ー ー
○生ごみの水切りの啓発を
継続する。

情報誌へらすぞうにおいて、ごみ処理経費の他市との比較を行い、「生ごみは出す前にもうひと絞り」というキャッチフ
レーズと共に、日頃からできる減量対策として、生ごみの水切りを紹介した。また、生ごみ堆肥化講習会においても、参加
者にごみの水切りについて啓発活動を行った。

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生35
リサイクルフェア等のイ
ベントの実施

○リサイクルフェア等のイ
ベントを継続している。

ー ー
○新たなイベント（環境
フェスティバルなど）を実
施する。

環境フェスティバルの開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 Ｂ Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

ー生36 廃食油の有効利用の促進
○廃食油石けんの利用推奨
を継続している。

温暖化
学校給食センターによる廃食
油などの有効利用を検討しま
す

○廃食油石けんを作る団体
への支援を継続する。

廃食油を利用した石けんづくりは、1団体（年間1回）が実施した。例年廃食油石けんを配布している環境フェスティバル
がコロナ禍で中止となったため、年2回実施したフードドライブ協力者に御礼として配布するとともに廃食油を下水道に流
さないよう呼びかけを行い、普及啓発を図った。（廃食油石けん配布実績　10月：89個、2月：71個　合計160個）

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

ー生37 省資源化の推進

○買物の際のマイバッグの
利用や詰め替え商品の購入
などの地球温暖化対策に配
慮した消費行動を啓発し、
省資源化の推奨を継続して
いる。

ー ー
○マイバッグの利用等の推
奨を継続する。

レジ袋の有料化に伴い、市広報や一斉メール、ごみ情報誌「へらすぞう」への掲載により周知・啓発活動を行い、マイバッ
グの利用促進を継続することができた。

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー

○環境負荷の少ない商品を
積極的に購入するなど、グ
リーン購入の推進を継続し
ている。

温暖化

エコ活動を推進し、こまめな
消灯やグリーン購入などの環
境に配慮した行動に継続して
取り組みます

○環境に配慮した製品の購
入など、グリーン購入の推
進を継続する。

物品等の購入については、必要性を十分に考慮し環境負荷の低減に努める事業者から、環境に配慮した物品を購入するな
ど、エコ活動を推進した。
また、グリーン購入の重要性について、市広報への掲載（令和4年1月15日号）やごみ分別アプリ「さんあ～る」内で、ア
プリを利用する市民に向けて啓発する記事を配信した（令和3年11月）。記事の中で、具体的にグリーン購入品の該当有無
を検索できるサイトを紹介した。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー

○環境負荷の少ない商品を
積極的に購入するなど、グ
リーン購入の推進を継続し
ている。

温暖化
エコ活動を通じて、ごみの発
生抑制や再使用、再生利用に
取り組みます

○環境に配慮した製品の購
入など、グリーン購入の推
進を継続する。

こまめな消灯や節水などのエコ活動を推進し、環境に配慮した物品の購入など、グリーン購入を積極的に行った。
また、ごみ情報誌「へらすぞう」にて、SDGｓをテーマとした記事を掲載し、持続可能な開発目標12「つくる責任、つか
う責任」として、廃棄物処理責任（廃棄時環境負荷の低減）に関する意識啓発を行った。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー

○環境負荷の少ない商品を
積極的に購入するなど、グ
リーン購入の推進を継続し
ている。

温暖化
省エネ型生活に取り組みま
しょう

○環境に配慮した製品の購
入など、グリーン購入の推
進を継続する。

こまめな消灯や節水などのエコ活動を推進し、環境に配慮した物品の購入など、グリーン購入を積極的に行った。
また、グリーン購入の重要性について、市広報への掲載（令和4年1月15日号）やごみ分別アプリ「さんあ～る」内で、ア
プリを利用する市民に向けて啓発する記事を配信した（令和3年11月）。記事の中で、具体的にグリーン購入品の該当有無
を検索できるサイトを紹介した。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー ○事業者へのごみ減量啓発
を継続している。

温暖化

事業用大規模建築物の所有者
に対する「事業用大規模建築
物における廃棄物の減量及び
再利用に関する計画書」の提
出を継続します

○事業者へのごみの自己処
理原則の啓発を継続するこ
とにより、事業所ごみの減
量を推進する。

「事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」提出事業所に対し、ごみの分別及びリサイクルへ
の積極的な取組などについてのごみ減量啓発を行った。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー ○事業者へのごみ減量啓発
を継続している。

温暖化
中小規模の事業所へのごみ減
量啓発の実施を検討します

○事業者へのごみの自己処
理原則の啓発を継続するこ
とにより、事業所ごみの減
量を推進する。

中小規模の事業所に対し、ごみの分別及びリサイクルへの積極的な取組などについてのごみ減量の啓発を行った。 Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

生38
グリーン購入等の環境に
配慮した消費行動の推進

実績
評価

生
活
環
境

生
ー

２
 
資
源
循
環
型
社
会
の
構
築

重
点

①
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制
に
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す
る
施
策
（

３
Ｒ
の
推
進
）

予定

Ａ

生39 事業者へのごみ減量啓発 Ａ

令和３年度
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担当 全体

ー生40
ごみの戸別収集・有料化
の継続

○ごみの戸別収集・有料化
が継続されている。

温暖化
ごみの戸別収集・有料化を継
続します

○ごみの戸別収集・有料化
を継続する。

ごみの戸別収集・有料化を継続した。 Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生41 資源集団回収の推進
○資源集団回収団体が増加
している。

温暖化
資源集団回収の支援を継続し
ます

○資源集団回収団体に対し
て、奨励金の交付や優良団
体の表彰を継続し、団体数
の増加を図る。

資源集団回収団体の奨励金交付
・登録団体　106団体
・実施回数　816回
・奨励金　21，514，400円

優良団体表彰を実施　優良3団体

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生42 資源回収の充実

○白色トレイの戸別回収・
資源化のほか、現在拠点回
収としているペットボトル
の戸別回収を実施してい
る。

ー ー

○白色トレイの戸別回収・
資源化を行う。
○ペットボトルの戸別回収
を行う。
○資源回収物の種類を増や
すことを検討する。

白色トレイの戸別回収・資源化
・回収量　2ｔ

ペットボトルの戸別回収・資源化（主に繊維の原料などに再生するケミカル・リサイクル）
・回収量　185ｔ

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生43
新たなリサイクルシステ
ムの検討

○新たなリサイクルシステ
ムを検討している。

温暖化
リサイクルシステムの構築の
充実を図ります

○熱回収施設を活かしたリ
サイクルシステムの検討を
継続する。

ごみ処理する過程で発生する熱エネルギーにより発電を行い、施設の電力をまかなうとともに、余熱利用システムにより、
一部、場内への給湯を行い、効率的なエネルギーの有効利用をしている。

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生44
放置自転車リサイクルの
実施

○放置自転車のリサイクル
事業を継続している。

ー ー
○放置自転車のリサイクル
事業を継続する。

市が管理する自転車等駐車場に放置された自転車のリサイクルに向け撤去、保管を実施。
令和3年度 撤去自転車台数　244台（リサイクル用保管自転車122台含む）
　　　　　撤去原付自転車台数　6台
　　　　　リサイクル用自転車台数　1台

Ａ Ａ 地域防災課

ー生45
最終処分場掘り起こし再
生

○最終処分場の掘り起こし
再生が継続されている。

ー ー
○最終処分場の掘り起こし
再生を継続し、最終処分場
の延命化を図る。

最終処分場の掘り起こし再生を継続し、最終処分場の延命化を図った。 Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生46 直接搬入ごみの受入れ
○直接搬入ごみの受入れを
実施している。

ー ー
○直接搬入ごみの受入れを
開始する。単価は周辺市町
村を参考に設定する。

○持ち込みごみ搬入量
・可燃ごみ  169.48ｔ（一般家庭25.62ｔ、許可業者143.86ｔ）
・不燃ごみ　    0.98ｔ（一般家庭のみ）
・粗大ごみ　626.96ｔ（一般家庭のみ）
○持ち込みごみ手数料
・一般家庭：10㎏あたり300円
・許可業者：10㎏あたり400円

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生47
環境低負荷型の収集の実
現

○ごみ収集業者に対して、
収集車の低公害車への転換
を推奨している。

温暖化
環境低負荷型のごみ収集を実
現します

○ごみ収集業者に対して、
収集車の低公害車への転換
を推奨する。

ごみ収集車両については、NＯｘ・PM低減装置適合車両を使用している。 Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー生48 清掃工場の適正管理
○清掃工場が適正に管理さ
れ、安定したごみ処理が継
続されている。

ー ー
○定期点検の継続により清
掃工場を適正管理し、長期
使用を図る。

西秋川衛生組合において、環境基準に対応するよう定期的に施設の点検・整備を行った。 Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）
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担当 全体

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の管理
を実施している。

戦略
公共における生物多様性に配
慮した緑の充実（公共施設や
公園、街路樹の適正管理）

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の管理について、施設管理
者等に呼びかける。

公共施設等における緑のあり方の検討へは至っていないが、施設管理者等に対して、緑の管理における希少種保護への配慮
の呼びかけを継続して行った。特定外来生物クビアカツヤカミキリについては、各施設管理を行う担当部署の職員に対し、
講習会を実施し、当該生物の生態及び被害等について周知を行った。また、調査及び駆除についても継続して依頼を行っ
た。

Ｂ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の管理
を実施している。

温暖化
市が所有する保存緑地や街路
樹、公共施設の樹木などを適
正に管理します

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の管理について、施設管理
者等に呼びかける。

公共施設等における緑のあり方の検討へは至っていないが、施設管理者等に対して、緑の管理における希少種保護への配慮
の呼びかけを継続して行った。特定外来生物クビアカツヤカミキリについては、各施設管理を行う担当部署の職員に対し、
講習会を実施し、当該生物の生態及び被害等について周知を行った。また、調査及び駆除についても継続して依頼を行っ
た。

Ｂ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の拡大
を図っている。

戦略
公共における生物多様性に配
慮した緑の拡大（公共施設や
公園、街路樹の拡大）

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の拡大について、施設管理
者等に呼びかける。

公共施設等における緑のあり方の検討へは至っていないが、施設管理者等に対して、緑の管理における希少種保護への配慮
の呼びかけを継続して行った。特定外来生物クビアカツヤカミキリについては、各施設管理を行う担当部署の職員に対し、
講習会を実施し、当該生物の生態及び被害等について周知を行った。また、調査及び駆除についても継続して依頼を行っ
た。

Ｂ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の拡大
を図っている。

温暖化
街路樹や公共施設の樹木を増
やします

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の拡大について、施設管理
者等に呼びかける。

「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」に基づき、工場立地法、中高層建築物及び宅地造成に伴う緑化を指導した。
緑化指導件数32件
内訳　「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」：32件
　　　（工場立地法の届出：0件、緑化計画書の届出12件、宅地造成等に関する届出20件）

Ａ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

戦略
緑化の推進（工場立地法、ふ
るさとの緑地保全条例・宅地
開発等指導要綱）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」に基づき、工場立地法、中高層建築物及び宅地造成に伴う緑化を指導した。
緑化指導件数32件
内訳　「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」：32件
　　　（工場立地法の届出：0件、緑化計画書の届出12件、宅地造成等に関する届出20件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

温暖化
民間事業者等による開発時の
緑化指導等を行います

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」に基づき、工場立地法、中高層建築物及び宅地造成に伴う緑化を指導した。
緑化指導件数32件
内訳　「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」：32件
　　　（工場立地法の届出：0件、緑化計画書の届出12件、宅地造成等に関する届出20件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

戦略
緑化の推進（工場立地法、ふ
るさとの緑地保全条例・宅地
開発等指導要綱）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市宅地開発等指導要綱」に基づき、緑化を指導した。 Ａ 都市計画課

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

温暖化
民間事業者等による開発時の
緑化指導等を行います

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市宅地開発等指導要綱」に基づき、緑化を指導した。 Ａ 都市計画課

生52

【再】住宅地等の緑化の
推進（苗木配布、グリー
ンカーテンコンテスト
等）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

戦略 住宅地等の緑化の推進

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

実績
評価

生
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令和３年度
（平成33年度）

Ａ

【

再
掲
】

ⅱ
）

市
街
地
の
緑
化
の
推
進

生51

【再】緑化の推進（工場
立地法、緑地保全条例、
あきる野市宅地開発等指
導要綱）

Ａ

【

再
掲
】

ⅰ
）

公
共
施
設
な
ど
の
緑
の
充
実
・
拡
大

生49

【再】公共における生物
多様性に配慮した緑の充
実（公共施設や公園、街
路樹の緑の適正管理）

Ｂ

生50

【再】公共における生物
多様性に配慮した緑の拡
大（公共施設や公園、街
路樹の緑の拡大）

令和３年度
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担当 全体

【再】住宅地等の緑化の
推進（苗木配布、グリー
ンカーテンコンテスト
等）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化
家庭や事業所で植える樹木を
供給するため、苗木配布事業
を拡大します

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

【再】住宅地等の緑化の
推進（苗木配布、グリー
ンカーテンコンテスト
等）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化

グリーンカーテンコンテスト
を継続します（グリーンカー
テン用の苗などの配布を含
む）

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

【再】住宅地等の緑化の
推進（苗木配布、グリー
ンカーテンコンテスト
等）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化
グリーンカーテンに取り組み
ましょう

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

【再】住宅地等の緑化の
推進（苗木配布、グリー
ンカーテンコンテスト
等）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化
庭に樹木をもう１本植えてみ
ましょう

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

生53

【再】農地や緑地の多面
的機能の情報を収集し、
情報提供、普及啓発を図
る

○農地や緑地の多面的機能
について、情報収集や普及
啓発を継続し、認知度が
30％以上となる（認知度
はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
農地や緑地の多面的機能の情
報を収集し、情報提供、普及
啓発を図ります

○農地や緑地の多面的機能
について、情報収集・普及
啓発を図る。

・広報等によりグリーンカーテン写真募集を通じて、緑の機能について普及啓発を図った。
・広報等への保存緑地と公開緑地の指定制度の掲載を通じて緑の大切さについて普及啓発を図った。

Ｂ Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

○土砂災害警戒区域等危険
箇所の周知、啓発を継続し
ている。

戦略
住民生活の安全性の確保を前
提とした緑の回復方策の検討

○土砂災害警戒区域等危険
箇所の周知を継続する。

ハザードマップを更新し、全戸配布した。
地図の裏面には様々な災害情報を掲載し、災害への備えについて啓発を行った。

Ａ 地域防災課

○市が所有する崖線の保存
緑地について、適正な管理
を継続している。

戦略
住民生活の安全性の確保を前
提とした緑の回復方策の検討

○周辺の生活環境の保全を
考慮した崖線緑地の適正な
管理を継続する。

・保存緑地の指定制度等を活用し、崖線緑地の保護と適切な管理を行った。
・崖線緑地で崩落防止工事等が行われる場合は、希少種の棲息・生育状況等を調査し、可能な限り緑地の保全を要望する体
制を継続している。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○保存緑地の指定制度を継
続している。

戦略 保存緑地の指定
○保存緑地の指定制度を維
持し、申請等に基づき保存
緑地の指定を行う。

〈保存緑地指定件数等〉
樹木：168本
樹林地：4か所（5,670㎡）
公開緑地：1か所（14,593㎡）
屋敷林：1宅地（20本）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○保存緑地の指定制度を継
続している。

温暖化 保存緑地の管理を支援します
○保存緑地の指定制度を維
持し、申請等に基づき保存
緑地の指定を行う。

〈保存緑地指定件数等〉
樹木：168本
樹林地：4か所（5,670㎡）
公開緑地：1か所（14,593㎡）
屋敷林：1宅地（20本）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○保存緑地の指定制度を継
続している。

温暖化
保存緑地の指定制度を継続し
ます

○保存緑地の指定制度を維
持し、申請等に基づき保存
緑地の指定を行う。

〈保存緑地指定件数等〉
樹木：168本
樹林地：4か所（5,670㎡）
公開緑地：1か所（14,593㎡）
屋敷林：1宅地（20本）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

Ａ
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実

生54
【再】住民生活の安全性
の確保を前提とした緑の
回復方策の検討

Ａ

生55 【再】保存緑地の指定
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予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

Ａ

令和３年度
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担当 全体

生56
不適切な屋外広告物（看
板等）の指導、撤去

○不適正な屋外広告物の指
導・撤去を継続している。

ー ー

○違反広告物撤去協力員制
度などにより、不適正な屋
外広告物の指導・撤去を継
続する。

違反広告物638枚撤去した。（違反広告物撤去協力員：令和4年3月現在78人） Ａ Ａ 管理課

生57 電線地中化の促進など
○都道の整備などに伴い、
必要に応じて東京都への要
望を継続している。

ー ー
○必要に応じて東京都に要
望する。

要望する案件がなかったため、実施していない。 Ａ Ａ 管理課

○不法投棄等の防止を図る
とともに、市が管理する道
路や公園等の適正管理を継
続している。

ー ー
○関係課の連携のもと、不
法投棄等を防止するととも
に、適正管理を継続する。

関係課の連携を図り、不法投棄がされやすい場所に不法投棄防止の看板を設置し、不法投棄防止対策を行った。
・看板作成　120枚
・市民設置　　89枚

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

○不法投棄等の防止を図る
とともに、市が管理する道
路や公園等の適正管理を継
続している。

ー ー
○関係課の連携のもと、不
法投棄等を防止するととも
に、適正管理を継続する。

公園等については、シルバー人材センター等に委託し、定期的な清掃や除草・剪定を実施した。
道路については、関係課と連携し、除草等実施した。

Ａ 管理課

○不法投棄等の防止を図る
とともに、市が管理する道
路や公園等の適正管理を継
続している。

ー ー
○関係課の連携のもと、不
法投棄等を防止するととも
に、適正管理を継続する。

特に案件がなかったため、実施しなかった。 Ａ 建設課

○たばこ・ごみのポイ捨て
防止について意識啓発を継
続し、清潔なまちの満足度
が２０％以上となる（満足
度はアンケート調査にて把
握）。

ー ー

○喫煙マナーアップキャン
ペーンなどを通じ、たば
こ・ごみのポイ捨て防止の
意識啓発を継続する。

市内各駅において「喫煙マナーアップ」ののぼり旗や、ポイ捨て禁止の看板を設置するとともに、庁舎窓口（生活環境課・
市民課）やたばこ税増収協議会に加盟する37店舗を通じてうちわを配布し、意識啓発を図った。

Ａ
生活環境課

（生活環境係）

○たばこ・ごみのポイ捨て
防止について意識啓発を継
続し、清潔なまちの満足度
が２０％以上となる（満足
度はアンケート調査にて把
握）。

ー ー

○一斉清掃やボランティア
袋の配布を通じ、ごみのポ
イ捨て防止の意識啓発を継
続する。

一斉清掃の実施や、ボランティアとして清掃する方にボランティア袋の配布を行い、ごみのポイ捨て防止の啓発活動を行っ
た。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

生60 一斉清掃の実施
○年２回（春と秋）の一斉
清掃を継続している。

ー ー
○一斉清掃を継続し、環境
美化意識の啓発を図る。

あきる野市一斉清掃を実施（コロナ禍により1回のみ実施）
町内会・自治会等の協力により、市内各地の道路や河川等の清掃を実施
○実施日　令和3年11月28日
・参加人員　12,815人
・ごみ収集量　20.66ｔ

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

道路・公園・公共施設等
の適正管理

Ａ

生
活
環
境

生
ー

３
 

緑
あ
ふ
れ
る
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

一
般

②
 

清
潔
な
ま
ち
づ
く
り

ⅰ
）

清
潔
な
街
並
み
の
維
持

生58

予定 実績
評価

ⅱ
）

ポ
イ
捨
て
の
防
止
等

生59
たばこ・ごみのポイ捨て
防止（意識啓発）

Ａ

令和３年度
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担当 全体

生61
ボランティア袋の配布や
収集ごみの回収など

○ボランティア袋の配布等
を継続している。

ー ー
○ボランティア袋の配布等
を継続し、市内の美化を促
進する。

ボランティア袋の配布等を継続し、市内の美化を促進した。
可燃（大）1,589組
可燃（小）   280組
不燃（大）     80組
不燃（小）     63組
合計　　　2,012組

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

生62
ポイ捨て防止などの対策
の研究

○ポイ捨て防止対策などの
研究を継続している。

ー ー
○他市の事例等を収集し、
ポイ捨て防止対策などの研
究を継続する。

市民からの通報や不法投棄パトロールにより、ごみのポイ捨てがされやすい箇所の情報を収集・分析し、看板設置などによ
りごみのポイ捨ての防止対策を行った。

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

生63 不法投棄対策の充実
○不法投棄対策を継続して
いる。

ー ー
○警察等関係機関と連携を
図り、不法投棄の防止対策
を継続する。

シルバー人材センターに委託し、不法投棄防止パトロールを実施及び不法投棄がされやすい場所に不法投棄防止の看板を設
置し、不法投棄防止対策を行った。

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

生64 空き地の適正管理
○空き地の適正管理に関す
る指導等を継続し、空き地
が適正に管理されている。

ー ー
○空き地の適正管理に向
け、指導等を継続する。

あき地の適正管理に対する苦情件数：28件
あき地の管理適正化に関する条例に基づき、管理のされていないあき地の所有者に対し、草刈り等を実施するよう指導して
いる。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

生65 空き家対策の検討
（空き家対策の方向性を検
討後に設定する。）

ー ー
○空き家管理の課題を客観
的に把握し、対策の方向性
を検討する。

空き家管理における課題を踏まえ策定した「あきる野市空家等対策計画」に基づき、各種対策を推進した。 Ａ Ａ 都市計画課

生66
ペットの飼い方等の意識
啓発

○狂犬病予防事務を継続し
ている。
○その他のペットの飼い方
に関する課題について、関
係機関と調整を図り、必要
に応じた対応を継続してい
る。

ー ー
○狂犬病予防事務を継続
し、その他の課題について
は必要に応じ対応する。

感染症対策を行い、狂犬病予防注射（集合）を4日間実施し、553頭に接種をして注射済票の交付及びペットの飼い方等の
啓発チラシの配布を行った。

Ａ Ａ 健康課

ペットの飼い方等に関す
る苦情対策

○ペットの飼い方に関する
課題について、関係機関と
調整を図り、必要に応じた
対応を継続している。

ー ー ○必要に応じて対応する。
ペットに関する苦情件数：2件
ペットに関する苦情については、東京都や健康課と連携し、対応しているところであり、環境衛生の観点から、可能な範囲
で、飼い主に対して適正な飼育の依頼をしている。

Ａ
生活環境課

（生活環境係）

ペットの飼い方等に関す
る苦情対策

○ペットの飼い方に関する
課題について、関係機関と
調整を図り、必要に応じた
対応を継続している。

ー ー ○必要に応じて対応する。
ふん害及び鳴き声などの苦情に対し必要に応じて生活環境課と現地調査を行い、マナーについてのチラシの配布等を行っ
た。
啓発用注意看板の配布（154枚）や年1回広報紙でマナーを守るよう啓発活動を行った。

Ａ 健康課

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

ⅲ
）

空
き
地
・
空
き
家
の
適
正
管
理

ⅳ
）

ペ
ッ

ト
の
適
正
飼
育 生67
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境
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ⅱ
）

ポ
イ
捨
て
の
防
止
等

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

Ａ

令和３年度
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担当 全体

ー生68

地区計画などを活かした
良好な街並みづくり（土
地区画整理事業区域・線
引き変更箇所）

○土地区画整理事業が実施
される区域などにおいて、
良好な街並み整備を進めて
いる。

ー ー
○土地区画整理事業や地区
計画による良好な街並み整
備を実施する。

武蔵引田駅北口土地区画整理事業について、仮換地指定に関する作業を進め、良好な街並み整備に向けて、土地区画整理事
業の推進を図った。

Ａ Ａ 区画整理推進室

ー
○必要に応じて、安全かつ
分かりやすい観光ルートを
整備している。

ー ー
○必要に応じた観光ルート
の整備を実施する。

観光ルートにある観光トイレ、階段、誘導標識等の適切な維持管理を継続して実施するとともに、眺望確保のための森林整
備、観光マップ及びパンフレットによる観光ルートの周知を行った。
また、推奨すべき観光ルートの検討を行うとともに、東京都へ散策路及び遊歩道等の適切な維持管理を要望した。

Ａ 観光まちづくり推進課

ー

○「郷土の恵みの森づくり
事業」の一環として、昔
道、尾根道等の整備を継続
している。

ー ー

○「郷土の恵みの森づくり
事業」の一環として、昔
道、尾根道等の整備を継続
する。

5つの町内会・自治会により昔道・尾根道の整備が8事業行われた。 Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー

○まちづくりに市民が参加
できる仕組み（パブリック
コメントなど）を周知し、
市民参加を促進している。

ー ー
○まちづくりに市民が参加
できる仕組みを広く周知す
る。

・「第二次あきる野市環境基本計画（改訂版）」の作成に伴い、パブリックコメントを行った。
・全市民が対象ではないが、市民及び事業者の参画するあきる野市環境委員会において、「第二次あきる野市環境基本計
画」「生物多様性あきる野戦略」「あきる野市地球温暖化対策地域推進計画」の施策の進捗状況の点検評価を行った外、意
見の聴取を行った。この結果を、環境白書に掲載して公表した。
・「第二次あきる野市環境基本計画（改訂版）」作成に当たり、あきる野市環境委員会から意見聴取を行った。
・あきる野市環境委員会及び生きもの会議について、会議を傍聴できることを市ホームページで周知しているが、傍聴希望
者はいなかった。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー

○まちづくりに市民が参加
できる仕組み（パブリック
コメントなど）を周知し、
市民参加を促進している。

ー ー
○まちづくりに市民が参加
できる仕組みを広く周知す
る。

「あきる野市耐震改修促進計画」について、パブリックコメントを実施し、意見を募集した。 Ａ 都市計画課

ー

○まちづくりに市民が参加
できる仕組み（パブリック
コメントなど）を周知し、
市民参加を促進している。

ー ー
○まちづくりに市民が参加
できる仕組みを広く周知す
る。

具体的にパブコメ等を実施する事案がなかったため、実施していない。 Ａ 区画整理推進室

○省エネに関する情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続し、市民における省エネ
に関する行動の実施率が
75％以上となる（実施率
はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
家庭での省エネに通じる情報
を収集し、情報提供、普及啓
発を図ります

○省エネに関する情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続する。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署やあきる野商工会への情報提供、窓口へのちらし設置、広報掲載等により普
及啓発を図った（東京ゼロエミポイント、令和3年度東京都環境保全資金など）。
・東京都が実施した「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンに協力し、広報とホームページによる周知を行った。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○省エネに関する情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続し、市民における省エネ
に関する行動の実施率が
75％以上となる（実施率
はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
事業所での省エネに通じる情
報を収集し、情報提供、普及
啓発を図ります

○省エネに関する情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続する。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口へのちらし設置等により普
及啓発を図った（エコサポート2021、令和3年度東京都環境保全資金など）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○省エネに関する情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続し、市民における省エネ
に関する行動の実施率が
75％以上となる（実施率
はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
省エネ型生活に取り組みま
しょう

○省エネに関する情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続する。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署やあきる野商工会への情報提供、窓口へのちらし設置、広報掲載等により普
及啓発を図った（東京ゼロエミポイント、令和3年度東京都環境保全資金など）。
・東京都が実施した「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンに協力し、広報とホームページによる周知を行った。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

Ａ

生70
市民参加型のまちづくり
に向けた意識啓発

Ａ

生
活
環
境

生
ー

３
 
緑
あ
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る
快
適
な
ま
ち
づ
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り
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進
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③
 

快
適
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力
あ
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れ
る
ま
ち
づ
く
り

生69
歩きやすいみちづくり
（散策路、遊歩道の整
備）

予定 実績
評価

エネ1
省エネに関する情報収集
や情報提供、普及啓発

Ａ

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境

エ
ネ
ー

１
 
省
エ
ネ
の
推
進

重
点

①
 

家
庭
生
活
や
事
業
活
動
に
お
け
る
省
エ
ネ
の
推
進

ⅰ
）

省
エ
ネ
型
活
動
の
推
進

令和３年度
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担当 全体

エネ1
省エネに関する情報収集
や情報提供、普及啓発

○省エネに関する情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続し、市民における省エネ
に関する行動の実施率が
75％以上となる（実施率
はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
楽しみながら省エネ型生活を
送りましょう

○省エネに関する情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続する。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署やあきる野商工会への情報提供、窓口へのちらし設置、広報掲載等により普
及啓発を図った（東京ゼロエミポイント、令和3年度東京都環境保全資金など）。
・東京都が実施した「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンに協力し、広報とホームページによる周知を行った。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○環境家計簿の普及拡大を
継続し、市民における環境
家計簿の認知度が20％以
上となる（認知度はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化

省エネ型生活10か条や環境
家計簿、省エネモニター制度
のさらなる充実と普及を図り
ます

○環境家計簿の普及拡大を
継続する。

・環境家計簿について、公共施設における配布及び市ホームページにおける公開の継続を実施した。
・省エネモニター制度について、新エネルギー・省エネルギー機器の普及拡大という当初の目的を達成したことから、今後
のあり方を検討し、事業を終了した。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○環境家計簿の普及拡大を
継続し、市民における環境
家計簿の認知度が20％以
上となる（認知度はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
楽しみながら省エネ型生活を
送りましょう

○環境家計簿の普及拡大を
継続する。

・環境家計簿について、公共施設における配布及び市ホームページにおける公開の継続を実施した。
・省エネモニター制度について、新エネルギー・省エネルギー機器の普及拡大という当初の目的を達成したことから、今後
のあり方を検討し、事業を終了した。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

エネ3
エネルギーマネジメント
に関する情報収集や情報
提供、普及啓発

○エネルギーマネジメント
の情報収集や情報提供、普
及啓発を継続している。

温暖化
エネルギーマネジメントの情
報を収集し、情報提供、普及
啓発を図ります

○エネルギーマネジメント
の情報収集や情報提供、普
及啓発を継続する。

国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口への資料設置等により普及啓
発を図った（省エネ最適化診断、経営改善つながる省エネ事例集2021年度など）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○グリーン購入の推進を継
続し、市民における環境に
配慮した消費行動の実施率
が70％以上となる（実施
率はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
環境に配慮した消費行動の情
報を収集し、情報提供、普及
啓発を図ります

○グリーン購入等の環境に
配慮した消費行動の情報収
集や情報提供、普及啓発を
継続する。

国や東京都、他の地方公共団体、企業からの情報提供等を通じ、グリーン購入等に関する情報収集を継続した。このうち、
本市の特性に応じて有効と思われるものについて、情報提供等を行う予定であったが、特に有効と認められるものがなかっ
た。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○グリーン購入の推進を継
続し、市民における環境に
配慮した消費行動の実施率
が70％以上となる（実施
率はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
グリーン購入などの情報を収
集し、情報提供、普及啓発を
図ります

○グリーン購入等の環境に
配慮した消費行動の情報収
集や情報提供、普及啓発を
継続する。

国や東京都、他の地方公共団体、企業からの情報提供等を通じ、グリーン購入等に関する情報収集を継続した。このうち、
本市の特性に応じて有効と思われるものについて、情報提供等を行う予定であったが、特に有効と認められるものがなかっ
た。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○グリーン購入の推進を継
続し、市民における環境に
配慮した消費行動の実施率
が70％以上となる（実施
率はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
環境に配慮した消費行動の情
報を収集し、情報提供、普及
啓発を図ります

○グリーン購入等の環境に
配慮した消費行動の情報収
集や情報提供、普及啓発を
継続する。

ごみ情報誌「へらすぞう」にて、SDGｓをテーマとした記事を掲載し、持続可能な開発目標12「つくる責任、つかう責
任」として、廃棄物処理責任（廃棄時環境負荷の低減）に関する意識啓発を行った。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

○グリーン購入の推進を継
続し、市民における環境に
配慮した消費行動の実施率
が70％以上となる（実施
率はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
グリーン購入などの情報を収
集し、情報提供、普及啓発を
図ります

○グリーン購入等の環境に
配慮した消費行動の情報収
集や情報提供、普及啓発を
継続する。

グリーン購入の重要性について、市広報への掲載（令和4年1月15日号）やごみ分別アプリ「さんあ～る」内で、アプリを
利用する市民に向けて啓発する記事を配信した。（令和3年11月）
また記事の中で、具体的にグリーン購入品の該当有無を検索できる以下のサイトを紹介した。

環境ラベル等データベース（環境省ホームページ内）
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html
エコ商品ねっと（運営：グリーン購入ネットワーク、具体的製品の検索ページ） 　https://gpn.jp/econet/
エコマーク商品検索（運営：公益財団法人日本環境協会、具体的な商品検索ページ）
https://www.ecomark.jp/search/search.php

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境

エ
ネ
ー

１
 
省
エ
ネ
の
推
進

重
点

①
 

家
庭
生
活
や
事
業
活
動
に
お
け
る
省
エ
ネ
の
推
進

ⅰ
）

省
エ
ネ
型
活
動
の
推
進

エネ2
環境家計簿などの普及拡
大

予定 実績
評価

Ａ

ⅱ
）

環
境
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
の
実
践
・
奨
励

エネ4

グリーン購入等の環境に
配慮した消費行動の情報
収集や情報提供、普及啓
発

Ａ

令和３年度
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担当 全体

○クールビズ等の周知と合
わせ省エネの啓発を継続し
ている。

温暖化

エコ活動を推進し、こまめな
消灯やグリーン購入などの環
境に配慮した行動に継続して
取り組みます

○省エネの推進を継続す
る。

エコ活動として、節電・節水・紙の抑制・燃料の抑制・グリーン購入・ごみの減量を掲げ、目標値を設定したチェックシー
トを作成し、各課において毎月実績値を入力の上、達成状況について評価を行うことで、環境に配慮した活動に取り組ん
だ。

Ａ 総務課

○クールビズ等の周知と合
わせ省エネの啓発を継続し
ている。

温暖化
省エネ型生活に取り組みま
しょう

○省エネの推進を継続す
る。

エコ活動として、節電・節水・紙の抑制・燃料の抑制・グリーン購入・ごみの減量を掲げ、目標値を設定したチェックシー
トを作成し、各課において毎月実績値を入力の上、達成状況について評価を行うことで、環境に配慮した活動に取り組ん
だ。

Ａ 総務課

環境に配慮した消費行動
の実践（庁内）

○グリーン購入等の環境に
配慮した消費行動を継続し
ている。

温暖化

エコ活動を推進し、こまめな
消灯やグリーン購入などの環
境に配慮した行動に継続して
取り組みます

○情報の収集や提供、普及
啓発を行い、環境に配慮し
た消費行動の推進を継続す
る。

エコ活動として、節電・節水・紙の抑制・燃料の抑制・グリーン購入・ごみの減量を掲げ、目標値を設定したチェックシー
トを作成し、各課において毎月実績値を入力の上、達成状況について評価を行うことで、環境に配慮した活動に取り組ん
だ。

Ａ 総務課

○グリーン購入等の環境に
配慮した消費行動を継続し
ている。

温暖化
エコ活動を通じて、ごみの発
生抑制や再使用、再生利用に
取り組みます

○情報の収集や提供、普及
啓発を行い、環境に配慮し
た消費行動の推進を継続す
る。

エコ活動として、節電・節水・紙の抑制・燃料の抑制・グリーン購入・ごみの減量を掲げ、目標値を設定したチェックシー
トを作成し、各課において毎月実績値を入力の上、達成状況について評価を行うことで、環境に配慮した活動に取り組ん
だ。

Ａ 総務課

○グリーン購入等の環境に
配慮した消費行動を継続し
ている。

温暖化
省エネ型生活に取り組みま
しょう

○情報の収集や提供、普及
啓発を行い、環境に配慮し
た消費行動の推進を継続す
る。

エコ活動として、節電・節水・紙の抑制・燃料の抑制・グリーン購入・ごみの減量を掲げ、目標値を設定したチェックシー
トを作成し、各課において毎月実績値を入力の上、達成状況について評価を行うことで、環境に配慮した活動に取り組ん
だ。

Ａ 総務課

エネ7
公共施設におけるエネル
ギーマネジメントの実施

○可能な範囲で各施設にお
けるエネルギーマネジメン
トを継続・実施している。

温暖化

第三次地球温暖化防止対策実
行計画やエコ活動により、公
共施設等のエネルギーマネジ
メントに取り組みます

○「第三次地球温暖化防止
対策実行計画」などを通
じ、公共施設におけるエネ
ルギー管理を継続・実施す
る。

「第四次あきる野市地球温暖化対策実行計画」に基づき、公共施設におけるエネルギー使用量の管理を継続し、結果につい
て、市内部で情報共有を図り、公表している。

Ａ Ａ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○再生可能エネルギー技術
等について、情報収集や情
報提供、普及啓発を継続し
ている。

温暖化

再生可能エネルギー技術や省
エネルギー技術などの情報を
収集し、情報提供、普及啓発
を図ります

○再生可能エネルギー技術
等について、情報収集や情
報提供、普及啓発を継続す
る。

国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口への資料設置等により普及啓
発を図った（省エネ最適化診断のご案内など）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○再生可能エネルギー技術
等について、情報収集や情
報提供、普及啓発を継続し
ている。

温暖化

事業所における再生可能エネ
ルギー及び省エネルギーの設
備・機器などの普及拡大を図
ります

○再生可能エネルギー技術
等について、情報収集や情
報提供、普及啓発を継続す
る。

国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口への資料設置等により普及啓
発を図った（省エネ最適化診断のご案内など）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○再生可能エネルギー技術
等について、情報収集や情
報提供、普及啓発を継続し
ている。

温暖化
太陽光で電気をつくりましょ
う

○再生可能エネルギー技術
等について、情報収集や情
報提供、普及啓発を継続す
る。

国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口への資料設置等により普及啓
発を図った（省エネ最適化診断のご案内など）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

Ａ

エネ6 Ａ

環境に配慮した消費行動
の実践（庁内）

エ
ネ
ル
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ー

環
境
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ネ
ー

１
 
省
エ
ネ
の
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進

重
点

①
 

家
庭
生
活
や
事
業
活
動
に
お
け
る
省
エ
ネ
の
推
進

ⅲ
）

市
の
事
務
事
業
に
お
け
る
省
エ
ネ
の
取
組

エネ5
こまめな消灯などの省エ
ネの推進（庁内）

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

Ａ
一
般

②
 

建
物
・
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備
に
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け
る
省
エ
ネ
の
推
進

ⅰ
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

設
備
・
機
器
や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

設

備
・
機
器
の
導
入

エネ8

再生可能エネルギー技術
や省エネルギー技術など
の情報収集や情報提供、
普及啓発

令和３年度
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担当 全体

○家庭における再生可能エネ
ルギー設備等の導入支援を継
続している。

温暖化
家庭における再生可能エネル
ギー及び省エネルギーの設備・
機器などの導入支援を行います

○家庭における再生可能エネ
ルギー設備等の導入支援を継
続する。
○支援制度のあり方につい
て、研究する。

・家庭向けの設備導入の支援制度のあり方について研究した結果、国等による制度の新設や現行制度による導入効果の低減などの理由
により、あきる野市新エネルギー・省エネルギー機器等設置費補助金の交付事業を廃止した。【平成30年度】
・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口への資料設置等により普及啓発を図っ
た（東京ゼロエミポイントなど）。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○家庭における再生可能エネ
ルギー設備等の導入支援を継
続している。

温暖化 太陽光で電気をつくりましょう

○家庭における再生可能エネ
ルギー設備等の導入支援を継
続する。
○支援制度のあり方につい
て、研究する。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口への資料設置等により普及啓発を図っ
た（「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンなど）。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ⅱ
）
建
物
自
体
の
省

エ
ネ
化
の
推
進

エネ10
スマートハウスや省エネ改
修などの情報収集や情報提
供、普及啓発

○スマートハウスや省エネ改
修などの情報収集や情報提
供、普及啓発を継続してい
る。

温暖化

スマートハウスや省エネ型の建
築物、省エネ改修、HEMSや
BEMSなどの情報を収集し、情
報提供、普及啓発を図ります

○スマートハウスや省エネ改
修などの情報収集や情報提
供、普及啓発を継続する。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口への資料設置等により普及啓発を図っ
た（省エネ最適化診断など）。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○再生可能エネルギー設備・
機器の導入資金について情報
を収集し、導入可能性の検討
を継続している。

温暖化
再生可能エネルギー設備・機器
を導入します

○導入に向け、情報収集等を
継続する。

R2あきる野市庁舎空調設備改修工事
　高効率型空調設備の導入工事を実施した。また空調設備等の運転について、AIBEMS（*）と連携した試運転調整を行い、最適化
運転チューニングを実施している。
　　* AIBEMS：機械学習型ビル・エネルギー管理システム

Ａ 施設営繕課

○再生可能エネルギー設備・
機器の導入資金について情報
を収集し、導入可能性の検討
を継続している。

温暖化 太陽光で電気をつくりましょう
○導入に向け、情報収集等を
継続する。

公共施設に再生可能エネルギー設備・機器の導入可能性について、情報収集等を行った。 Ａ 施設営繕課

○省エネルギー設備・機器の
導入資金について情報を収集
し、導入可能性の検討を継続
している。

温暖化
省エネルギー設備・機器を導入
します（街路灯のLED化など）

○導入に向け、情報収集等を
継続する。

公共施設に省エネルギー設備・機器の導入可能性について、調査・研究を行った。
外灯（街路灯）LED改造技術「既存のハウジング（照明を取り付ける部分）をそのまま利用して光源をLEDに交換する技術」に関する
事例研究

Ａ 施設営繕課

○大型街路灯、装飾灯のLED
化を検討している。

温暖化
省エネルギー設備・機器を導入
します（街路灯のLED化など）

○大型街路灯などのLED化を
検討する。

街路灯の新設について、LED灯を設置した。
令和3年度設置数14基。合計8,043基。

Ａ 建設課

エネ13
ESCO事業などによる省エ
ネ改修の実施検討

○関係各課と連携し、施設改
修等の情報を収集するととも
に、ESCO事業の実現可能性
について検討している。

温暖化
ESCO事業などによる省エネ改
修の実施を検討します

○公共施設における光熱水費
を把握し、ESCO事業の実施
可能性を検討する。

学校施設にかかるESCO事業の実現可能性について調査・研究を行った。 Ａ Ａ 施設営繕課

評価

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地域推
進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業 予定 実績
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エネ9
家庭における再生可能エネ
ルギー設備等の導入支援

Ａ

ⅲ
）
公
共
施
設
等
に
お
け
る
取
組

エネ11
再生可能エネルギー設備・
機器の導入

Ａ

エネ12
省エネルギー設備・機器の
導入（街路灯のLED化な
ど）

Ａ

エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境

エ
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ー
１
 
省
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推
進

一
般

②
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物
・
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備
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お
け
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省
エ
ネ
の
推
進

令和３年度
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担当 全体

【再】エコドライブの情
報を収集し、情報提供、
普及啓発を図る

○エコドライブの情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブの情報を収集
し、情報提供、普及啓発を図
ります

○エコドライブの情報提供
を継続する。

・エコドライブの概要について市ホームページに掲載し、普及啓発を図った。
・エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブ
の情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

【再】エコドライブの情
報を収集し、情報提供、
普及啓発を図る

○エコドライブの情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブ技術を身につけ
ましょう

○エコドライブの情報提供
を継続する。

・エコドライブの概要について市ホームページに掲載し、普及啓発を図った。
・エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブ
の情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○エコドライブの普及を推
進し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブの普及を推進し
ます（イベントの実施など）

○エコドライブマグネット
ステッカーの配布など、エ
コドライブの普及を推進す
る。

エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブの
情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○エコドライブの普及を推
進し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブにより、エコド
ライバーになりましょう

○エコドライブマグネット
ステッカーの配布など、エ
コドライブの普及を推進す
る。

エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブの
情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

エネ16

【再】次世代自動車や低
公害車の情報を収集し、
情報提供、普及啓発を図
る

○次世代自動車や低公害車
の情報提供、普及啓発を継
続している。

温暖化
次世代自動車や低燃費車の情
報を収集し、情報提供、普及
啓発を図ります

○次世代自動車や低公害
車、支援制度などの情報を
収集し、必要に応じて情報
提供、普及啓発を図る。

・国、都、企業などから次世代自動車及びその支援制度の情報を収集し、関係部署やあきる野商工会への情報提供、窓口へ
のちらし設置等を行った。
・総務課及び企画政策課と連携し策定した「あきる野市次世代自動車導入計画」に基づき、次世代自動車の導入に着手し
た。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

エネ17

【再】次世代自動車の開
発動向に対応した施策の
実施（水素ステーション
の設置研究など）

○次世代自動車の開発動向
に応じた導入支援や施設整
備を実施している。

ー ー

○次世代自動車の開発動向
について情報収集し、各種
施策の実施の可否を検討す
る。

総務課及び企画政策課と連携し策定した「あきる野市次世代自動車導入計画」に基づき、次世代自動車の導入に着手した。 Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○エコドライブの推進によ
り、公用車の燃料使用量を
平成24年度比で5％以上削
減している（削減率は「第
三次地球温暖化防止対策実
行計画」の推進に伴い把
握）。

温暖化
公用車における燃費管理を徹
底し、エコドライブをより一
層推進します

○「第三次地球温暖化防止
対策実行計画」に基づき、
エコドライブの推進を継続
する。

第四次地球温暖化防止対策実行計画の策定に伴い改定した、職員の業務における省エネ活動（エコ活動）チェック表の活用
を継続し 、庁用車の使用による二酸化炭素排出量等の図示により、エコドライブをより一層推進した。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○エコドライブの推進によ
り、公用車の燃料使用量を
平成24年度比で5％以上削
減している（削減率は「第
三次地球温暖化防止対策実
行計画」の推進に伴い把
握）。

温暖化
エコドライブにより、エコド
ライバーになりましょう

○「第三次地球温暖化防止
対策実行計画」に基づき、
エコドライブの推進を継続
する。

第四次あきる野市地球温暖化対策実行計画の策定に伴い改定した、職員の業務における省エネ活動（エコ活動）チェック表
の活用を継続し 、庁用車の使用による二酸化炭素排出量等の図示により、エコドライブをより一層推進した。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境

エ
ネ
ー

２
 
移
動
手
段
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

重
点

①
 

自
動
車
の
燃
料
使
用
量
の
節
減

ⅰ
）

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
推
進

エネ14

予定 実績
評価

ⅱ
）

次
世
代
自
動
車
等
の
普
及
促
進

ⅲ
）

公
用
車
に
お
け
る
燃
料
使
用
量
の
節
減

エネ18

【再】公用車における燃
費管理を徹底し、エコド
ライブをより一層推進す
る

Ａ

エネ15
【再】エコドライブの普
及を推進する（イベント
の実施など）

Ａ

Ａ

令和３年度
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担当 全体

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施している。

温暖化
職員を対象としたエコドライ
ブ講習会を実施します

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施する。

職員におけるエコドライブの実践は既に定着していると考えられ、エコドライブ講習会は実施していないが、毎月の仕業点
検時において安全運転管理者からエコドライブに努めるよう指導している。

Ａ 総務課

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施している。

温暖化
エコドライブ技術を身につけ
ましょう

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施する。

職員におけるエコドライブの実践は既に定着していると考えられ、エコドライブ講習会は実施していないが、毎月の仕業点
検時において安全運転管理者からエコドライブに努めるよう指導している。

Ａ 総務課

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施している。

温暖化
職員を対象としたエコドライ
ブ講習会を実施します

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施する。

エコドライブ講習会の実施は行っていないが、職員の業務における省エネ活動（エコ活動）チェック表の活用を継続し 、庁
用車の使用による二酸化炭素排出量等の図示により、エコドライブをより一層推進した。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施している。

温暖化
エコドライブ技術を身につけ
ましょう

○必要に応じてエコドライ
ブ講習会を実施する。

エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブの
情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○公用車の購入時に次世代
自動車や低燃費車を導入
し、導入率を45％以上と
する（導入率は「第三次地
球温暖化防止対策実行計
画」の推進に伴い把握）。

温暖化
公用車に次世代自動車や低燃
費車を計画的に導入します

○継続して、公用車への次
世代自動車や低燃費車の導
入を推進する。

電気自動車を2台導入した。 Ａ 総務課

○公用車の購入時に次世代
自動車や低燃費車を導入
し、導入率を45％以上と
する（導入率は「第三次地
球温暖化防止対策実行計
画」の推進に伴い把握）。

温暖化
公用車に次世代自動車や低燃
費車を計画的に導入します

○継続して、公用車への次
世代自動車や低燃費車の導
入を推進する。

消防指令車の更新を行った。
低燃費車の購入を行った。

Ａ 地域防災課

ⅰ
）

移
動
手
段
の
転
換
に
伴

う
効
果
の
周
知

エネ21

【再】移動手段の転換に
よる二酸化炭素排出量の
削減効果に関する情報を
収集し、情報提供、普及
啓発を図る

○移動手段の転換による二
酸化炭素排出量の削減効果
の情報提供を通じて、移動
手段の転換が地球温暖化対
策の一つとなることについ
て普及啓発を図り、市民の
公共交通機関の優先的利用
率を20％以上とする（利
用率はアンケート調査にて
把握）。

温暖化

移動手段の転換による二酸化
炭素排出量の削減効果に関す
る情報を収集し、情報提供、
普及啓発を図ります

○移動手段の転換による二
酸化炭素排出量の削減効果
について、情報提供を継続
する。

二酸化炭素排出量の削減効果を具体的に記載してはいないが、移動手段の転換による省エネについて、市ホームページで紹
介することで普及啓発を図った。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ⅱ
）

公
共
交
通
機
関
の
利
便

性
向
上

エネ22

公共交通事業者と連携
し、公共交通機関の利便
性向上に向けた取組を継
続する

○徒歩や自転車での移動、
公共交通機関の積極的な利
用が継続されている。

温暖化
公共交通事業者と連携し、公
共交通機関の利便性向上に向
けた取組を継続します

○交通事業者との情報共有
を図るとともに、市民ニー
ズを把握するためのアン
ケート調査を実施し、公共
交通機関の利便性向上につ
いて検討する。

平成28年度に「あきる野市公共交通のあり方検討会議」から提出された提言書を踏まえ、市で取りまとめた「あきる野市
公共交通のあり方検討報告書」で示す課題の解消に向け、市民や交通事業者、関係行政機関の職員、市職員による「あきる
野市公共交通検討委員会」を開催し、公共交通の利便性向上や利用促進などについて、情報交換や検討を行った。令和3年
度は、同委員会において下記取組について検討を行い、令和4年3月より公共交通実証実験を開始した。（令和3年度会議開
催回数：3回（うち、1回書面開催））
①中長期的取組として、「るのバスの増発増便」による交通需要の確保について
②短期的取組として、引田・代継・網代区域（公共交通優先検討区域）におけるデマンド交通実証実験の実施について

Ｓ Ｓ 企画政策課

ⅲ
）

自
転
車

の
利
用
拡
大

エネ23
必要に応じて駐輪場を整
備する

○駐輪場の利用状況等に基
づき、駐輪場の整備を実施
している。

温暖化
必要に応じて駐輪場を整備し
ます

○駐輪場の利用状況等に基
づき、駐輪場の整備を実施
する。

東秋留駅北口自転車等駐車場内にあった桜を2本伐採し、駐輪スペースを整備したことにより、収容台数が30台程度拡大さ
れた。

Ａ Ａ 地域防災課

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

予定 実績
評価

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

エネ19

【再】職員を対象とした
エコドライブ講習会を実
施する

Ａ

【再】職員を対象とした
エコドライブ講習会を実
施する

エネ20
【再】公用車に次世代自
動車や低燃費車を計画的
に導入する

Ａ
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担当 全体

エネ24
自転車優遇策の研究及び
検討

○自転車の優遇策につい
て、研究や検討を継続して
いる。

温暖化
自転車の優遇方策を研究及び
検討します

○自転車の優遇策につい
て、研究や検討を継続す
る。

国や東京都、他の地方公共団体、企業からの情報提供等を通じ、自転車の優遇方策について情報収集を継続した（自転車
シェアリングなど）が、本市の特性を踏まえ、活用できるような方策が見出せなかったため、特に検討には至らなかった。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

エネ25
自転車のさらなる有効活
用方策の検討

○自転車のさらなる有効活
用方策について、検討して
いる。

温暖化
自転車のさらなる有効活用方
策を検討します

○自転車のさらなる有効活
用方策について、情報収集
と検討を行う。

国や東京都、他の地方公共団体、企業からの情報提供等を通じ、自転車の優遇方策について情報収集を継続した（自転車
シェアリングなど）が、本市の特性を踏まえ、活用できるような方策が見出せなかったため、特に検討には至らなかった。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○徒歩や自転車での移動、
公共交通機関の積極的な利
用を継続し、公用車の燃料
使用量を平成２４年度比で
５％以上削減する（削減率
は「第三次地球温暖化防止
対策実行計画」の推進に伴
い把握）。

温暖化
エコ活動を通じて、徒歩や自
転車での移動、公共交通機関
の積極的な利用を継続します

○エコ活動等を通じて、徒
歩や自転車での移動、公共
交通機関の積極的利用の奨
励を継続する。

エコ活動を推進し、燃料の抑制を掲げる中で、公共交通機関の利用、自転車の活用及び経済速度での運転等を行ったことに
より、令和3年度の燃料使用量が28,344ℓとなり、平成24年度比で4,397ℓ（13.42％）減少した。

Ａ 総務課

○徒歩や自転車での移動、
公共交通機関の積極的な利
用を継続し、公用車の燃料
使用量を平成２４年度比で
５％以上削減する（削減率
は「第三次地球温暖化防止
対策実行計画」の推進に伴
い把握）。

温暖化
エコ活動を通じて、徒歩や自
転車での移動、公共交通機関
の積極的な利用を継続します

○エコ活動等を通じて、徒
歩や自転車での移動、公共
交通機関の積極的利用の奨
励を継続する。

あきる野市第三次地球温暖化防止対策実行計画を改定した第四次計画の進捗を把握する調査票を作成する際に、市の業務に
おける温室効果ガス排出量の集計とエコ活動の集約を図ることで、職員が庁用車の利用による温室効果ガス排出量を意識し
やすい仕組みを整えた。この調査票の利用を継続し、総務課が行う徒歩や自転車での移動、公共交通機関の積極的利用の奨
励について引き続き支援を行った。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ーエネ27
【再】ごみ会議の運営・
推進

○ごみ会議の活動を継続し
ている。

温暖化

廃棄物減量等推進員の活動を
通じて、ごみの減量等の意識
啓発を図ります（ごみ情報誌
「へらすぞう」の発刊等を含
む）

○ごみ減量化に向けての情
報発信や活動を推進する。

廃棄物減量等推進員の活動を通じて、ごみ減量化の情報発信や活動を行った。
・全体会議開催　5回
・情報誌「へらすぞう」編集会議開催　4回
・情報誌「へらすぞう」の発行　1回
・生ごみ堆肥化講習会開催　3回　36人参加

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ28
【再】ごみ減量・リサイ
クル意識の啓発（「へら
すぞう」の発行）

○「へらすぞう」の発行を
継続している。

温暖化

廃棄物減量等推進員の活動を
通じて、ごみの減量等の意識
啓発を図ります（ごみ情報誌
「へらすぞう」の発刊等を含
む）

○年１回以上「へらすぞ
う」を発行することによ
り、ごみ減量・リサイクル
意識の啓発を行う。

令和4年2月に、年1回の情報誌へらすぞうを発刊し、3月に行政配布を行い、ごみ減量・リサイクル意識の啓発を行った。 Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ29
【再】生ごみリサイクル
の促進

○生ごみ堆肥化容器購入費
補助等の継続とダンポスト
の普及を継続している。

温暖化
生ごみや落ち葉のリサイクル
（堆肥化）の促進に通じる支
援を行います

○生ごみ堆肥化容器購入費
補助、ＥＭ菌生ごみ処理容
器貸与及びダンポストの普
及を継続する。

生ごみ堆肥化の普及のための支援を行った。
・ＥＭ菌生ごみ処理容器貸与　81世帯　158個
・ダンポストの普及　講習会（3回）36人

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ30
【再】落ち葉の堆肥化の
推進

○落ち葉の堆肥化枠の設置
を継続し、落ち葉の堆肥化
の効果を検証している。

温暖化
生ごみや落ち葉のリサイクル
（堆肥化）の促進に通じる支
援を行います

○落ち葉の堆肥化枠の適正
管理を推進する。

資源循環型のモデル事業として、落葉を有効利用するため、落葉の堆肥化枠を市有地の竹で作成し、地域団体等で使用して
いる。これらの活用状況や維持管理の検証を行った。
5基設置（前田公園1基、高尾公園1基、草花公園1基　横沢入2基）
令和3年度は新設なし。
秋の一斉清掃では、町内会等を通じ、落ち葉を木の根元に置き堆肥化することを奨励した。

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ31 【再】水切りの徹底
○生ごみの減量化等に効果
のある水切りの推奨を継続
している。

ー ー
○生ごみの水切りの啓発を
継続する。

情報誌へらすぞうにおいて、ごみ処理経費の他市との比較を行い、「生ごみは出す前にもうひと絞り」というキャッチフ
レーズと共に、日頃からできる減量対策として、生ごみの水切りを紹介した。また、生ごみ堆肥化講習会においても、参加
者にごみの水切りについて啓発活動を行った。

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ32
【再】リサイクルフェア
等のイベントの実施

○リサイクルフェア等のイ
ベントを継続している。

ー ー
○新たなイベント（環境
フェスティバルなど）を実
施する。

環境フェスティバルの開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 Ｂ Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境

エ
ネ
ー

２
 

移
動
手
段
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

一
般

②
 

移
動
手
段
の
転
換
等

ⅲ
）

自
転
車
の
利
用
拡
大

ⅳ
）

市
の
事
務
事
業
に
お
け
る
移
動
手
段
の
転
換
等

エネ26

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

【再】徒歩や自転車での
移動、公共交通機関の積
極的な利用を継続する
（庁内）

Ａ

【

再
掲
】

エ
ネ
ー

３
 

資
源
循
環
型
社
会
の
構
築

重
点

【

再
掲
】

①
 

ご
み
の
発
生
抑
制
に
関
す
る
施
策
（

３
Ｒ
の
推
進
）

令和３年度
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担当 全体

ーエネ33
【再】廃食油の有効利用
の促進

○廃食油石けんの利用推奨
を継続している。

温暖化
学校給食センターによる廃食
油などの有効利用を検討しま
す

○廃食油石けんを作る団体
への支援を継続する。

廃食油を利用した石けんづくりは、1団体（年間1回）が実施した。例年廃食油石けんを配布している環境フェスティバル
がコロナ禍で中止となったため、年2回実施したフードドライブ協力者に御礼として配布するとともに廃食油を下水道に流
さないよう呼びかけを行い、普及啓発を図った。（廃食油石けん配布実績　10月：89個、2月：71個　合計160個）

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

ーエネ34 【再】省資源化の推進

○買物の際のマイバッグの
利用や詰め替え商品の購入
などの地球温暖化対策に配
慮した消費行動を啓発し、
省資源化の推奨を継続して
いる。

ー ー
○マイバッグの利用等の推
奨を継続する。

レジ袋の有料化に伴い、市広報や一斉メール、ごみ情報誌「へらすぞう」への掲載により周知・啓発活動を行い、マイバッ
グの利用促進を継続することができた。

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー
【再】グリーン購入等の
環境に配慮した消費行動
の推進

○環境負荷の少ない商品を
積極的に購入するなど、グ
リーン購入の推進を継続し
ている。

温暖化

エコ活動を推進し、こまめな
消灯やグリーン購入などの環
境に配慮した行動に継続して
取り組みます

○環境に配慮した製品の購
入など、グリーン購入の推
進を継続する。

物品等の購入については、必要性を十分に考慮し環境負荷の低減に努める事業者から、環境に配慮した物品を購入するな
ど、エコ活動を推進した。
また、グリーン購入の重要性について、市広報への掲載（令和4年1月15日号）やごみ分別アプリ「さんあ～る」内で、ア
プリを利用する市民に向けて啓発する記事を配信した（令和3年11月）。記事の中で、具体的にグリーン購入品の該当有無
を検索できるサイトを紹介した。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー

○環境負荷の少ない商品を
積極的に購入するなど、グ
リーン購入の推進を継続し
ている。

温暖化
エコ活動を通じて、ごみの発
生抑制や再使用、再生利用に
取り組みます

○環境に配慮した製品の購
入など、グリーン購入の推
進を継続する。

こまめな消灯や節水などのエコ活動を推進し、環境に配慮した物品の購入など、グリーン購入を積極的に行った。
また、ごみ情報誌「へらすぞう」にて、SDGｓをテーマとした記事を掲載し、持続可能な開発目標12「つくる責任、つか
う責任」として、廃棄物処理責任（廃棄時環境負荷の低減）に関する意識啓発を行った。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー

○環境負荷の少ない商品を
積極的に購入するなど、グ
リーン購入の推進を継続し
ている。

温暖化
省エネ型生活に取り組みま
しょう

○環境に配慮した製品の購
入など、グリーン購入の推
進を継続する。

こまめな消灯や節水などのエコ活動を推進し、環境に配慮した物品の購入など、グリーン購入を積極的に行った。
また、グリーン購入の重要性について、市広報への掲載（令和4年1月15日号）やごみ分別アプリ「さんあ～る」内で、ア
プリを利用する市民に向けて啓発する記事を配信した（令和3年11月）。記事の中で、具体的にグリーン購入品の該当有無
を検索できるサイトを紹介した。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー ○事業者へのごみ減量啓発
を継続している。

温暖化

事業用大規模建築物の所有者
に対する「事業用大規模建築
物における廃棄物の減量及び
再利用に関する計画書」の提
出を継続します

○事業者へのごみの自己処
理原則の啓発を継続するこ
とにより、事業所ごみの減
量を推進する。

「事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」提出事業所に対し、ごみの分別及びリサイクルへ
の積極的な取組などについてのごみ減量啓発を行った。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー ○事業者へのごみ減量啓発
を継続している。

温暖化
中小規模の事業所へのごみ減
量啓発の実施を検討します

○事業者へのごみの自己処
理原則の啓発を継続するこ
とにより、事業所ごみの減
量を推進する。

中小規模の事業所に対し、ごみの分別及びリサイクルへの積極的な取組などについてのごみ減量の啓発を行った。 Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ37
【再】ごみの戸別収集・
有料化の継続

○ごみの戸別収集・有料化
が継続されている。

温暖化
ごみの戸別収集・有料化を継
続します

○ごみの戸別収集・有料化
を継続する。

ごみの戸別収集・有料化を継続した。 Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ38
【再】資源集団回収の推
進

○資源集団回収団体が増加
している。

温暖化
資源集団回収の支援を継続し
ます

○資源集団回収団体に対し
て、奨励金の交付や優良団
体の表彰を継続し、団体数
の増加を図る。

資源集団回収団体の奨励金交付
・登録団体　106団体
・実施回数　816回
・奨励金　21，514，400円

優良団体表彰を実施　優良3団体

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ39 【再】資源回収の充実

○白色トレイの戸別回収・
資源化のほか、現在拠点回
収としているペットボトル
の戸別回収を実施してい
る。

ー ー

○白色トレイの戸別回収・
資源化を行う。
○ペットボトルの戸別回収
を行う。
○資源回収物の種類を増や
すことを検討する。

白色トレイの戸別回収・資源化
・回収量　2ｔ

ペットボトルの戸別回収・資源化（主に繊維の原料などに再生するケミカル・リサイクル）
・回収量　185ｔ

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境

【

再
掲
】

エ
ネ
ー

３
 
資
源
循
環
型
社
会
の
構
築

重
点

【

再
掲
】

①
 

ご
み
の
発
生
抑
制
に
関
す
る
施
策
（

３
Ｒ
の
推
進
）

エネ35

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

一
般

【

再
掲
】

②
 

資
源
循
環
型
社
会
に
向
け
た
シ
ス

テ
ム
づ
く
り

Ａ

【再】グリーン購入等の
環境に配慮した消費行動
の推進

エネ36
【再】事業者へのごみ減
量啓発

Ａ

令和３年度
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担当 全体

ーエネ40
【再】新たなリサイクル
システムの検討

○新たなリサイクルシステ
ムを検討している。

温暖化
リサイクルシステムの構築の
充実を図ります

○熱回収施設を活かしたリ
サイクルシステムの検討を
継続する。

ごみ処理する過程で発生する熱エネルギーにより発電を行い、施設の電力をまかなうとともに、余熱利用システムにより、
一部、場内への給湯を行い、効率的なエネルギーの有効利用をしている。

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ41
【再】放置自転車リサイ
クルの実施

○放置自転車のリサイクル
事業を継続している。

ー ー
○放置自転車のリサイクル
事業を継続する。

市が管理する自転車等駐車場に放置された自転車のリサイクルに向け撤去、保管を実施。
令和3年度 撤去自転車台数　244台（リサイクル用保管自転車122台含む）
　　　　　撤去原付自転車台数　6台
　　　　　リサイクル用自転車台数　1台

Ａ Ａ 地域防災課

ーエネ42
【再】最終処分場掘り起
こし再生

○最終処分場の掘り起こし
再生が継続されている。

ー ー
○最終処分場の掘り起こし
再生を継続し、最終処分場
の延命化を図る。

最終処分場の掘り起こし再生を継続し、最終処分場の延命化を図った。 Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ43
【再】直接搬入ごみの受
入れ

○直接搬入ごみの受入れを
実施している。

ー ー
○直接搬入ごみの受入れを
開始する。単価は周辺市町
村を参考に設定する。

○持ち込みごみ搬入量
・可燃ごみ  169.48ｔ（一般家庭25.62ｔ、許可業者143.86ｔ）
・不燃ごみ　    0.98ｔ（一般家庭のみ）
・粗大ごみ　626.96ｔ（一般家庭のみ）
○持ち込みごみ手数料
・一般家庭：10㎏あたり300円
・許可業者：10㎏あたり400円

Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ44
【再】環境低負荷型の収
集の実現

○ごみ収集業者に対して、
収集車の低公害車への転換
を推奨している。

温暖化
環境低負荷型のごみ収集を実
現します

○ごみ収集業者に対して、
収集車の低公害車への転換
を推奨する。

ごみ収集車両については、NＯｘ・PM低減装置適合車両を使用している。 Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ーエネ45
【再】清掃工場の適正管
理

○清掃工場が適正に管理さ
れ、安定したごみ処理が継
続されている。

ー ー
○定期点検の継続により清
掃工場を適正管理し、長期
使用を図る。

西秋川衛生組合において、環境基準に対応するよう定期的に施設の点検・整備を行った。 Ａ Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

戦略
郷土の恵みの森づくり事業の
推進

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域が主体となる郷土の恵み
の森づくり事業を支援します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域とともに郷土の恵みの森
づくり事業を推進します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画
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令和３年度
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担当 全体

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域の魅力を高める森づくり
（モデルプラン）を推進し、
森の魅力を発信します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
観光振興にもつながる緑を活
かした景観づくりを進めます

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の保全に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○「森林整備計画」等に基
づき、森林の保全に向け、
林業振興・森林保全策を継
続している。

戦略
森林整備計画等に基づく林業
振興・森林保全策の推進

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

○「森林整備計画」等に基
づき、森林の保全に向け、
林業振興・森林保全策を継
続している。

温暖化
森林の適正管理による支援策
の情報を収集し、情報提供を
行います

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

○「森林整備計画」等に基
づき、森林の保全に向け、
林業振興・森林保全策を継
続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

○豊かな森林の保全に向
け、「郷土の恵みの森づく
り事業」を通じて、森林保
全・活用のための整備を継
続している。

戦略
森林保全・活用のための整備
の推進

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○豊かな森林の保全に向
け、「郷土の恵みの森づく
り事業」を通じて、森林保
全・活用のための整備を継
続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○豊かな森林の保全に向
け、森林保全・活用のため
の整備を継続している。

戦略
森林保全・活用のための整備
の推進

○森林再生事業（～H33予
定）、森林循環促進事業
（～H36予定）等を活用
し、森林保全・活用のため
の整備を継続する。

森林再生事業、森林循環促進事業等を活用し、森林保全・活用のための整備を継続した（間伐56.63ha、枝打ち
10.39ha、伐採2.91ha）。

Ａ 農林課

○豊かな森林の保全に向
け、森林保全・活用のため
の整備を継続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○森林再生事業（～H33予
定）、森林循環促進事業
（～H36予定）等を活用
し、森林保全・活用のため
の整備を継続する。

森林再生事業、森林循環促進事業等を活用し、森林保全・活用のための整備を継続した（間伐56.63ha、枝打ち
10.39ha、伐採2.91ha）。

Ａ 農林課

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画
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エネ48
【再】森林保全・活用の
ための整備の推進（森林
の保全）

Ａ

Ａ

エネ47

【再】森林整備計画等に
基づく林業振興・森林保
全策の推進（森林の保
全）

Ａ

令和３年度
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担当 全体

○「森林整備計画」等に基
づき、豊かな森林の創出に
向け、林業振興・森林保全
策の推進を継続している。

戦略
森林整備計画等に基づく林業
振興・森林保全策の推進

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

○「森林整備計画」等に基
づき、豊かな森林の創出に
向け、林業振興・森林保全
策の推進を継続している。

温暖化
森林の適正管理による支援策
の情報を収集し、情報提供を
行います

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

○「森林整備計画」等に基
づき、豊かな森林の創出に
向け、林業振興・森林保全
策の推進を継続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「森林整備計画」に基づ
き、林業振興・森林保全策
を継続する。

「森林整備計画」に基づき、森林再生事業や森林循環促進事業を実施する等、林業振興・森林保全策を継続した。 Ａ 農林課

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

戦略
郷土の恵みの森づくり事業の
推進

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域が主体となる郷土の恵み
の森づくり事業を支援します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域とともに郷土の恵みの森
づくり事業を推進します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
地域の魅力を高める森づくり
（モデルプラン）を推進し、
森の魅力を発信します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
観光振興にもつながる緑を活
かした景観づくりを進めます

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修など、森
林の創出に貢献する「郷土
の恵みの森づくり事業」を
継続・拡大している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。
○「郷土の恵みの森づくり
事業」の参加団体を増や
す。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業
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ⅰ
）

森
林
の
保
全

エネ49

【再】森林整備計画等に
基づく林業振興・森林保
全策の推進（森林の創
出）

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

Ａ

エネ50
【再】郷土の恵みの森づ
くり事業の推進（森林の

創出）
Ａ

令和３年度
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担当 全体

○豊かな森林の創出に向
け、「郷土の恵みの森づく
り事業」を通じて、森林保
全・活用のための整備を継
続している。

戦略
森林保全・活用のための整備
の推進

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○豊かな森林の創出に向
け、「郷土の恵みの森づく
り事業」を通じて、森林保
全・活用のための整備を継
続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

○豊かな森林の創出に向
け、森林保全・活用のため
の整備を継続している。

戦略
森林保全・活用のための整備
の推進

○森林再生事業（～H33予
定）、森林循環促進事業
（～H36予定）等を活用
し、森林保全・活用のため
の整備を継続する。

森林再生事業、森林循環促進事業等を活用し、森林保全・活用のための整備を継続した（間伐56.63ha、枝打ち
10.39ha、伐採2.91ha）。

Ａ 農林課

○豊かな森林の創出に向
け、森林保全・活用のため
の整備を継続している。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○森林再生事業（～H33予
定）、森林循環促進事業
（～H36予定）等を活用
し、森林保全・活用のため
の整備を継続する。

森林再生事業、森林循環促進事業等を活用し、森林保全・活用のための整備を継続した（間伐56.63ha、枝打ち
10.39ha、伐採2.91ha）。 Ａ 農林課

エネ52

【再】市有林を主体とす
る広葉樹林帯を拡大し
（モデル地区による「美
林の里」づくり）、森の
魅力を発信する

○広葉樹林帯を拡大し、森
の魅力を発信している。

温暖化

市有林を主体とする広葉樹林
帯を拡大し（モデル地区によ
る「美林の里」づくり）、森
の魅力を発信します

○森林循環促進事業（～
H36予定）等を活用し、市
有林を主体とする広葉樹林
帯を拡大し、森の魅力を発
信する。

森林循環促進事業等を活用し、市有林を主体とする広葉樹林帯を拡大し、森の魅力を発信した（伐採2.91ha）。 Ａ Ａ 農林課

エネ53
森林の多面的機能の情報
を収集し、情報提供、普
及啓発を図る

○森林の多面的機能の情報
提供や普及啓発を継続し、
森林の多面的機能の認知度
が70％以上となる（認知
度はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
森林の多面的機能の情報を収
集し、情報提供、普及啓発を
図ります

○広報等を通じて森林の多
面的機能の発信を継続す
る。

緑の大切さの広報活動（広報等による保存緑地と公開緑地の指定制度の紹介）、郷土の恵みの森づくり事業、森林再生事
業、森林レンジャーの活動と報告などを通して、森林の多目的機能を発信した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

エネ54
木質バイオマス利活用方
法の研究等の推進

○木質バイオマスの利活用
方法の情報収集と研究を継
続している。

温暖化

郷土の恵みの森構想やバイオ
マスタウン構想、森林整備計
画による森林保全や林業振
興、木質バイオマスの利活用
方法の研究等を推進します

○木質バイオマスの利活用
方法について、情報収集と
研究を継続する。

国や東京都、他の地方公共団体、企業からの情報収集と研究を継続した（森林環境税の展望等）が、木質バイオマス利活用
の最大の課題となっている採算性の確保が見込める制度等がなく、利活用に向けた検討には至らなかった。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

エネ55
カーボン・オフセットの
仕組みづくりや活用方策
について研究する

○カーボン・オフセットの
仕組みづくりの情報収集や
研究を継続している。

温暖化
カーボンオフセットの仕組み
づくりや活用方策について研
究します

○カーボン・オフセットの
仕組みづくりについて、情
報収集と研究を継続する。

国や東京都、他の地方公共団体、企業からの情報収集と研究を継続した（森林環境税の展望等）が、カーボンオフセットに
ついて、利活用に向けた検討には至らなかった。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

Ａ
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エネ51
【再】森林保全・活用の
ための整備の推進（森林
の創出）

予定 実績
評価

令和３年度



- 133 -

担当 全体

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の管理
を実施している。

戦略
公共における生物多様性に配
慮した緑の充実（公共施設や
公園、街路樹の適正管理）

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の管理について、施設管理
者等に呼びかける。

公共施設等における緑のあり方の検討へは至っていないが、施設管理者等に対して、緑の管理における希少種保護への配慮
の呼びかけを継続して行った。特定外来生物クビアカツヤカミキリについては、各施設管理を行う担当部署の職員に対し、
講習会を実施し、当該生物の生態及び被害等について周知を行った。また、調査及び駆除についても継続して依頼を行っ
た。

Ｂ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の管理
を実施している。

温暖化
市が所有する保存緑地や街路
樹、公共施設の樹木などを適
正に管理します

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の管理について、施設管理
者等に呼びかける。

公共施設等における緑のあり方の検討へは至っていないが、施設管理者等に対して、緑の管理における希少種保護への配慮
の呼びかけを継続して行った。特定外来生物クビアカツヤカミキリについては、各施設管理を行う担当部署の職員に対し、
講習会を実施し、当該生物の生態及び被害等について周知を行った。また、調査及び駆除についても継続して依頼を行っ
た。

Ｂ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の拡大
を図っている。

戦略
公共における生物多様性に配
慮した緑の拡大（公共施設や
公園、街路樹の拡大）

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の拡大について、施設管理
者等に呼びかける。

公共施設等における緑のあり方の検討へは至っていないが、施設管理者等に対して、緑の管理における希少種保護への配慮
の呼びかけを継続して行った。特定外来生物クビアカツヤカミキリについては、各施設管理を行う担当部署の職員に対し、
講習会を実施し、当該生物の生態及び被害等について周知を行った。また、調査及び駆除についても継続して依頼を行っ
た。

Ｂ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○生物多様性への配慮のも
と、公共施設等の緑の拡大
を図っている。

温暖化
街路樹や公共施設の樹木を増
やします

○「あきる野市生物多様性
推進委員会」において、公
共施設等における緑のあり
方を検討する。
○生物多様性に配慮した緑
の拡大について、施設管理
者等に呼びかける。

「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」に基づき、工場立地法、中高層建築物及び宅地造成に伴う緑化を指導した。
緑化指導件数32件
内訳　「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」：32件
　　　（工場立地法の届出：0件、緑化計画書の届出12件、宅地造成等に関する届出20件）

Ａ
関係各課

（環境政策課環境政策
係）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

戦略
緑化の推進（工場立地法、ふ
るさとの緑地保全条例・宅地
開発等指導要綱）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」に基づき、工場立地法、中高層建築物及び宅地造成に伴う緑化を指導した。
緑化指導件数32件
内訳　「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」：32件
　　　（工場立地法の届出：0件、緑化計画書の届出12件、宅地造成等に関する届出20件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

温暖化
民間事業者等による開発時の
緑化指導等を行います

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」に基づき、工場立地法、中高層建築物及び宅地造成に伴う緑化を指導した。
緑化指導件数32件
内訳　「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」：32件
　　　（工場立地法の届出：0件、緑化計画書の届出12件、宅地造成等に関する届出20件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

戦略
緑化の推進（工場立地法、ふ
るさとの緑地保全条例・宅地
開発等指導要綱）

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市宅地開発等指導要綱」に基づき、緑化を指導した。 Ａ 都市計画課

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」などに
基づく指導を継続し、緑化
の推進が図られている。

温暖化
民間事業者等による開発時の
緑化指導等を行います

○「工場立地法」や「緑地
保全条例」「あきる野市宅
地開発等指導要綱」に基づ
き、緑化を指導する。

「あきる野市宅地開発等指導要綱」に基づき、緑化を指導した。 Ａ 都市計画課

エネ59

【再】住宅地等の緑化の
推進（苗木配布、グリー
ンカーテンコンテスト
等）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

戦略 住宅地等の緑化の推進

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

Ｂ

エネ57

【再】公共における生物
多様性に配慮した緑の拡
大（公共施設や公園、街
路樹の緑の拡大）

Ａ

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境

エ
ネ
ー

４
 

緑
の
活
用

一
般

②
 

市
街
地
に
お
け
る
緑
を
活
か
し
た
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

【

再
掲
】

ⅰ
）

公
共
施
設
な
ど
の
緑
の
充
実
・
拡
大

エネ56

【再】公共における生物
多様性に配慮した緑の充
実（公共施設や公園、街
路樹の緑の適正管理）

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

【

再
掲
】

ⅱ
）

市
街
地
の
緑
化
の
推
進

エネ58

【再】緑化の推進（工場
立地法、緑地保全条例、
あきる野市宅地開発等指
導要綱）

Ａ

令和３年度
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担当 全体

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化
家庭や事業所で植える樹木を
供給するため、苗木配布事業
を拡大します

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化

グリーンカーテンコンテスト
を継続します（グリーンカー
テン用の苗などの配布を含
む）

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化
グリーンカーテンに取り組み
ましょう

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○住宅地等の緑化を推進す
る取組を継続している。

温暖化
庭に樹木をもう１本植えてみ
ましょう

○（公財）東京都農林水産
振興財団との連携による苗
木配布事業や、グリーン
カーテンコンテストなどの
取組を通じ、住宅地等の緑
化を促進する。

・（公財）東京都農林水産振興財団との連携による苗木配布事業を実施した。
・グリーンカーテン写真募集やゴーヤ苗の無料配布を行い、グリーンカーテンの普及啓発を図った。（ゴーヤの苗配布：公
共施設109ポット、市民591ポット、グリーンカーテンの写真提供：3件）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

エネ60

【再】農地や緑地の多面
的機能の情報を収集し、
情報提供、普及啓発を図
る

○農地や緑地の多面的機能
について、情報収集や普及
啓発を継続し、認知度が
30％以上となる（認知度
はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
農地や緑地の多面的機能の情
報を収集し、情報提供、普及
啓発を図ります

○農地や緑地の多面的機能
について、情報収集・普及
啓発を図る。

・広報等によりグリーンカーテン写真募集を通じて、緑の機能について普及啓発を図った。
・広報等への保存緑地と公開緑地の指定制度の掲載を通じて緑の大切さについて普及啓発を図った。

Ｂ Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

○土砂災害警戒区域等危険
箇所の周知、啓発を継続し
ている。

戦略
住民生活の安全性の確保を前
提とした緑の回復方策の検討

○土砂災害警戒区域等危険
箇所の周知を継続する。

ハザードマップを更新し、全戸配布した。
地図の裏面には様々な災害情報を掲載し、災害への備えについて啓発を行った。

Ａ 地域防災課

○市が所有する崖線の保存
緑地について、適正な管理
を継続している。

戦略
住民生活の安全性の確保を前
提とした緑の回復方策の検討

○周辺の生活環境の保全を
考慮した崖線緑地の適正な
管理を継続する。

・保存緑地の指定制度等を活用し、崖線緑地の保護と適切な管理を行った。
・崖線緑地で崩落防止工事等が行われる場合は、希少種の棲息・生育状況等を調査し、可能な限り緑地の保全を要望する体
制を継続している。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○保存緑地の指定制度を継
続している。

戦略 保存緑地の指定
○保存緑地の指定制度を維
持し、申請等に基づき保存
緑地の指定を行う。

〈保存緑地指定件数等〉
樹木：168本
樹林地：4か所（5,670㎡）
公開緑地：1か所（14,593㎡）
屋敷林：1宅地（20本）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○保存緑地の指定制度を継
続している。

温暖化 保存緑地の管理を支援します
○保存緑地の指定制度を維
持し、申請等に基づき保存
緑地の指定を行う。

〈保存緑地指定件数等〉
樹木：168本
樹林地：4か所（5,670㎡）
公開緑地：1か所（14,593㎡）
屋敷林：1宅地（20本）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○保存緑地の指定制度を継
続している。

温暖化
保存緑地の指定制度を継続し
ます

○保存緑地の指定制度を維
持し、申請等に基づき保存
緑地の指定を行う。

〈保存緑地指定件数等〉
樹木：168本
樹林地：4か所（5,670㎡）
公開緑地：1か所（14,593㎡）
屋敷林：1宅地（20本）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

Ａ

【

再
掲
】

ⅲ
）

崖
線
の
緑
の
回
復
・
充
実

エネ61
【再】住民生活の安全性
の確保を前提とした緑の
回復方策の検討

Ａ

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境

エ
ネ
ー

４
 

緑
の
活
用

一
般

②
 
市
街
地
に
お
け
る
緑
を
活
か
し
た
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

【

再
掲
】

ⅱ
）

市
街
地
の
緑
化
の
推
進

エネ59

【再】住宅地等の緑化の
推進（苗木配布、グリー
ンカーテンコンテスト

等）

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

エネ62 【再】保存緑地の指定 Ａ

令和３年度
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担当 全体

エネ63

地産地消と地球温暖化対
策の関連性について情報
を収集し、情報提供、普
及啓発を図る

○地産地消の効果につい
て、情報提供や普及啓発を
継続し、認知度が50％以
上となる（認知度はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化

地産地消と地球温暖化対策の
関連性について情報を収集
し、情報提供、普及啓発を図
ります

○地球温暖化対策における
地産地消の効果について情
報を収集し、情報発信、普
及啓発を継続する。

地球温暖化対策における地産地消の効果について情報収集を行った。環境フェズティバルが中止となったため、発信及び普
及啓発の機会はなかった。

Ｂ Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

エネ64
【再】地産地消型農業の
推進

○地産地消型農業の推進を
後押しする地元農産物の直
売所を拡充している。

戦略 地産地消型農業の推進
○秋川ファーマーズセン
ターの再整備に向けた検討
を行う。

JAあきがわと連携し再整備へ向けた検討会議を行った。 Ａ Ａ 農林課

○地産地消型農業の推進を
後押しする地元農産物の直
売所を拡充している。

戦略
農畜産物などの地産地消の推
進

○秋川ファーマーズセン
ターの再整備に向けた検討
を行う。

JAあきがわと連携し再整備へ向けた検討会議を行った。 Ａ 農林課

○地産地消型農業の推進を
後押しする地元農産物の直
売所を拡充している。

温暖化
あきる野産の食材について情
報提供を行います

○秋川ファーマーズセン
ターの再整備に向けた検討
を行う。

JAあきがわと連携し再整備へ向けた検討会議を行った。 Ａ 農林課

○地産地消型農業の推進を
後押しする地元農産物の直
売所を拡充している。

温暖化
あきる野産の食材の利用拡大
を検討します

○秋川ファーマーズセン
ターの再整備に向けた検討
を行う。

JAあきがわと連携し再整備へ向けた検討会議を行った。 Ａ 農林課

○森林資源の需要が喚起さ
れている。

戦略
森林資源の需要の喚起（新た
な資源価値の付加・間伐材な
どの積極的活用）

○「あきる野市公共建築物
等における多摩産材利用促
進に関する方針」に基づ
き、多摩産材（地元産材）
の利用拡大を図り、森林資
源の需要を喚起する。

「あきる野市公共建築物等における多摩産材利用促進に関する方針」に基づき、多摩産材（地元産材）の利用拡大を図り、
森林資源の需要を喚起した。
令和3年度の市公共工事等における使用量（使用量が判明しているもの）及び件数：11.60㎥、18件

Ａ 農林課

○森林資源の需要が喚起さ
れている。

温暖化 地元産材の使用を支援します

○「あきる野市公共建築物
等における多摩産材利用促
進に関する方針」に基づ
き、多摩産材（地元産材）
の利用拡大を図り、森林資
源の需要を喚起する。

「あきる野市公共建築物等における多摩産材利用促進に関する方針」に基づき、多摩産材（地元産材）の利用拡大を図り、
森林資源の需要を喚起した。
令和3年度の市公共工事等における使用量（使用量が判明しているもの）及び件数：11.60㎥、18件

Ａ 農林課

○森林資源の需要が喚起さ
れている。

温暖化
地元産材の使用拡大に向けた
取組を進めます

○「あきる野市公共建築物
等における多摩産材利用促
進に関する方針」に基づ
き、多摩産材（地元産材）
の利用拡大を図り、森林資
源の需要を喚起する。

「あきる野市公共建築物等における多摩産材利用促進に関する方針」に基づき、多摩産材（地元産材）の利用拡大を図り、
森林資源の需要を喚起した。
令和3年度の市公共工事等における使用量（使用量が判明しているもの）及び件数：11.60㎥、18件

Ａ 農林課

○使用可能な箇所について
地元産材を使用するよう努
めている。

戦略
公共施設における地元産材の
使用促進

○可能な範囲での地元産材
の使用を継続する。

・R3若葉第2学童クラブ新設工事
　内装仕上げ材の一部に地元産材を使用した。
・R3西秋留小学校特別支援教室棟改修工事
　内装仕上げ材の一部に地元産材を使用した。

Ａ 施設営繕課

○使用可能な箇所について
地元産材を使用するよう努
めている。

温暖化
公共施設等における地元産材
の積極的な使用を推進します

○可能な範囲での地元産材
の使用を継続する。

・R3若葉第2学童クラブ新設工事
　内装仕上げ材の一部に地元産材を使用した。
・R3西秋留小学校特別支援教室棟改修工事
　内装仕上げ材の一部に地元産材を使用した。

Ａ 施設営繕課

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境

エ
ネ
ー

４
 

緑
の
活
用

一
般

③
 

地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
な
が
る
地
産
地
消
の
推
進

ⅰ
）

農
畜
産
物
に
関
す
る
も
の

Ａ

予定 実績
評価

Ａ

エネ67
【再】公共施設における
地元産材の使用促進

Ａ

エネ65
【再】農畜産物などの地
産地消の推進

ⅱ
）

地
元
産
材
に
関
す
る
も
の

エネ66

【再】森林資源の需要の
喚起（新たな資源価値の
付加、間伐材などの積極
的活用）

令和３年度
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担当 全体

人1
生活環境に関する情報の収
集・提供

○新たな環境問題など生活環
境に関する情報収集を継続
し、必要に応じて情報提供を
行っている。

ー ー
○生活環境に関する情報収集
等を実施し、必要に応じて情
報提供を行う。

国、都などの情報収集を行った。特に、大気汚染防止法改正があったことから、建物等の解体・リフォームにかかる石綿含有建材の事
前調査については、広報や掲示物、商工会を通じて情報提供を行った。

Ａ Ａ
生活環境課

（生活環境係）

○省エネに関する情報収集や
情報提供、普及啓発を継続
し、市民における省エネに関
する行動の実施率が75％以上
となる（実施率はアンケート
調査にて把握）。

温暖化
家庭での省エネに通じる情報を
収集し、情報提供、普及啓発を
図ります

○省エネに関する情報収集や
情報提供、普及啓発を継続す
る。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署やあきる野商工会への情報提供、窓口へのちらし設置、広報掲載等により普及啓発を
図った（東京ゼロエミポイント、令和3年度東京都環境保全資金など）。
・東京都が実施した「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンに協力し、広報とホームページによる周知を行った。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○省エネに関する情報収集や
情報提供、普及啓発を継続
し、市民における省エネに関
する行動の実施率が75％以上
となる（実施率はアンケート
調査にて把握）。

温暖化
事業所での省エネに通じる情報
を収集し、情報提供、普及啓発
を図ります

○省エネに関する情報収集や
情報提供、普及啓発を継続す
る。

国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口へのちらし設置等により普及啓発を図っ
た（エコサポート2021、令和3年度東京都環境保全資金など）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○省エネに関する情報収集や
情報提供、普及啓発を継続
し、市民における省エネに関
する行動の実施率が75％以上
となる（実施率はアンケート
調査にて把握）。

温暖化
省エネ型生活に取り組みましょ
う

○省エネに関する情報収集や
情報提供、普及啓発を継続す
る。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署やあきる野商工会への情報提供、窓口へのちらし設置、広報掲載等により普及啓発を
図った（東京ゼロエミポイント、令和3年度東京都環境保全資金など）。
・東京都が実施した「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンに協力し、広報とホームページによる周知を行った。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○省エネに関する情報収集や
情報提供、普及啓発を継続
し、市民における省エネに関
する行動の実施率が75％以上
となる（実施率はアンケート
調査にて把握）。

温暖化
楽しみながら省エネ型生活を送
りましょう

○省エネに関する情報収集や
情報提供、普及啓発を継続す
る。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署やあきる野商工会への情報提供、窓口へのちらし設置、広報掲載等により普及啓発を
図った（東京ゼロエミポイント、令和3年度東京都環境保全資金など）。
・東京都が実施した「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンに協力し、広報とホームページによる周知を行った。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人3
【再】エネルギーマネジメ
ントに関する情報収集や情
報提供、普及啓発

○エネルギーマネジメントの
情報収集や情報提供、普及啓
発を継続している。

温暖化
エネルギーマネジメントの情報
を収集し、情報提供、普及啓発
を図ります

○エネルギーマネジメントの
情報収集や情報提供、普及啓
発を継続する。

国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口への資料設置等により普及啓発を図った
（省エネ最適化診断、経営改善つながる省エネ事例集2021年度など）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○グリーン購入の推進を継続
し、市民における環境に配慮
した消費行動の実施率が70％
以上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
環境に配慮した消費行動の情報
を収集し、情報提供、普及啓発
を図ります

○グリーン購入等の環境に配
慮した消費行動の情報収集や
情報提供、普及啓発を継続す
る。

国や東京都、他の地方公共団体、企業からの情報提供等を通じ、グリーン購入等に関する情報収集を継続した。このうち、本市の特性
に応じて有効と思われるものについて、情報提供等を行う予定であったが、特に有効と認められるものがなかった。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○グリーン購入の推進を継続
し、市民における環境に配慮
した消費行動の実施率が70％
以上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
グリーン購入などの情報を収集
し、情報提供、普及啓発を図り
ます

○グリーン購入等の環境に配
慮した消費行動の情報収集や
情報提供、普及啓発を継続す
る。

国や東京都、他の地方公共団体、企業からの情報提供等を通じ、グリーン購入等に関する情報収集を継続した。このうち、本市の特性
に応じて有効と思われるものについて、情報提供等を行う予定であったが、特に有効と認められるものがなかった。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○グリーン購入の推進を継続
し、市民における環境に配慮
した消費行動の実施率が70％
以上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
環境に配慮した消費行動の情報
を収集し、情報提供、普及啓発
を図ります

○グリーン購入等の環境に配
慮した消費行動の情報収集や
情報提供、普及啓発を継続す
る。

ごみ情報誌「へらすぞう」にて、SDGｓをテーマとした記事を掲載し、持続可能な開発目標12「つくる責任、つかう責任」として、
廃棄物処理責任（廃棄時環境負荷の低減）に関する意識啓発を行った。

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル係）

○グリーン購入の推進を継続
し、市民における環境に配慮
した消費行動の実施率が70％
以上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
グリーン購入などの情報を収集
し、情報提供、普及啓発を図り
ます

○グリーン購入等の環境に配
慮した消費行動の情報収集や
情報提供、普及啓発を継続す
る。

グリーン購入の重要性について、市広報への掲載（令和4年1月15日号）やごみ分別アプリ「さんあ～る」内で、アプリを利用する市
民に向けて啓発する記事を配信した。（令和3年11月）
また記事の中で、具体的にグリーン購入品の該当有無を検索できる以下のサイトを紹介した。

環境ラベル等データベース（環境省ホームページ内） 　http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html 　
エコ商品ねっと（運営：グリーン購入ネットワーク、具体的製品の検索ページ） 　https://gpn.jp/econet/ 　
エコマーク商品検索（運営：公益財団法人日本環境協会、具体的な商品検索ページ） 　
https://www.ecomark.jp/search/search.php

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル係）

評価

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地域推
進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業 予定 実績

人2
【再】省エネに関する情報
収集や情報提供、普及啓発

Ａ

人4

【再】グリーン購入等の環
境に配慮した消費行動の情
報収集や情報提供、普及啓
発

Ａ
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担当 全体

人5
地球温暖化や対策に関す
る情報収集、情報提供

○地球温暖化やその対策に
関する情報提供を継続して
いる。

温暖化
地球温暖化やその対策に関す
る情報をとりまとめ、提供し
ます

○地球温暖化やその対策に
関する情報提供を継続す
る。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署やあきる野商工会への情報提供、窓口へのちらし設置、広報掲載等により普
及啓発を図った。
・東京都が実施した「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンに協力し、広報とホームページによる周知を行った。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。
・エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブ
の情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○エコドライブの情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブの情報を収集
し、情報提供、普及啓発を図
ります

○エコドライブの情報提供
を継続する。

・エコドライブの概要について市ホームページに掲載し、普及啓発を図った。
・エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブ
の情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○エコドライブの情報収集
や情報提供、普及啓発を継
続し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブ技術を身につけ
ましょう

○エコドライブの情報提供
を継続する。

・エコドライブの概要について市ホームページに掲載し、普及啓発を図った。
・エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブ
の情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人7

【再】移動手段の転換に
よる二酸化炭素排出量の
削減効果に関する情報を
収集し、情報提供、普及
啓発を図る

○移動手段の転換による二酸
化炭素排出量の削減効果の情
報提供を通じて、移動手段の
転換が地球温暖化対策の一つ
となることについて普及啓発
を図り、市民の公共交通機関
の優先的利用率を20％以上と
する（利用率はアンケート調
査にて把握）。

温暖化

移動手段の転換による二酸化
炭素排出量の削減効果に関す
る情報を収集し、情報提供、
普及啓発を図ります

○移動手段の転換による二
酸化炭素排出量の削減効果
について、情報提供を継続
する。

二酸化炭素排出量の削減効果を具体的に記載してはいないが、移動手段の転換による省エネについて、市ホームページで紹
介することで普及啓発を図った。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人8

【再】次世代自動車や低
公害車の情報を収集し、
情報提供、普及啓発を図
る

○次世代自動車や低公害車
の情報提供、普及啓発を継
続している。

温暖化
次世代自動車や低燃費車の情
報を収集し、情報提供、普及
啓発を図ります

○次世代自動車や低公害
車、支援制度などの情報を
収集し、必要に応じて情報
提供、普及啓発を図る。

・国、都、企業などから次世代自動車及びその支援制度の情報を収集し、関係部署やあきる野商工会への情報提供、窓口へ
のちらし設置等を行った。
・総務課及び企画政策課と連携し策定した「あきる野市次世代自動車導入計画」に基づき、次世代自動車の導入に着手し
た。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人9
【再】スマートハウスや
省エネ改修などの情報収
集や情報提供、普及啓発

○スマートハウスや省エネ
改修などの情報収集や情報
提供、普及啓発を継続して
いる。

温暖化

スマートハウスや省エネ型の
建築物、省エネ改修、HEMS
やBEMSなどの情報を収集
し、情報提供、普及啓発を図
ります

○スマートハウスや省エネ
改修などの情報収集や情報
提供、普及啓発を継続す
る。

・国、都、企業等から情報を収集し、関係部署や事業者（あきる野商工会）への情報提供、窓口への資料設置等により普及
啓発を図った（省エネ最適化診断など）。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人10
【再】森林の多面的機能
の情報を収集し、情報提
供、普及啓発を図る

○森林の多面的機能の情報
提供や普及啓発を継続し、
森林の多面的機能の認知度
が70％以上となる（認知
度はアンケート調査にて把
握）。

温暖化
森林の多面的機能の情報を収
集し、情報提供、普及啓発を
図ります

○広報等を通じて森林の多
面的機能の発信を継続す
る。

緑の大切さの広報活動（広報等による保存緑地と公開緑地の指定制度の紹介）、郷土の恵みの森づくり事業、森林再生事
業、森林レンジャーの活動と報告などを通して、森林の多目的機能を発信した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業
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人6
【再】エコドライブの情
報を収集し、情報提供、
普及啓発を図る

予定 実績
評価

内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

Ａ

令和３年度
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担当 全体

○打ち水や散水の効果につ
いて、情報提供・普及啓発
を行っている。

温暖化 打ち水や散水に取り組みます
○打ち水や散水の効果の情
報提供・普及啓発を検討・
実施する。

東京都の打ち水支援事業について、庁内の関係部署へ情報提供した。 Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

○打ち水や散水の効果につ
いて、情報提供・普及啓発
を行っている。

温暖化
打ち水や散水の効果について
情報を収集し、情報提供、普
及啓発を図ります

○打ち水や散水の効果の情
報提供・普及啓発を検討・
実施する。

東京都の打ち水支援事業について、庁内の関係部署へ情報提供した。 Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

○クールシェア・ウォーム
シェアについて、情報提
供・普及啓発を行ってい
る。

温暖化
クールシェアとウォームシェ
アに取り組みます

○クールシェアやウォーム
シェアの情報提供・普及啓
発を検討・実施する。

総務課と連携し、市の公共施設に掲示するクールビズやウォームビズの掲示物及び市職員の職員証にクールチョイスのロゴ
を記載することで、市として省エネを推奨している姿勢を周知し、クールシェアやウォームシェアのための公共施設の利用
について支援した。このように、組織体制が十分でないため仕組みづくりの検討には至っていないが、クールシェア・
ウォームシェアを奨励する取組を行った。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○クールシェア・ウォーム
シェアについて、情報提
供・普及啓発を行ってい
る。

温暖化
クールシェアやウォームシェ
アについて情報を収集し、情
報提供、普及啓発を図ります

○クールシェアやウォーム
シェアの情報提供・普及啓
発を検討・実施する。

総務課と連携し、市の公共施設に掲示するクールビズやウォームビズの掲示物及び市職員の職員証にクールチョイスのロゴ
を記載することで、市として省エネを推奨している姿勢を周知し、クールシェアやウォームシェアのための公共施設の利用
について支援した。このように、組織体制が十分でないため仕組みづくりの検討には至っていないが、クールシェア・
ウォームシェアを奨励する取組を行った。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

○クールシェア・ウォーム
シェアについて、情報提
供・普及啓発を行ってい
る。

温暖化
公共施設におけるクールシェ
アやウォームシェアの取組を
進めます

○クールシェアやウォーム
シェアの情報提供・普及啓
発を検討・実施する。

総務課と連携し、市の公共施設に掲示するクールビズやウォームビズの掲示物及び市職員の職員証にクールチョイスのロゴ
を記載することで、市として省エネを推奨している姿勢を周知し、クールシェアやウォームシェアのための公共施設の利用
について支援した。このように、組織体制が十分でないため仕組みづくりの検討には至っていないが、クールシェア・
ウォームシェアを奨励する取組を行った。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人13
低炭素街区や低炭素地区
の形成に関する情報収集
や情報提供を行う

○低炭素街区や低炭素地区
の形成について情報収集を
図るとともに、必要に応じ
て情報提供を行っている。

温暖化
低炭素街区や低炭素地区の形
成について情報収集などを行
います

○低炭素街区や低炭素地区
の形成について情報収集を
図るとともに、必要に応じ
て情報提供を行う。

現実的な方策を見出すことはできなかったが、国、都、企業等から情報収集を継続した（低炭素まちづくり計画策定や都市
機能の集約化に関する支援制度、先進市の事例等）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人14
エネルギーの面的利用
（熱融通など）に関する
情報の収集・提供

○熱融通などについて、情
報収集と必要に応じた情報
提供を行っている。

温暖化
エネルギーの面的利用（熱融
通など）について情報収集な
どを行います

○熱融通などについて、情
報収集と必要に応じた情報
提供を行う。

現実的な方策を見出すことはできなかったが、国、都、企業等から情報収集を継続した（「大都市におけるエネルギーの面
的利用に関する事例集」からの情報収集）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人15 【再】森の魅力発信

○森の魅力の発信を通じ
て、森が市民の共通の財産
と認識され、森の多面的機
能の認知度が70％以上と
なる（認知度はアンケート
調査にて把握）。

戦略 森の魅力発信
○広報等を通じて森の魅力
を発信する。

広報及び市ホームページにおいて、「森林レンジャーがゆく」を9回掲載、森林レンジャーあきる野新聞を12回発行し、森
の状況、動植物の状況など森の魅力を発信した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

予定 実績
評価

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

人11
打ち水や散水の効果に関
する情報収集や情報提
供、普及啓発を図る

Ｂ

人12

クールシェア・ウォーム
シェアに関する情報収集
や情報提供、普及啓発を
図る

Ａ
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担当 全体

人16
【再】みどりの大切さの
発信

○みどりの大切さの発信を
通じて、みどりの大切さが
認識され、森の多面的機能
の認知度が70％以上とな
る（認知度はアンケート調
査にて把握）。

戦略 みどりの大切さの発信
○広報等を通じてみどりの
大切さを発信する。

・広報等によるグリーンカーテンの普及啓発を通じて、みどりの大切さを発信した。
・広報等への保存緑地と公開緑地の指定制度の掲載を通じて、みどりの大切さを発信した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人17
【再】農地の環境面から
の機能の発信

○「あきる農を知り隊」等
体験事業を継続している。

戦略
農地の環境面からの機能の発
信

○農業体験を継続する。 新型コロナウィルス感染症の影響により中止とした。 Ｂ Ｂ 農林課

【再】生物多様性の概念
や生態系サービスの重要
性の発信（湧き水の重要
性も含む）

○生物多様性の概念や生態
系サービスの重要性、湧き
水の重要性を発信してい
る。

戦略
生物多様性の概念や生態系
サービスの重要性の発信（湧
き水の重要性も含む。）

○広報等を通じて、生物多
様性の概念や生態系サービ
スの重要性を発信する。

広報等への外来種（アライグマ、ハクビシン、クビアカツヤカミキリ、オオキンケイギク、オオブタクサ）が生態系に及ぼ
す影響等の掲載を通じて、生物多様性の概念等について発信した。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

【再】生物多様性の概念
や生態系サービスの重要
性の発信（湧き水の重要
性も含む）

○生物多様性の概念や生態
系サービスの重要性、湧き
水の重要性を発信してい
る。

戦略
生物多様性の概念や生態系
サービスの重要性の発信（湧
き水の重要性も含む。）

○湧き水の重要性を発信す
る。

ホームページで湧き水の重要性を発信した。 Ａ
生活環境課

（生活環境係）

人19
「屋根貸し制度」の情報
の収集・提供

○「屋根貸し制度」につい
て、情報収集や情報提供を
継続している。

温暖化
「屋根貸し制度」で太陽光発
電を増やしましょう

○「屋根貸し制度」につい
て、情報収集と情報提供を
継続する。

・国や東京都、他の地方公共団体、企業からの情報収集を継続したが、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の価格見直
し等の要因から、屋根貸し制度が一段落したこともあり、特に有効な方策は見出せなかった。
・国、都、企業等から情報を収集し、窓口へのちらし設置等により普及啓発を図った（東京都ソーラー屋根台帳など）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人20
【再】市民などによる調
査の結果の収集

○市民などによる調査結果
を収集している。

戦略
市民などによる調査の結果の
収集

○調査結果の提供などにつ
いて、市民などと調整す
る。

市民から特定の生物の目撃情報を募り、分布調査や外来種対策に活用した（アライグマ24件、ハクビシン32件、シカ7
件、その他哺乳類4件、鳥類1件、カエル類4件、ヘビ類10件、クビアカツヤカミキリ66件。※受付数のため、誤認等も含
む。）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人21
【再】生物多様性に関す
る各種情報の整理・集約

○各種情報の整理と集約が
なされている。

戦略 各種情報の整理・集約
○収集した情報の整理・集
約を図る。

・外来生物であるアライグマ・ハクビシンの捕獲状況及びクビアカツヤカミキリの成虫及び被害木の目撃情報を整理し、分
布状況を把握した。
・あきる野市版レッドリストの作成を通じて、市内に生息・生育する鳥類及び植物の情報を整理・集約した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人22
【再】生物目録の作成・
更新

○調査により生息・生育が
確認された生物について、
目録の作成及び更新を行う
仕組みを構築している。

戦略 生物目録の作成・更新

○調査により生息・生育が
確認された生物の情報を集
約し、生物目録の作成と更
新の仕組みを検討する。

あきる野市版レッドリストの作成過程で、市内に生育する希少な植物の目録を作成した。
※　生物目録は、あきる野市版レッドリストの作成過程で作成し、その後、レッドリストの更新過程で更新される仕組みと
なっている（平成29年度実績）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人23
【再】生物種の生活史等
の調査研究を支援する仕
組みづくりの検討

○調査研究を支援する仕組
みづくりの可否について検
討し、方向性を示してい
る。

戦略
生物種の生活史等の調査研究
を支援する仕組みづくりの検
討

○調査研究を支援する仕組
みづくりについて、情報収
集し、方策を検討する。

・調査研究又は保護活動について情報収集し、関連団体や個人へ周知及び協力の呼び掛けを行った。
・市民等から、生物の調査・研究に関して知見の提供を求められた場合には、自然環境調査部会や森林レンジャーあきる野
を紹介するなどして支援を行った。
・クビアカツヤカミキリ被害地を研究機関や企業等に試験地として提供することで、同種の調査の進展に寄与した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業
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人18 Ａ
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担当 全体

人24
【再】各種リーフレット
の作成・公開

○リーフレットを作成し、
生物多様性に関する情報等
を発信している。

戦略
各種リーフレットなどの作
成・公開

○発信が必要となる情報の
有無に応じて、リーフレッ
トを作成・公開（配布）す
る。

・あきる野市生物多様性保全条例のリーフレット及び知って守ろうあきる野の自然のリーフレットを、窓口等で配布した
（配布枚数は不明）。
・哺乳類、両生類、爬虫類、鳥類のあきる野市版レッドリストをリーフレットに準ずる資料として市ホームページで公開し
た。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人25
【再】水と緑のマップの
充実

○No.11（自11）の地図
情報化した情報等を基に、
周知用のマップを作成して
いる。

戦略 水と緑のマップの充実

○各種情報の公開の可否も
含めて周知用のマップの作
成について検討し、作成す
る。

・あきる野市版レッドリストの作成過程において、希少種の情報公開について検討した。
・クビアカツヤカミキリの被害分布マップを作り、市ホームページ上で公開した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人26

【再】生物多様性に関す
る講演会の実施（生物多
様性に対する意識啓発を
目的とした講座の実施）

○生物多様性に関する講演
会を実施している。

戦略

生物多様性に関する講演会の
実施（生物多様性に関する意
識啓発を目的とした講座の実
施）

○必要に応じて講演会を実
施する。

講演会は実施していないが、生物多様性に係る情報発信、啓発等を行った。 Ｃ Ｃ
環境政策課

（環境政策係）

人27 環境白書の作成
○環境白書の作成を継続し
ている。

ー ー
○環境白書の作成を継続す
る

令和2年度の取組の成果をまとめた環境白書を作成した。 Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー
○講演会などを通じて、市
内活動団体の情報交換や情
報発信が行われている。

戦略
人が集まり情報交換・発信す
るための場の創出

○講演会など市内の活動団
体が情報交換や情報発信を
行う場の創出を図る。

環境フェスティバルを開催しようとしたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止した。 Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

ー
○講演会などを通じて、市
内活動団体の情報交換や情
報発信が行われている。

温暖化
地球温暖化対策について、研
究や活動実績を発表する場の
設置について検討します

○講演会など市内の活動団
体が情報交換や情報発信を
行う場の創出を図る。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、環境フェスティバルが中止になったことにより、機会がなかった。 Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

ー人29
市内活動団体の活動状況
や実績の共有化の推進

○市内活動団体の活動状況
や実績について、情報収集
などを行う方策を確立して
いる。

戦略
活動団体の情報収集と共有化
の推進

○市内活動団体の活動状況
などについて、情報収集の
方策を検討する。

・あきる野市版レッドリストの作成や生息地等保全協定の検討などの生物多様性関係業務において、市内で生物の調査をし
ている団体や個人について、資料収集等を行った。
・環境フェスティバルを開催し、市内活動団体の出展や来場を見込んでいたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、中止となった。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー人30
【再】生物多様性情報公
開用ウェブサイトの作成

○インターネットを通じて
生物多様性に関する情報を
発信している。

戦略
生物多様性情報公開用ウェブ
サイトの作成

○インターネットを通じて
生物多様性に関する情報を
発信する（生物多様性に関
する情報発信ページの整備
など）。

・外来種（アライグマ、ハクビシン）の対策について、これらの特徴や影響、わなの貸出しなどを掲載したページの内容を
更新した。
・外来種（オオキンケイギク、オオブタクサ、クビアカツヤカミキリ）の対策について、これらの特徴や影響、駆除の方
法、分布などを掲載したページの内容を更新した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー人31
図書館における環境情報
コーナーの充実

○資料の収集や展示など、
環境に対する市民の関心を
高める活動を継続してい
る。

ー ー
○資料の収集や展示など、
環境に対する市民の関心を
高める活動を継続する。

【中央図書館】                                                【五日市図書館】
・資料の展示（6月・104タイトル）                  ・資料の展示（6月・43タイトル）
 　　対象：一般                                                        対象：一般
 　　テーマ：環境                                                     テーマ：環境・エコ
・資料の収集                                                   ・資料の収集
 　　環境関連資料の受入　合計59冊                         環境関連資料の受入　合計38冊
・リユース本の提供（7,774冊）                        ・リユース本の提供（2,528冊）
 　　対象：利用者                                                     対象：利用者
 　　目的：図書館資料の再活用                                  目的：図書館資料の再活用
 
 
【東部図書館エル】                                          【増戸分室】
・資料の展示（6月・44タイトル）                     ・リユース本の提供（1,121冊）
　　対象：一般                                                         対象：利用者
　　テーマ：環境                                                      目的：図書館資料の再活用
・資料の収集
　　環境関連資料の受入　合計32冊
・リユース本の提供（2,129冊）
 　　対象：利用者
 　　目的：図書館資料の再活用

Ａ Ａ 図書館

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

ⅲ
）

情
報
の
発
信

②
 
情
報
等
を
共
有
す
る
機
会
の
創
出

人28
人が集まり、情報の交換
や発信を行う場の創出

実績
評価

人
の
活
動

人
ー

１
 

情
報
の
共
有

一
般

①
 
環
境
に
関
す
る
情
報
収
集
や
情
報
提
供

予定

Ｂ

令和３年度
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担当 全体

○家庭や地域等と連携し、
豊かな自然環境を活かす環
境教育を継続している。

戦略
小中学校における環境教育の
継続

○全小学校において小宮ふ
るさと自然体験学校を活用
した教育活動を継続する。
○環境月間（毎年６月）に
おいて各学校の実態に応じ
た取組を継続する。

市内小学校10校において、第3学年は7校、第4学年は3校が、4月下旬から11月上旬にかけて実施した。森林レンジャー
と一緒に地域を散策し、自然や環境についての専門的な話を聞き、地域の自然について理解を深めることができた。

Ａ 指導室

○家庭や地域等と連携し、
豊かな自然環境を活かす環
境教育を継続している。

温暖化
地球温暖化に関する環境教育
を継続します

○全小学校において小宮ふ
るさと自然体験学校を活用
した教育活動を継続する。
○環境月間（毎年６月）に
おいて各学校の実態に応じ
た取組を継続する。

環境フェスティバルにおいて、地球温暖化に関する展示等を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
環境フェスティバルが中止になったことにより、機会がなかった。

Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

○家庭と連携して食に関す
る指導の充実を図ってい
る。

戦略 食育の推進

○各学校において体育科・
保健体育科、家庭科、技
術・家庭科等を中心に食に
関する指導を計画的に実施
する。

食に関する年間指導計画に基づき、次の教科等の時間において食育を推進した。
・小学校低学年：生活科、特別の教科道徳、特別活動
・小学校中学年：社会、理科、体育（保健領域）、総合的な学習
・小学校高学年：社会、理科、体育（保健領域）、総合的な学習、家庭科
・中学校：保健体育科、家庭科等

Ａ 指導室

○家庭と連携して食に関す
る指導の充実を図ってい
る。

温暖化
あきる野産の食材を活かした
食に関する指導を推進します

○各学校において体育科・
保健体育科、家庭科、技
術・家庭科等を中心に食に
関する指導を計画的に実施
する。

あきる野産の食材を活かした食に関する指導は、全校で、あきる野市献立会議等を中心に給食指導の中で行っている。ま
た、小学校では、学校の実態に応じて、米作り体験や大根・のらぼう等の農業体験を実施した。

Ａ 指導室

○児童・生徒の食育に関す
る知識及び理解度の向上を
図っている。

戦略 食育の推進

○食育リーダー連絡会を定
期的に開催し、各学校の取
組について情報交換するこ
とで、食に関する指導の充
実を図る。
○栄養教諭及び栄養職員
が、児童・生徒の実態に即
した食育の授業を実施し、
行動の変容を促すための工
夫を継続する。

・体力向上推進委員会の食育担当連絡会を紙面の情報交換にて1回開催した。
　各小中学の取組などについて同メンバーが紙面にまとめた資料を市に提出した。提出された資料を各校に配り各学校で情
報共有を図ることができた。

・食に関する指導・授業の実施
　平成27年度から市内全小学校及び一部の中学校で栄養教諭による食育授業を実施することができた。今後は学校が主体
となって同授業を実施できるようなことも視野に入れ展開していく。
【目標・内容】
　・食事の重要性（食事の重要性や喜び、楽しさを理解する。）
　・心身の健康（心身の成長や健康保持増進の上で、望ましい栄養や食事のとり方を理解し自ら管理していく能力を身につ
ける。）
　・食品選択能力（正しい知識や情報に基づき食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身につける。）
　・感謝の心（食物を大切にするとともに、生産等に係わる人々へ感謝する心をもつ。）
　・社会性（食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身につける。）
　・食文化（各地域の産物、食文化や食に係わる歴史等を理解し、尊敬するこころをもつ。）

Ａ 学校給食課

○児童・生徒の食育に関す
る知識及び理解度の向上を
図っている。

温暖化
あきる野産の食材を活かした
食に関する指導を推進します

○食育リーダー連絡会を定
期的に開催し、各学校の取
組について情報交換するこ
とで、食に関する指導の充
実を図る。
○栄養教諭及び栄養職員
が、児童・生徒の実態に即
した食育の授業を実施し、
行動の変容を促すための工
夫を継続する。

・体力向上推進委員会の食育担当連絡会を紙面の情報交換にて1回開催した。
　各小中学校の取組などについて同メンバーが紙面にまとめた資料を市に提出した。提出された資料を各校に配り情報共有
を図ることができた。

・食に関する指導・授業の実施
　平成27年度から市内全小学校及び一部の中学校で栄養教諭による食育授業を実施することができた。今後は学校が主体
となって同授業を実施できるようなことも視野に入れ展開していく。
【目標・内容】
　・食事の重要性（食事の重要性や喜び、楽しさを理解する。）
　・心身の健康（心身の成長や健康保持増進の上で、望ましい栄養や食事のとり方を理解し自ら管理していく能力を身につ
ける。）
　・食品選択能力（正しい知識や情報に基づき食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身につける。）
　・感謝の心（食物を大切にするとともに、生産等に係わる人々へ感謝する心をもつ。）
　・社会性（食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身につける。）
　・食文化（各地域の産物、食文化や食に係わる歴史等を理解し、尊敬するこころをもつ。）

Ａ 学校給食課

人34
小中学校で活用できる教
材の作成

○小中学校で活用できる生
物多様性に関する教材が完
成している。

戦略
小中学校で活用できる教材の
作成

○掲載内容などの情報収集
を行い、適切な時期を捉え
て教材を作成する。

生物の生息情報の収集等を継続し、小中学校向けに特化してはいないが、レッドリスト及び外来種対策等について市民全体
を対象とした資料を作成したほか、広報及びホームページ等により周知した。また、リーフレット「知って守ろう　あきる
野の自然」を希望する小学校に配布した。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

人
の
活
動

人
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２
 
人
材
の
育
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重
点

①
 
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
達
の
育
成

ⅰ
）

小
中
学
校
に
お
け
る
環
境
教
育
の
継
続

人32

予定 実績
評価

小中学校における環境教
育の継続

Ａ

人33
小中学校における食育の

推進
Ａ

令和３年度
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担当 全体

②
 
後
継
者
等
の
育

成

ⅱ
）
後
継
者
の
育
成

人43
有害鳥獣対策などにつなが
る資格更新などの支援

○「あきる野の農と生態系を
守り隊」事業を継続してい
る。

戦略
有害鳥獣対策などにつながる資
格更新などの支援

○「あきる野の農と生態系を
守り隊」事業を継続する。

あきる野の農と生態系を守り隊の会員に対し、免許取得に対する補助やワナの無料貸し出しを実施し、事業継続した。
・保険加入代金補助金　25件　47,100円
・技能講習代金補助金　  6件　76,200円
・免許更新時診断書料補助金　8件　26,800円
・わな貸出件数（箱わな）　7件

Ａ Ａ 農林課

ー人44
リユースなどの普及啓発イ
ベント（リサイクルフェア
など）を実施する

○リユースの推奨を継続して
いる。

温暖化
リユースなどの普及啓発イベン
ト（リサイクルフェアなど）を
実施します

○各種イベントで、リユース
食器等の使用推奨を継続す
る。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、環境フェスティバルが中止になったことにより、機会がなかった。 Ｂ Ｂ
生活環境課

（清掃・リサイクル係）

ー

○エコドライブの普及を推進
し、市民におけるエコドライ
ブの実施率が70％以上となる
（実施率はアンケート調査に
て把握）。

温暖化
エコドライブの普及を推進しま
す（イベントの実施など）

○エコドライブマグネットス
テッカーの配布など、エコド
ライブの普及を推進する。

エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブの情報提供や
普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー

○エコドライブの普及を推進
し、市民におけるエコドライ
ブの実施率が70％以上となる
（実施率はアンケート調査に
て把握）。

温暖化
エコドライブにより、エコドラ
イバーになりましょう

○エコドライブマグネットス
テッカーの配布など、エコド
ライブの普及を推進する。

エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブの情報提供や
普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー
○参加型イベントを実施して
いる。

戦略

参加型イベントの検討・実施
（川遊びのマナー向上、清掃活
動、食に関するものなども含
む。）

○参加型イベントを検討・実
施する。

・未就学児と保護者の自然体験活動：小さな子どものためのおさんぽ会を実施した（述べ83人参加）。
・河川生物調査「ガサガサで生き物探し」を実施した（コロナ対策で市民参加は中止）。
・グリーンカーテンの普及拡大を図る取組：グリーンカーテン写真募集（3人参加）を実施した。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー
○参加型イベントを実施して
いる。

戦略

参加型イベントの検討・実施
（川遊びのマナー向上、清掃活
動、食に関するものなども含
む。）

○参加型イベントを検討・実
施する。

廃棄物減量等推進員の活動を通じて、ごみ減量化の情報発信や活動を行った。
・全体会議開催　5回
・情報誌「へらすぞう」編集会議開催　4回
・情報誌「へらすぞう」の発行　1回
・生ごみ堆肥化講習会開催　3回　36人参加

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル係）

ー人47
生物多様性を体験できるイ
ベントの実施

○生物多様性を体験できるイ
ベントを実施している。

戦略
生物多様性を体験できるイベン
トの実施

○生物多様性を体験できるイ
ベントを実施する。

・外来植物駆除イベント：オオブタクサ除去作戦を実施したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため市民参加は中止し、各職員が
別日程で除草作業を行った。
・平井川において水辺の生き物調査「ガサガサで生き物探し」を実施したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市民参加は中
止して調査員のみの参加となった。
・小さな子どものためのおさんぽ会を実施し、未就学児における環境教育を継続した（実施回数：3回、参加者数：延べ83人、新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のため中止した回数：6回）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー人48
小峰ビジターセンターや河
川管理者などとの連携によ
るイベントの実施

○小峰ビジターセンターなど
と連携したイベントが実施さ
れている。

戦略
小峰ビジターセンターや河川管
理者などとの連携によるイベン
トの実施

○各種イベントを実施する場
所として、小峰公園や河川な
どを検討し、イベントを実施
する。

・小峰公園を所管する小峰ビジターセンターと連携し、8月に小峰公園にて「小さな子どものためのおさんぽ会（特別企画）」を実施
する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となった。
・河川管理者と連携し、外来植物駆除イベント：オオブタクサ除去作戦を実施したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため市民参
加は中止し、各職員が別日程で除草作業を行った。
・河川管理者への周知及び許可の下、平井川において水辺の生き物調査「ガサガサで生き物探し」を実施したが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、市民参加は中止して調査員のみの参加となった。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー人49 食育の推進

○学校給食への地場産農産物
供給を継続している。
○家庭と連携して食に関する
指導の充実を図っている。

戦略 食育の推進
○学校給食課に地場産農産物
供給を継続する。

秋川ファーマーズセンターと協力して学校給食に地場産農産物を継続して供給した。（人参、たまねぎ、長ネギ、なす、かぼちゃ、さ
つまいも、白菜、大根、こぼう、のらぼう菜、とうもろこし等）

Ａ Ａ 農林課

評価

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地域推
進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業 予定 実績

人45
【再】エコドライブの普及
を推進する（イベントの実
施など）

Ａ

人46

参加型イベントの検討・実
施（川遊びのマナー向上、
清掃活動、食に関するもの
なども含む）

Ａ
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担当 全体
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後
継
者
の
育
成

人43
有害鳥獣対策などにつな
がる資格更新などの支援

○「あきる野の農と生態系
を守り隊」事業を継続して
いる。

戦略
有害鳥獣対策などにつながる
資格更新などの支援

○「あきる野の農と生態系
を守り隊」事業を継続す
る。

あきる野の農と生態系を守り隊の会員に対し、免許取得に対する補助やワナの無料貸し出しを実施し、事業継続した。
・保険加入代金補助金　25件　47,100円
・技能講習代金補助金　  6件　76,200円
・免許更新時診断書料補助金　8件　26,800円
・わな貸出件数（箱わな）　7件

Ａ Ａ 農林課

ー人44
リユースなどの普及啓発
イベント（リサイクル
フェアなど）を実施する

○リユースの推奨を継続し
ている。

温暖化
リユースなどの普及啓発イベ
ント（リサイクルフェアな
ど）を実施します

○各種イベントで、リユー
ス食器等の使用推奨を継続
する。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、環境フェスティバルが中止になったことにより、機会がなかった。 Ｂ Ｂ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー

○エコドライブの普及を推
進し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブの普及を推進し
ます（イベントの実施など）

○エコドライブマグネット
ステッカーの配布など、エ
コドライブの普及を推進す
る。

エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブの
情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー

○エコドライブの普及を推
進し、市民におけるエコド
ライブの実施率が70％以
上となる（実施率はアン
ケート調査にて把握）。

温暖化
エコドライブにより、エコド
ライバーになりましょう

○エコドライブマグネット
ステッカーの配布など、エ
コドライブの普及を推進す
る。

エコドライブ宣言の実施に伴う「森っこサンちゃんエコドライブマグネットステッカー」の配布を通じて、エコドライブの
情報提供や普及啓発を継続した。（配布枚数：3枚（累計：504枚））

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー ○参加型イベントを実施し
ている。

戦略

参加型イベントの検討・実施
（川遊びのマナー向上、清掃
活動、食に関するものなども
含む。）

○参加型イベントを検討・
実施する。

・未就学児と保護者の自然体験活動：小さな子どものためのおさんぽ会を実施した（述べ83人参加）。
・河川生物調査「ガサガサで生き物探し」を実施した（コロナ対策で市民参加は中止）
・グリーンカーテンの普及拡大を図る取組：グリーンカーテン写真募集（3人参加）を実施した。
・うちエコ診断を実施し、市民が家庭の省エネについて専門家から指導を受ける機会を作った（参加者：3人）。

Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー ○参加型イベントを実施し
ている。

戦略

参加型イベントの検討・実施
（川遊びのマナー向上、清掃
活動、食に関するものなども
含む。）

○参加型イベントを検討・
実施する。

廃棄物減量等推進員の活動を通じて、ごみ減量化の情報発信や活動を行った。
・全体会議開催　5回
・情報誌「へらすぞう」編集会議開催　4回
・情報誌「へらすぞう」の発行　1回
・生ごみ堆肥化講習会開催　3回　36人参加

Ａ
生活環境課

（清掃・リサイクル
係）

ー人47
生物多様性を体験できる
イベントの実施

○生物多様性を体験できる
イベントを実施している。

戦略
生物多様性を体験できるイベ
ントの実施

○生物多様性を体験できる
イベントを実施する。

・外来植物駆除イベント：オオブタクサ除去作戦を実施したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため市民参加は中止
し、各職員が別日程で除草作業を行った。
・平井川において水辺の生き物調査「ガサガサで生き物探し」を実施したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市
民参加は中止して調査員のみの参加となった。
・小さな子どものためのおさんぽ会を実施し、未就学児における環境教育を継続した（実施回数：3回、参加者数：延べ83
人、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止した回数：6回）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー人48
小峰ビジターセンターや
河川管理者などとの連携
によるイベントの実施

○小峰ビジターセンターな
どと連携したイベントが実
施されている。

戦略
小峰ビジターセンターや河川
管理者などとの連携によるイ
ベントの実施

○各種イベントを実施する
場所として、小峰公園や河
川などを検討し、イベント
を実施する。

・小峰公園を所管する小峰ビジターセンターと連携し、8月に小峰公園にて「小さな子どものためのおさんぽ会（特別企
画）」を実施する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となった。
・河川管理者と連携し、外来植物駆除イベント：オオブタクサ除去作戦を実施したが、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため市民参加は中止し、各職員が別日程で除草作業を行った。
・河川管理者への周知及び許可の下、平井川において水辺の生き物調査「ガサガサで生き物探し」を実施したが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、市民参加は中止して調査員のみの参加となった。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー人49 食育の推進

○学校給食への地場産農産
物供給を継続している。
○家庭と連携して食に関す
る指導の充実を図ってい
る。

戦略 食育の推進
○学校給食課に地場産農産
物供給を継続する。

秋川ファーマーズセンターと協力して学校給食に地場産農産物を継続して供給した。（人参、たまねぎ、長ネギ、なす、か
ぼちゃ、さつまいも、白菜、大根、こぼう、のらぼう菜、とうもろこし等）

Ａ Ａ 農林課

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

人
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Ａ

予定 実績
評価

③
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（
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）

人45
【再】エコドライブの普
及を推進する（イベント
の実施など）

Ａ

人46

参加型イベントの検討・
実施（川遊びのマナー向
上、清掃活動、食に関す
るものなども含む）

令和３年度
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担当 全体

ー

○学校給食への地場産農産
物供給を継続している。
○家庭と連携して食に関す
る指導の充実を図ってい
る。

温暖化
あきる野産の食材を活かした
食に関する指導を推進します

○学校給食課に地場産農産
物供給を継続する。

市内直売所や給食センター等と連携して、年間を通じて地場産野菜を提供した。 Ａ 農林課

ー

○学校給食への地場産農産
物供給を継続している。
○家庭と連携して食に関す
る指導の充実を図ってい
る。

戦略 食育の推進

○食育リーダー連絡会を定
期的に開催し、各学校の取
組について情報交換するこ
とで、食に関する指導の充
実を図る。
○給食試食会や夏休み料理
教室など食育推進の啓発活
動、地場産食材の有効活用
を継続する。

学校給食課

ー

○学校給食への地場産農産
物供給を継続している。
○家庭と連携して食に関す
る指導の充実を図ってい
る。

温暖化
あきる野産の食材を活かした
食に関する指導を推進します

○食育リーダー連絡会を定
期的に開催し、各学校の取
組について情報交換するこ
とで、食に関する指導の充
実を図る。
○給食試食会や夏休み料理
教室など食育推進の啓発活
動、地場産食材の有効活用
を継続する。

学校給食課

人50 環境委員会の運営
○環境委員会の運営を継続
している。

戦略 環境委員会の運営 ○環境委員会を運営する。 あきる野市環境委員会を運営した（会議2回）。 Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人51
あきる野市生きもの会議
の運営

○「あきる野市生きもの会
議」の運営を継続してい
る。

戦略
市民・事業者・市などによる
組織の設置

○「あきる野市生きもの会
議」を運営し、下部組織で
ある部会設置の必要性につ
いて検討する。

あきる野市生きもの会議の下部組織である植物部会を開催し、あきる野市版レッドリスト（植物）に掲載する希少種につい
て検討を行った（会議回数：1回）。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

人52
あきる野市地球温暖化対
策地域協議会の運営

○「あきる野市地球温暖化
対策地域協議会」を運営し
ている。

温暖化

家庭（市民）、事業所（事業
者）、市（行政）による地球
温暖化対策の検討などを行う
組織を設置します

○国や東京都の地球温暖化
対策の動向を考慮しなが
ら、「あきる野市地球温暖
化対策地域協議会」を設置
し、運営する。

現在のところ、組織の設置には至っていないが、「あきる野市環境委員会」の活動を通じて地球温暖化対策に関わる取組
（グリーンカーテン講習会、「知る」活動における学習会）を行う予定としていた。しかしながら、新型コロナウイルス感
染拡大防止により中止となったため、実施できなかった。

Ｂ Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

人53
秋川流域ジオパーク推進
会議の運営

○秋川流域ジオパーク推進
会議の運営を継続してい
る。

戦略
秋川流域ジオパーク推進会議
の運営

○秋川流域ジオパーク推進
会議を運営する。

秋川流域ジオパーク推進事業の後継事業である秋川流域持続可能なツーリズム推進事業として、秋川流域Eツーリズム推進
検討会を開催した。

・秋川流域Eツーリズム推進検討会　2回（書面）

Ｂ Ｂ 観光まちづくり推進課

ⅱ
）

活
動
団
体
へ
の
支
援

人54
生物多様性保全等の活動
を支援する仕組みの検討

○「郷土の恵みの森づくり
事業交付金」の交付など、
生物多様性の維持・向上に
つながる支援措置を継続し
ている。

戦略
生物多様性の活動を支援する
仕組みの検討

○「郷土の恵みの森づくり
事業交付金」の交付など、
生物多様性の維持・向上に
つながる支援措置を継続す
る。

郷土の恵みの森づくり事業交付金については、昔道・尾根道補修等事業の8事業、景観整備維持管理事業の13事業に交付金
を交付した。また、ホタルの里づくりの会への補助金を4団体、ホタルの保全活動として1団体へ委託をするなど支援を
行った。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

①
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備

ⅰ
）

各
種
委
員
会
等
の
運
営

予定 実績
評価

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

食育の推進 Ａ

○体力向上推進委員会の食育担当連絡会を紙面の情報交換にて1回開催した。
　各小中学校の取組などについて同メンバーが紙面にまとめた資料を市に提出した。提出された資料を各校に配り情報共有
を図ることができた。

○給食試食会は開催を中止した。（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）

○夏休み料理教室は開催を中止した。（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）
　
○地場産食材の活用による学校給食への提供
　農林課、JA、ファーマーズセンター等と連携し、地場産農産物の供給を図るとともに、地場産
食材による学校給食への有効活用（地産地消）を継続実施した。
・秋川地区：176回／10,663㎏
・五日市地区：54回／1,860㎏

Ａ
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人49
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重
点

令和３年度
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担当 全体

ー 森林サポートレンジャー
の継続

○森林サポートレンジャー
の活動を継続している。

戦略
森林サポートレンジャーあき
る野の継続

○森林サポートレンジャー
の活動を継続するととも
に、登録人数の増加に取り
組む。

町内会・自治会との協働により、郷土の恵みの森づくりを推進するため、市内外の森づくりに関心のあるボランティアで組
織する「森林サポートレンジャーあきる野」が、町内会・自治会が行う昔道や尾根道の補修、景観整備に支援を行った。こ
の「森林サポートレンジャーあきる野」は、市職員のほかに森づくりに関心のある市内外の個人・企業・団体で構成（令和
4年3月末現在109人）されており、1回の活動に10人が参加した。

Ｂ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー 森林サポートレンジャー
の継続

○森林サポートレンジャー
の活動を継続している。

温暖化
森林サポートレンジャー制度
を充実します

○森林サポートレンジャー
の活動を継続するととも
に、登録人数の増加に取り
組む。

町内会・自治会との協働により、郷土の恵みの森づくりを推進するため、市内外の森づくりに関心のあるボランティアで組
織する「森林サポートレンジャーあきる野」が、町内会・自治会が行う昔道や尾根道の補修、景観整備に支援を行った。こ
の「森林サポートレンジャーあきる野」は、市職員のほかに森づくりに関心のある市内外の個人・企業・団体で構成（令和
4年3月末現在109人）されており、1回の活動に10人が参加した。

Ｂ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修などの
「地域との協働による森づ
くり事業」を継続してい
る。

戦略
森づくりにおける町内会・自
治会などの連携

○「地域との協働による森
づくり事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修などの
「地域との協働による森づ
くり事業」を継続してい
る。

温暖化
地域が主体となる郷土の恵み
の森づくり事業を支援します

○「地域との協働による森
づくり事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修などの
「地域との協働による森づ
くり事業」を継続してい
る。

温暖化
地域とともに郷土の恵みの森
づくり事業を推進します

○「地域との協働による森
づくり事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修などの
「地域との協働による森づ
くり事業」を継続してい
る。

温暖化
観光振興にもつながる緑を活
かした景観づくりを進めます

○「地域との協働による森
づくり事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー

○地域との協働による昔道
及び尾根道の補修などの
「地域との協働による森づ
くり事業」を継続してい
る。

温暖化
森林の保全や適正管理、森林
整備を進めましょう

○「地域との協働による森
づくり事業」を継続する。

生物多様性連携保全活動計画に基づき、町内会、自治会が取り組む郷土の恵みの森づくり事業を支援した。令和3年度は、
14の町内会・自治会等が取り組んだ昔道・尾根道の整備事業の8事業、景観整備事業の13事業に交付金を交付した。これ
らの事業の実施により、武蔵五日市駅から瀬音の湯までのコースをはじめ、既存の登山道などとあわせていくつかのコース
が維持されている。これに加え、景観整備により植樹した樹木等は生長してきており、ハイキング等で訪れる観光客の目を
楽しませている。また、菅生地区においては、関係団体との合意書に基づく森づくりが進められており、持続可能な里山づ
くりに取り組んだ。

Ａ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー

○森林サポートレンジャー
の活動の場である「郷土の
恵みの森づくり事業」を継
続している。

戦略
市民参加の森づくり事業の推
進（ボランティアの育成・活
用の仕組みづくり）

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。

町内会・自治会との協働により、郷土の恵みの森づくりを推進するため、市内外の森づくりに関心のあるボランティアで組
織する「森林サポートレンジャーあきる野」が、町内会・自治会が行う昔道や尾根道の補修、景観整備に支援を行った。こ
の「森林サポートレンジャーあきる野」は、市職員のほかに森づくりに関心のある市内外の個人・企業・団体で構成（令和
4年3月末現在109人）されており、1回の活動に10人が参加した。

Ｂ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー

○森林サポートレンジャー
の活動の場である「郷土の
恵みの森づくり事業」を継
続している。

温暖化
森林サポートレンジャー制度
を充実します

○「郷土の恵みの森づくり
事業」を継続する。

町内会・自治会との協働により、郷土の恵みの森づくりを推進するため、市内外の森づくりに関心のあるボランティアで組
織する「森林サポートレンジャーあきる野」が、町内会・自治会が行う昔道や尾根道の補修、景観整備に支援を行った。こ
の「森林サポートレンジャーあきる野」は、市職員のほかに森づくりに関心のある市内外の個人・企業・団体で構成（令和
4年3月末現在109人）されており、1回の活動に10人が参加した。

Ｂ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー

○東京都による森づくりを
支援する「森づくり支援俱
楽部」をＰＲするなど、市
民参加の森づくり事業を継
続している（ボランティア
の育成や活用の仕組みづく
り）。

戦略
市民参加の森づくり事業の推
進（ボランティアの育成・活
用の仕組みづくり）

○「森づくり支援倶楽部」
のＰＲ、イベント等によ
り、市民参加の森づくり事
業を推進する。

「森づくり支援倶楽部」の会報誌配付やとうきょう林業サポート隊のポスター掲出等、市民参加の森づくり事業を推進し
た。

Ａ 農林課

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業 内容・目標 種別 事業

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

実績
評価

人
の
活
動

人
ー

３
 
協
働
体
制
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②
 

協
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予定

令和３年度
（平成33年度）

人57

市民参加の森づくり事業
の推進（ボランティアの
育成や活用の仕組みづく
り）

Ａ

人55 Ｂ

人56
森づくりにおける町内
会・自治会などの連携

Ａ

令和３年度
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担当 全体

ー人58
菅生地区をモデルとした
「産学公連携による森づ
くり事業」の推進

○菅生地区における「産学
公連携による森づくり事
業」が継続され、様々な主
体が協働している。

戦略
菅生地区をモデルとした産学
公連携の森づくりの推進

○多様な主体の連携のも
と、菅生地区における「産
学公連携による森づくり事
業」を継続する。

産学公連携による菅生地区をモデルとした森づくりについては、一定の目的を達成したことから、令和2年度をもって終了
した。令和3年度からは、市が主体となり、産学公連携による森づくりで得たノウハウを活用し、大沢地区では、豊かな里
山へ再生することを目的として、関係団体と連携し、多様な生物が生息する里地里山の再生と保全に向けた森づくりを進め
た。

Ｆ Ｆ
環境政策課

（環境の森推進係）

ー人59
遊休農地の活用方法の検
討・推進（市民、学校農
園）

○生産コスト削減・効率化
のために、農地集積の推進
を継続している。

戦略
遊休農地の活用方法の検討・
推進（市民、学校農園）

○農地集積を推進する。 適正な生産緑地制度（特定生産緑地指定の手続き）の運用を行い、良好な都市環境の形成に努めた。 Ａ Ａ 農林課

ー人60 ふるさと農援隊の継続
○「ふるさと農援隊」を継
続している。

戦略 ふるさと農援隊の継続

○農業を通じて体を動か
し、生きがいを感じられる
場を提供することにより、
市民の健康増進と介護予防
を推進する。

農業を通じて体を動かし、生きがいを感じられる場を提供することにより、市民の健康増進と介護予防を推進するため、農
地の貸与等を行った。
・渕上農地　45区画
・五日市農地　18区画
・引田農地　8区画
・合計　71区画

Ａ Ａ 高齢者支援課

ー人61
あきる野の農と生態系を
守り隊の継続

○「あきる野の農と生態系
を守り隊」事業を継続して
いる。

戦略 農と生態系を守り隊の継続
○「あきる野の農と生態系
を守り隊」事業を継続す
る。

あきる野の農と生態系を守り隊の会員に対し、免許取得に対する補助やワナの無料貸し出しを実施し、事業継続した。
・保険加入代金補助金　25件　47,100円
・技能講習代金補助金　  6件　76,200円
・免許更新時診断書料補助金　8件　26,800円
・わな貸出件数（箱わな）　7件

Ａ Ａ 農林課

ー人62

流域の一体的な保全（平
井川流域連絡会への参画
など河川管理者との連携
による河川管理）

○平井川流域連絡会への参
画などを継続している。

戦略

流域の一体的な保全（平井川
流域連絡会への参画などの河
川管理者との連携による河川
管理）

○平井川流域連絡会への参
画などを継続する。

平井川流域連絡会への参画を継続した（会議回数：2回）。 Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー人63 アダプト制度の運用
○アダプト制度の継続・周
知に向け、広報掲載等を継
続している。

戦略 アダプト制度の運用
○アダプト制度に関する広
報掲載等を継続する。

アダプト制度合意団体により、道路・公園等ごみ拾い等を実施した。アダプト制度合意団体数：5団体 Ａ Ａ 管理課

ー人64
打ち水や散水を奨励する
仕組みづくり

○打ち水や散水を奨励する
仕組みづくりを検討してい
る。

温暖化
打ち水や散水を奨励する仕組
みづくりを行います

○打ち水や散水を奨励する
仕組みづくりについて検討
する。

・東京都の打ち水支援事業について、庁内の関係部署へ情報提供した。
・組織体制が十分でないため仕組みづくりの検討には至っていないが、打ち水や散水を奨励する取組を行った。

Ｂ Ｂ
環境政策課

（環境政策係）

ー人65
クールシェア・ウォーム
シェアを奨励する仕組み
づくり

○クールシェア・ウォーム
シェアを奨励する仕組みづ
くりを検討している。

温暖化
クールシェアやウォームシェ
アを奨励する仕組みづくりを
行います

○クールシェア・ウォーム
シェアを奨励する仕組みづ
くりについて検討する。

・総務課と連携し、市の公共施設に掲示するクールビズやウォームビズの掲示物及び市職員の職員証にクールチョイスのロ
ゴを記載することで、市として省エネを推奨している姿勢を周知し、クールシェアやウォームシェアのための公共施設の利
用について支援した。
・このように、組織体制が十分でないため仕組みづくりの検討には至っていないが、クールシェア・ウォームシェアを奨励
する取組を行った。

Ａ Ａ
環境政策課

（環境政策係）

ー
○ライトダウンキャンペー
ンについて、参加の呼びか
けを行っている。

温暖化
ライトダウンキャンペーンに
参加します

○ライトダウンキャンペー
ンへの参加の呼びかけを行
う。

環境省において目的を達成したとして、ライトダウンキャンペーンが終了したことに伴い、本市においてもライトダウンの
呼びかけを終了した。

Ｆ
環境政策課

（環境政策係）

ー
○ライトダウンキャンペー
ンについて、参加の呼びか
けを行っている。

温暖化
ライトダウンキャンペーンの
情報提供をするとともに、参
加を呼びかけます

○ライトダウンキャンペー
ンへの参加の呼びかけを行
う。

環境省において目的を達成したとして、ライトダウンキャンペーンが終了したことに伴い、本市においてもライトダウンの
呼びかけを終了した。

Ｆ
環境政策課

（環境政策係）

第二次あきる野市環境基本計画

対応する分野別計画
戦略：生物多様性あきる野戦略

温暖化：あきる野市地球温暖化対策地
域推進計画

令和３年度
（平成33年度）

担当課

分野
施策の
推進
方策

施策 関連する施策・事業

Ｆ人66
ライトダウンキャンペー
ンへの参加呼びかけ
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【評価基準】

A：目標値を達成している C：現在のままでは目標値の達成が困難と考えられるため、改善措置を講じる必要がある

B：現在の取組を継続、拡大すれば目標値を達成できる Z：今年度は評価ができない
２ 「関連指標」の評価一覧

＊1 あきる野市一般廃棄物処理基本計画に基づく目標指標に参入する項目（資源、有害ごみ、集団回収を除く）の合計

＊2 人口は当該年度の 4 月 1 日現在のものを使用

＊3 「あきる野市役所の二酸化炭素排出量」の平成 30 年度以降の実績は、平成 30 年 3 月に策定した第四次あきる野市地球温暖化対策実行計画に準拠し、外部委託や指定管理者により管理運営を行っている施設をふくむため、目標（中期目標）を 6,703.8t-CO2、

現状値を 7,981.5t-CO2(平成 25 年度)として評価する。

実績 実績 評価

1
郷土の恵みの森づくり事業（昔道・尾根道整備、景観整備）の参加
団体

延べ20団体 延べ17団体
延べ15団体
・昔道・尾根道整備：4町内会・自治会
・景観整備：11自治会等

延べ16団体
・昔道・尾根道整備：5町内会・自治会
・景観整備：11自治会等

C
環境政策課

（環境の森推進係）

2 生物多様性という言葉の認知度（内容も分かる） 70% 30.2%
※計画改定等に伴い市民意識調査を実施した際に調
査予定である。

※計画改定等に伴い市民意識調査を実施した際に調
査予定である。

Z
環境政策課

（環境政策係）

3 外来種という言葉の認知度（内容も分かる） 80% 67.6%
※計画改定等に伴い市民意識調査を実施した際に調
査予定である。

※計画改定等に伴い市民意識調査を実施した際に調
査予定である。

Z
環境政策課

（環境政策係）

4 地産地消の実施率（常時取り組んでいる） 50% 39.8%
※計画改定等に伴い市民意識調査を実施した際に調
査予定である。

※計画改定等に伴い市民意識調査を実施した際に調
査予定である。

Z
環境政策課

（環境政策係）

1 環境基準の達成率（大気、水質など） 98% 97.5% 96.9% 96.8% B
生活環境課

（生活環境係）

2 市民一人一日当たりのごみ排出量　＊1 574g  643.9g 667.3ｇ 648.7ｇ B
生活環境課

（清掃・リサイクル係）

3 リサイクル率 約35％ 29.4% 33.2% 32.1% B
生活環境課

（清掃・リサイクル係）

4 生活排水処理率 95% 94% 94% 94% B
管理課

（下水道係）

5 下水道接続率 97% 96% 98% 98% A
管理課

（下水道係）

6 一斉清掃の実施回数（年） 2回 2回 1回 1回 B
生活環境課

（清掃・リサイクル係）

7 一斉清掃の参加率（延べ参加者数／本市の人口）　＊２ 40% 38.1% 15.1%（１回のみ実施）

16%（１回のみ実施）
【参考】参加者数12,815人
　　　　本市世帯数：36,224世帯
　　　　町内会・自治会加入率：44.6％

B
生活環境課

（清掃・リサイクル係）

1 あきる野市全体の二酸化炭素排出量 312千tーCO2
 330千tーCO2

（平成24年度）
296千tーCO2

（平成30年度）
267千tーCO2

（平成31年度）
A

環境政策課
（環境政策係）

2 あきる野市役所の二酸化炭素排出量 6,703.8tーCO2　＊３
7,981.5tーCO2　＊３

（平成25年度）
4,789.4tーCO2　※３ 4,639.3tーCO2（速報値）　※３ A

環境政策課
（環境政策係）

3 グリーンカーテンの実施率（いつも実施と時々実施の合計） 50% 40%
※計画改定等に伴い市民意識調査を実施した際に調
査予定である。

※計画改定等に伴い市民意識調査を実施した際に調
査予定である。

Z
環境政策課

（環境政策係）

1 森林サポートレンジャーの登録人数 120人 106人 107人 109人 C
環境政策課

（環境の森推進係）

2 小宮ふるさと自然体験学校等の環境教育・体験学習施設の利用者数 9,000人 5,375人
2,825人
※小宮ふるさと自然体験学校及び戸倉しろやまテラ
スの合計の利用者数

9,831人
・小宮ふるさと自然体験学校の利用者数3,930人
・戸倉しろやまテラスの体験利用者数1,101人
・戸倉しろやまテラスのジオ情報室来室者数
4,800人

B
環境政策課

（環境の森推進係）

記入欄

R３年度分野 NO 指標 目標
現状値

（H26年度）

令和２年度
所管課

自
然
環
境

エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境

人
の
活
動

生
活
環
境
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３ 環境調査結果
＜令和３年度 秋川・平井川河川水質調査結果＞ 採取日 令和３年5月11日

（水域類型） 秋川：AA類型 平井川・養沢川：AＡ類型 ※下線は環境基準超過

検査項目 気温 水温 外観 臭気 透視度
水素

イオン濃度
（ｐH）

生物化学的
酸素要求量

（BOD）

化学的
酸素要求量

（COD）

浮遊
物質量
（SS）

溶存
酸素

（ＤＯ）

大腸菌
群数

MPN/100ml
全窒素 全りん カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀

アルキル
水銀

ＰＣＢ
陰イオン

界面活性剤
（ＭＢＡＳ）

アンモ
ニア性
窒素

種別 測定地点
AA6.5-8.5
A  6.5-8.5
河川基準値

AA1㎎/l以下
A  2㎎/l以下
河川基準値

一般的に3㎎/
以下

AA25㎎/l以下

A  25㎎/l以下

河川基準値

AA・A7.5㎎/l
以上

河川基準値

AA  　50以下
A 　1000以下
河川基準値

基準なし 基準なし 0.003㎎/ｌ
以下

検出されな
いこと

0.01㎎/ｌ
以下

0.05㎎/ｌ
以下

0.01㎎/ｌ
以下

0.0005㎎/ｌ
以下

検出されな
いこと

検出されな
いこと

0.2㎎/ｌ以下
(水道水質基
準)

一般的に0.1
㎎/ｌ以下

西青木平橋 16.0℃ 14.5℃ 無色 無臭 50cm以上 7.5 <0.5 1.6 <1 9.9 490 0.75 0.029 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.02

落合橋 14.5℃ 15.0℃ 無色 無臭 50cm以上 7.8 0.6 - <1 9.9 - 0.72 0.027 - - - - - - - - <0.02 0.03

沢戸橋 15.0℃ 15.4℃ 無色 無臭 50cm以上 7.7 <0.5 - <1 9.8 - 0.98 0.026 - - - - - - - - <0.02 0.02

秋川橋 16.2℃ 16.0℃ 無色 無臭 50cm以上 7.7 <0.5 1.4 2 9.8 2800 1.10 0.035 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.03

清水荘前 15.8℃ 16.5℃ 淡灰色 弱川藻臭 50cm以上 7.8 <0.5 - 1 10.3 - 0.74 0.025 - - - - - - - - <0.02 0.02

引田堰 17.0℃ 17.5℃ 淡灰色 弱川藻臭 50cm以上 7.7 <0.5 1.2 3 10.0 2800 0.90 0.026 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.02

秋留橋 18.5℃ 18.0℃ 淡灰色 弱川藻臭 50cm以上 7.8 <0.5 - 6 9.3 - 1.00 0.044 - - - - - - - - <0.02 0.01

東秋川橋 19.0℃ 17.8℃ 淡灰青色 弱川藻臭 50cm以上 7.8 0.7 1.4 3 10.8 4900 0.93 0.054 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.02

観音橋 18.6℃ 18.0℃ 淡灰緑色 弱川藻臭 50cm以上 8.0 0.9 1.4 2 9.7 3300 0.78 0.039 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.03

小宮久保橋 19.5℃ 18.2℃ 淡灰緑色 弱川藻臭 50cm以上 8.0 0.8 - 3 10.8 - 1.10 0.034 - - - - - - - - <0.02 0.03

新開橋 18.0℃ 17.8℃ 淡黄緑色 弱川藻臭 50cm以上 7.7 0.8 - 1 11.3 - 1.40 0.044 - - - - - - - - <0.02 0.02

多西橋 17.5℃ 18.0℃ 淡黄緑色 弱川藻臭 50㎝以上 7.9 0.8 2.8 3 10.7 2800 2.60 0.063 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.03

高橋上流 15.0℃ 12.8℃ 無色 無臭 50cm以上 7.7 <0.5 1.0 1 10.5 220 0.70 0.030 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.01

五日市解体下 14.2℃ 13.0℃ 無色 無臭 50cm以上 7.6 <0.5 0.6 <1 10.3 490 0.86 0.032 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.01

小宮ふるさと自然体験

学校(旧小宮小)前
14.8℃ 15.0℃ 無色 無臭 50cm以上 7.6 <0.5 - <1 9.6 - 0.85 0.044 - - - - - - - - <0.02 0.01

天王沢　秋川合流点前 16.2℃ 14.4℃ 無色 無臭 50cm以上 7.7 <0.5 - <1 10.1 - 1.20 0.035 - - - - - - - - <0.02 0.01

三内川　秋川合流点前 16.0℃ 15.5℃ 無色 無臭 50cm以上 7.7 <0.5 - 1 9.4 - 1.40 0.041 - - - - - - - - <0.02 0.02

舞知川　秋川合流点前 18.5℃ 16.8℃ 淡灰緑色 弱川藻臭 50cm以上 8.0 0.7 - 3 9.9 - 7.00 0.011 - - - - - - - - <0.02 0.02

鯉川　鯉川橋 17.6℃ 17.0℃ 淡灰黄色 弱川藻臭 50cm以上 7.5 0.7 - 2 8.9 - 1.80 0.062 - - - - - - - - <0.02 0.02

氷沢川　ヒル橋 18.5℃ 16.5℃ 淡灰黄色 弱芳香臭 50cm以上 7.6 0.8 - 1 10.1 - 0.91 0.017 - - - - - - - - <0.02 0.02

0.1℃ 0.1℃ - - 0.5㎝ - 0.5㎎/ｌ 0.5㎎/ｌ 1.0㎎/ｌ 0.5㎎/ｌ 10MPN/100ml 0.05㎎/ｌ 0.003㎎/ｌ 0.0003㎎/ｌ 0.01㎎/ｌ 0.002㎎/ｌ 0.02㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.02㎎/ｌ 0.01㎎/l

秋
川
支
流

平
井
川
支
流

定量下限値

環境基準　　

秋
川

平
井
川

養
沢
川
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＜令和３年度 秋川・平井川河川水質調査結果＞ 採取日 令和３年８月５日

（水域類型） 秋川：AA類型 平井川・養沢川：A類型 ※下線は環境基準超過

検査項目 気温 水温 外観 臭気 透視度
水素

イオン濃度
（ｐH）

生物化学的
酸素要求量

（BOD）

化学的
酸素要求量

（COD）

浮遊
物質量
（SS）

溶存
酸素

（ＤＯ）

大腸菌
群数

MPN/100ml
全窒素 全りん カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀

アルキル
水銀

ＰＣＢ
陰イオン

界面活性剤
（ＭＢＡＳ）

アンモ
ニア性
窒素

種別 測定地点
AA6.5-8.5
A  6.5-8.5
河川基準値

AA1㎎/l以下
A  2㎎/l以下
河川基準値

一般的に3㎎/
以下

AA25㎎/l以下

A  25㎎/l以下

河川基準値

AA・A7.5㎎/l
以上

河川基準値

AA  　50以下
A 　1000以下
河川基準値

基準なし 基準なし 0.003㎎/ｌ
以下

検出されな
いこと

0.01㎎/ｌ
以下

0.05㎎/ｌ
以下

0.01㎎/ｌ
以下

0.0005㎎/ｌ
以下

検出されな
いこと

検出されな
いこと

0.2㎎/ｌ以下
(水道水質基
準)

一般的に0.1
㎎/ｌ以下

西青木平橋 35.0℃ 22.4℃ 無色 無臭 50cm以上 7.3 <0.5 0.9 1 8.7 790 0.49 0.014 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.04

落合橋 32.6℃ 25.8℃ 無色 無臭 50cm以上 7.4 0.5 - 1 8.4 - 0.57 0.023 - - - - - - - - <0.02 0.02

沢戸橋 34.2℃ 24.4℃ 無色 無臭 50cm以上 7.7 <0.5 - 1 8.6 - 0.90 0.015 - - - - - - - - <0.02 0.03

秋川橋 33.2℃ 28.0℃ 無色 無臭 50cm以上 7.7 <0.5 1.0 1 8.9 4900 0.85 0.012 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.03

清水荘前 31.4℃ 27.5℃ 無色 無臭 50cm以上 7.8 0.5 - 1 9.1 - 0.77 0.020 - - - - - - - - <0.02 0.01

引田堰 32.0℃ 26.2℃ 無色 無臭 50cm以上 7.3 0.5 1.2 1 8.5 4900 0.87 0.018 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.01

秋留橋 31.6℃ 29.0℃ 無色 無臭 50cm以上 7.2 0.6 - 2 8.6 - 1.30 0.016 - - - - - - - - <0.02 0.03

東秋川橋 28.2℃ 27.0℃ 無色 微川藻臭 50cm以上 7.5 0.7 1.4 2 8.8 7900 0.79 0.009 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.03

観音橋 32.6℃ 25.2℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.5 0.8 1.7 3 8.5 4900 0.79 0.023 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.05

小宮久保橋 31.4℃ 25.0℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.8 0.8 - 3 10.4 - 1.10 0.036 - - - - - - - - <0.02 0.01

新開橋 28.6℃ 25.0℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.2 0.6 - 2 8.7 - 1.40 0.032 - - - - - - - - <0.02 0.02

多西橋 30.6℃ 27.2℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.3 0.7 1.2 3 8.5 7000 2.00 0.042 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.01

高橋上流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

五日市解体下 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

小宮ふるさと自然体験

学校(旧小宮小)前
34.2℃ 22.0℃ 無色 無臭 50cm以上 7.3 <0.5 - <1 8.5 - 0.61 0.015 - - - - - - - - <0.02 0.02

天王沢　秋川合流点前 30.2℃ 24.5℃ 無色 無臭 50cm以上 7.1 <0.5 - <1 8.8 - 1.20 0.040 - - - - - - - - <0.02 0.02

三内川　秋川合流点前 30.6℃ 26.5℃ 無色 無臭 50cm以上 7.2 0.6 - <1 8.3 - 1.30 0.039 - - - - - - - - <0.02 0.03

舞知川　秋川合流点前 31.0℃ 20.6℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.5 0.8 - 1 9.8 - 6.90 0.021 - - - - - - - - <0.02 0.02

鯉川　鯉川橋 30.4℃ 28.2℃ 淡灰緑色 微川藻臭 50cm以上 7.8 0.8 - 3 8.4 - 1.80 0.120 - - - - - - - - <0.02 0.04

氷沢川　ヒル橋 30.2℃ 26.2℃ 淡灰緑色 微川藻臭 50cm以上 7.3 0.6 - <1 9.0 - 0.93 0.035 - - - - - - - - <0.02 0.03

0.1℃ 0.1℃ - - 0.5㎝ - 0.5㎎/ｌ 0.5㎎/ｌ 1.0㎎/ｌ 0.5㎎/ｌ 10MPN/100ml 0.05㎎/ｌ 0.003㎎/ｌ 0.0003㎎/ｌ 0.01㎎/ｌ 0.002㎎/ｌ 0.02㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.02㎎/ｌ 0.01㎎/l

秋
川
支
流

平
井
川
支
流

定量下限値

環境基準　　

秋
川

平
井
川

養
沢
川
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＜令和３年度 秋川・平井川河川水質調査結果＞ 採取日 令和３年11月２日

（水域類型） 秋川：AA類型 平井川・養沢川：A類型 ※下線は環境基準超過

検査項目 気温 水温 外観 臭気 透視度
水素

イオン濃度
（ｐH）

生物化学的
酸素要求量

（BOD）

化学的
酸素要求量

（COD）

浮遊
物質量
（SS）

溶存
酸素

（ＤＯ）

大腸菌
群数

MPN/100ml
全窒素 全りん カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀

アルキル
水銀

ＰＣＢ
陰イオン

界面活性剤
（ＭＢＡＳ）

アンモ
ニア性
窒素

種別 測定地点
AA6.5-8.5
A  6.5-8.5
河川基準値

AA1㎎/l以下
A  2㎎/l以下
河川基準値

一般的に3㎎/
以下

AA25㎎/l以下

A  25㎎/l以下

河川基準値

AA・A7.5㎎/l
以上

河川基準値

AA  　50以下
A 　1000以下
河川基準値

基準なし 基準なし 0.003㎎/ｌ
以下

検出されな
いこと

0.01㎎/ｌ
以下

0.05㎎/ｌ
以下

0.01㎎/ｌ
以下

0.0005㎎/ｌ
以下

検出されな
いこと

検出されな
いこと

0.2㎎/ｌ以下
(水道水質基
準)

一般的に0.1
㎎/ｌ以下

西青木平橋 18.8℃ 12.8℃ 無色 微川藻臭 50cm以上 7.6 <0.5 0.8 <1 10.6 1100 0.47 0.015 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.03

落合橋 17.5℃ 13.0℃ 無色 微川藻臭 50cm以上 7.7 0.8 - <1 10.8 - 0.59 0.023 - - - - - - - - <0.02 0.05

沢戸橋 17.5℃ 14.0℃ 無色 微川藻臭 50cm以上 7.8 <0.5 - <1 10.4 - 0.49 0.010 - - - - - - - - <0.02 0.03

秋川橋 18.8℃ 15.8℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 8.1 <0.5 1.0 <1 11.0 4900 0.67 0.007 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.05

清水荘前 19.4℃ 14.4℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.9 <0.5 - <1 11.0 - 0.63 0.008 - - - - - - - - <0.02 0.01

引田堰 19.2℃ 14.8℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 8.0 0.6 1.1 <1 11.0 3300 0.56 0.009 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.01

秋留橋 19.5℃ 17.0℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 8.1 <0.5 - <1 10.7 - 0.70 0.008 - - - - - - - - <0.02 0.02

東秋川橋 18.2℃ 14.0℃ 無色 微川藻臭 50cm以上 7.7 0.8 1.2 <1 12.8 7000 0.62 0.009 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.05

観音橋 18.4℃ 16.2℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.9 0.8 1.2 <1 10.6 4900 0.79 0.025 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.05

小宮久保橋 17.8℃ 16.2℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 8.1 0.5 - <1 10.7 - 0.73 0.022 - - - - - - - - <0.02 0.01

新開橋 16.8℃ 16.0℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.8 0.8 - <1 10.4 - 1.30 0.010 - - - - - - - - <0.02 0.04

多西橋 18.0℃ 16.2℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.8 0.8 1.3 <1 10.8 4900 1.30 0.014 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.01

高橋上流 18.5℃ 13.5℃ 無色 無臭 50cm以上 7.8 <0.5 0.5 <1 10.2 330 0.67 0.017 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.05

五日市解体下 18.0℃ 13.4℃ 無色 無臭 50cm以上 7.6 0.5 0.6 <1 10.1 790 0.72 0.015 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.09

小宮ふるさと自然体験

学校(旧小宮小)前
19.0℃ 14.5℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.7 0.5 - <1 11.0 - 0.55 0.018 - - - - - - - - <0.02 0.02

天王沢　秋川合流点前 18.2℃ 14.8℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.6 0.5 - <1 9.9 - 1.20 0.043 - - - - - - - - <0.02 0.08

三内川　秋川合流点前 17.0℃ 14.5℃ 無色 無臭 50cm以上 7.5 <0.5 - <1 10.0 - 1.40 0.044 - - - - - - - - <0.02 0.07

舞知川　秋川合流点前 17.5℃ 15.8℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.5 0.8 - <1 10.5 - 4.60 0.021 - - - - - - - - <0.02 0.02

鯉川　鯉川橋 17.5℃ 16.0℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.8 0.5 - <1 10.1 - 1.80 0.130 - - - - - - - - <0.02 0.04

氷沢川　ヒル橋 17.8℃ 16.0℃ 中灰黄色 微川藻臭 50cm以上 7.7 0.7 - <1 10.3 - 0.93 0.038 - - - - - - - - <0.02 0.03

0.1℃ 0.1℃ - - 0.5㎝ - 0.5㎎/ｌ 0.5㎎/ｌ 1.0㎎/ｌ 0.5㎎/ｌ 10MPN/100ml 0.05㎎/ｌ 0.003㎎/ｌ 0.0003㎎/ｌ 0.01㎎/ｌ 0.002㎎/ｌ 0.02㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.02㎎/ｌ 0.01㎎/l

秋
川
支
流

平
井
川
支
流

定量下限値

環境基準　　

秋
川

平
井
川

養
沢
川
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＜令和３年度 秋川・平井川河川水質調査結果＞ 採取日 令和４年2月１５日

（水域類型） 秋川：AA類型 平井川・養沢川：A類型 ※下線は環境基準超過

検査項目 気温 水温 外観 臭気 透視度
水素

イオン濃度

（ｐH）

生物化学的

酸素要求量

（BOD）

化学的

酸素要求量

（COD）

浮遊

物質量

（SS）

溶存

酸素

（ＤＯ）

大腸菌

群数

MPN/100ml

全窒素 全りん カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀
アルキル

水銀
ＰＣＢ

陰イオン

界面活性剤

（ＭＢＡＳ）

アンモ

ニア性

窒素

種別 測定地点
AA6.5-8.5

A  6.5-8.5
河川基準値

AA1㎎/l以下

A  2㎎/l以下

河川基準値

一般的に3㎎/

以下

AA25㎎/l以下

A  25㎎/l以下

河川基準値

AA・A7.5㎎/l

以上

河川基準値

AA  　50以下

A 　1000以下

河川基準値

基準なし 基準なし 0.003㎎/ｌ

以下

検出されな

いこと

0.01㎎/ｌ

以下

0.05㎎/ｌ

以下

0.01㎎/ｌ

以下

0.0005㎎/ｌ

以下

検出されな

いこと

検出されな

いこと

0.2㎎/ｌ以下

(水道水質基

準)

一般的に0.1

㎎/ｌ以下

西青木平橋 8.0℃ 3.5℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.5 0.8 1.0 <1 12.7 700 0.46 0.012 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.05

落合橋 9.5℃ 4.0℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.7 0.8 - <1 12.8 - 0.61 0.020 - - - - - - - - <0.02 0.05

沢戸橋 9.3℃ 4.8℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 8.0 0.8 - 1 12.9 - 0.49 0.012 - - - - - - - - <0.02 0.04

秋川橋 9.5℃ 6.3℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 8.1 0.8 1.1 <1 12.9 3300 0.93 0.010 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.05

清水荘前 9.7℃ 5.4℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 8.0 0.9 - <1 12.8 - 0.61 0.011 - - - - - - - - <0.02 0.02

引田堰 8.9℃ 6.8℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.8 0.8 1.8 <1 12.9 2800 0.61 0.009 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.02

秋留橋 8.8℃ 6.2℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.9 0.8 - 1 12.9 - 0.82 0.011 - - - - - - - - <0.02 0.04

東秋川橋 7.8℃ 6.2℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.7 0.8 1.6 1 12.7 4900 0.61 0.014 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.05

観音橋 7.2℃ 6.9℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.7 0.8 2.0 2 12.6 3300 0.78 0.021 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.04

小宮久保橋 6.5℃ 6.9℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.7 0.8 - 2 12.9 - 0.99 0.024 - - - - - - - - <0.02 0.01

新開橋 6.8℃ 6.8℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.6 0.8 - 1 12.7 - 1.30 0.015 - - - - - - - - <0.02 0.05

多西橋 6.9℃ 7.2℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 8.0 0.8 3.0 1 12.9 4900 1.60 0.009 <0.0003 <0.01 <0.002 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.02 0.01

高橋上流 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

五日市解体下 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

小宮ふるさと自然体験

学校(旧小宮小)前
9.0℃ 4.2℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.5 0.9 - <1 12.8 - 0.58 0.015 - - - - - - - - <0.02 0.03

天王沢　秋川合流点前 9.2℃ 4.2℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.4 0.8 - <1 12.9 - 1.70 0.051 - - - - - - - - <0.02 0.07

三内川　秋川合流点前 8.8℃ 5.0℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.7 0.8 - <1 12.9 - 1.60 0.043 - - - - - - - - <0.02 0.08

舞知川　秋川合流点前 8.9℃ 8.5℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.5 0.8 - 1 12.1 - 4.50 0.016 - - - - - - - - <0.02 0.02

鯉川　鯉川橋 7.8℃ 6.0℃ 淡黄緑色 微川藻臭 50cm以上 7.3 0.8 - 1 12.8 - 2.00 0.120 - - - - - - - - <0.02 0.05

氷沢川　ヒル橋 7.2℃ 5.6℃ 淡灰黄色 微川藻臭 50cm以上 7.5 1.9 - 1 12.2 - 0.76 0.039 - - - - - - - - <0.02 0.03

0.1℃ 0.1℃ - - 0.5㎝ - 0.5㎎/ｌ 0.5㎎/ｌ 1.0㎎/ｌ 0.5㎎/ｌ 10MPN/100ml 0.05㎎/ｌ 0.003㎎/ｌ 0.0003㎎/ｌ 0.01㎎/ｌ 0.002㎎/ｌ 0.02㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.0005㎎/ｌ 0.02㎎/ｌ 0.01㎎/l

環境基準　　

定量下限値

平

井
川

養

沢

川

秋

川

支

流

平

井

川

支
流

秋

川
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＜令和３年度 清流保全条例施行に伴う湧水及び合流点の水質分析調査＞ 採取日 令和４年2月2１日・2２日

※平沢６１７・草花１１２７・南秋留小横については湧水が確認できなかったため、令和3年度は欠測としている。 ※下線は環境基準超過

検査項目 気温 水温 外観 臭気 透視度 流量
水素

イオン濃度

（ｐH）

生物化学的

酸素要求量

（BOD）

化学的

酸素要求量

（COD）

浮遊

物質量

（SS）

溶存

酸素

（ＤＯ）

大腸菌

群数

MPN/100ml

全窒素 全りん カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀
アルキル

水銀
ＰＣＢ

陰イオン

界面活性剤

（ＭＢＡＳ）

アンモ

ニア性

窒素

測定地点 
AA6.5-8.5

A  6.5-8.5

河川基準値

AA1㎎/l以下

A  2㎎/l以下

河川基準値

一般的に3㎎/l

以下

AA25㎎/l以下

A  25㎎/l以下

河川基準値

AA・A7.5

㎎/l以上

河川基準値

AA  　50以下

A 　1000以下

河川基準値

基準なし 基準なし 0.003㎎/ｌ

以下

検出されな

いこと

0.01㎎/ｌ

以下

0.05㎎/ｌ

以下

0.01㎎/ｌ

以下

0.0005㎎/ｌ

以下

検出されな

いこと

検出されな

いこと

0.2㎎/ｌ以下

(水道水質基

準)

一般的に

0.1㎎/ｌ

以下

山田八幡神社裏　 2.0℃ 12.5℃ 無色 無臭 50㎝以上 0.020㎥/m 7.0 <0.5 0.6 <1 11.0 49 4.26 0.017 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

真城寺 3.0℃ 13.5℃ 無色 無臭 50㎝以上 0.032㎥/m 7.0 <0.5 4.0 8 9.3 70 3.31 0.012 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

白滝神社 3.0℃ 15.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 0.097㎥/m 6.9 <0.5 2.5 2 9.6 110 4.36 0.014 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

牛沼２８７ 3.5℃ 15.5℃ 無色 無臭 50㎝以上 - 6.7 <0.5 1.0 <1 10.0 170 3.92 0.010 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

雨間６９８ 4.0℃ 14.5℃ 無色 無臭 50㎝以上 - 6.6 <0.5 0.8 <1 9.1 79 2.80 0.004 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

秋川グリーン

スポーツ公園前
3.0℃ 13.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 - 6.2 <0.5 2.0 2 8.4 23 2.92 0.014 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

小川８２０ 4.0℃ 13.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 0.036㎥/m 6.4 <0.5 1.0 <1 9.5 110 8.94 0.008 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

平沢６１７※ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AA

広済寺付近 5.0℃ 14.5℃ 無色 無臭 50㎝以上 0.042㎥/m 6.2 <0.5 0.7 <1 8.2 79 6.45 0.008 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

二宮お滝 6.5℃ 14.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 0.081㎥/m 6.2 <0.5 1.4 2 9.3 170 6.81 0.011 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

二宮神社お池 5.0℃ 13.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 0.211㎥/m 6.4 <0.5 1.6 <1 9.9 220 5.43 0.006 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

八雲神社 5.5℃ 13.5℃ 無色 無臭 50㎝以上 0.157㎥/m 6.4 <0.5 1.1 <1 11.0 170 8.37 0.005 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

草花公園 6.0℃ 11.5℃ 無色 無臭 50㎝以上 0.038㎥/m 6.2 <0.5 1.6 2 8.8 110 4.80 0.011 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

草花１１２７※ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AA

草花小学校西　 5.0℃ 12.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 - 7.0 <0.5 1.6 <1 9.9 170 1.85 0.012 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

菅生夫婦橋下 5.5℃ 12.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 - 6.8 <0.5 1.4 1 9.6 33 5.73 0.009 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

折立坂 5.0℃ 10.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 0.002㎥/m 6.8 <0.5 2.6 2 10.2 240 5.31 0.009 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

南秋留小横※ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AA

ミユキ組宿舎（西） 2.0℃ 5.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.4 <0.5 1.0 <1 12.8 220 2.62 0.006 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

舞知川 4.0℃ 8.0℃ 無色 微川藻臭 50㎝以上 7.0 <0.5 3.0 <1 9.5 330 3.01 0.012 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

広済寺下 3.0℃ 10.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.3 <0.5 1.3 <1 10.6 110 8.07 0.014 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

玉見ヶ崎公園隣 3.5℃ 8.0℃ 無色 微川藻臭 50㎝以上 7.1 <0.5 1.4 <1 12.3 170 8.85 0.026 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

養沢川 3.0℃ 3.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.3 <0.5 1.5 <1 12.8 49 1.22 0.004 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

盆堀川 4.5℃ 5.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.2 <0.5 1.4 <1 12.9 220 1.10 0.006 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

入野沢 7.0℃ 6.5℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.3 <0.5 1.8 <1 11.4 140 2.23 0.017 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

北裏水路 5.0℃ 11.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.3 <0.5 1.2 <1 10.5 110 0.50 0.003 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

樽沢 4.5℃ 6.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.4 <0.5 2.4 <1 12.7 170 2.63 0.065 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

宮の入沢 6.0℃ 4.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.6 <0.5 2.7 <1 12.6 140 1.62 0.005 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

横沢 5.5℃ 7.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.4 <0.5 4.4 1 11.8 110 1.45 0.005 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

引谷川 3.0℃ 4.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.3 <0.5 3.6 1 12.4 220 1.34 0.011 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

溝ッ堀 5.0℃ 7.0℃ 無色 微川藻臭 50㎝以上 7.1 0.8 2.4 1 12.0 230 3.35 0.006 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

北川原 4.5℃ 7.0℃ 淡灰色 微土臭 50㎝以上 7.2 3.1 4.8 2 9.6 280 11.80 0.138 - - - - - - - - 0.02 0.03 AA

ふれあい橋　 6.0℃ 8.0℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.1 <0.5 1.5 <1 12.1 170 0.76 0.004 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

鯉川合流 6.0℃ 9.0℃ 無色 微川藻臭 50㎝以上 7.3 <0.5 2.4 1 12.7 330 2.54 0.016 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

氷沢川 4.5℃ 7.5℃ 無色 微川藻臭 50㎝以上 7.2 <0.5 2.4 <1 12.6 490 1.26 0.005 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

新開橋下 5.0℃ 6.5℃ 無色 無臭 50㎝以上 7.1 0.7 2.0 <1 11.6 79 5.43 0.039 - - - - - - - - <0.02 <0.01 AA

0.1℃ 0.1℃ - - 0.5㎝ 0.001㎥/m - 0.5㎎/ｌ 0.5㎎/ｌ 1.0㎎/ｌ 0.5㎎/ｌ 10MPN/100ml 0.05㎎/ｌ 0.003㎎/ｌ 0.005㎎/ｌ 0.01㎎/ｌ 0.002㎎/ｌ <0.02㎎/ｌ <0.0005㎎/ｌ <0.0005㎎/ｌ <0.0005㎎/ｌ <0.0005㎎/ｌ <0.02㎎/ｌ 0.01㎎/l

種別 環境基準　　

定量下限値

類型
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＜令和３年度 地下水汚染調査結果＞

調査日 令和３年4月1５日

＜令和３年度 秋川・平井川ふん便性大腸菌群数調査結果＞

採取日 令和３年6月７日

水浴場水質判定基準（環境省）

調査場所

調査項目
草花1 草花２ 野 辺 雨 間 渕 上 伊 奈 留 原 環境基準

トリクロロエチレン

（㎎/l）
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

テトラクロロエチレン

（㎎/l）
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

1,1,1-トリクロロエタン

（㎎/l）
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1以下

No 河川
名

調査地点
ふん便性

大腸菌群数
（個/100ml）

水浴判定 採取時間

1

秋

川

西青木平橋 18 適（A） 14:30

2 落合橋 16 適（A） 14:06

3 沢戸橋 23 適（A） 13:44

4 秋川橋 81 適（A） 11:55

5 小和田橋 33 適（A） 12:23

6 清水荘前 48 適（A） 11:17

7 引田堰 35 適（A） 10:54

8 秋留橋 55 適（A） 10:34

9 東秋川橋 55 適（A） 9:08

10 平
井
川

多西橋 39 適（A） 9:34

11 観音橋 92 適（A） 10:04

区分 ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度

適

水質 AA
不検出

（検出限界 2 個/100ml）
油膜が認められない

2mg/l 以下

（湖沼は 3mg/l 以下）

全透

（水深 1m 以上）

水質 A 100 個/100ml 以下 油膜が認められない
2mg/l 以下

（湖沼は 3mg/l 以下）

全透

（水深 1m 以上）

可

水質 B 400 個/100mｌ以下 常時は油膜が認められない 5mg/l 以下 水深 1m 未満～50 ㎝以上

水質 C 1,000 個/100mｌ以下 常時は油膜が認められない 8mg/l 以下 水深 1m 未満～50 ㎝以上

不 適 1,000 個/100mｌを超えるもの 常時油膜が認められる 8mg/l 超 50 ㎝未満
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＜令和３年度 二酸化窒素調査結果＞

（単位 ppm）

調査日程
調査地点

5／24～25 9／7～8 11／10～11 2／7～8

野辺交差点 0.013 0.009 0.013 0.017

小川交差点 0.016 0.009 0.013 0.018

二宮本宿交差点 0.014 0.008 0.011 0.019

氷沢橋交差点 0.010 0.007 0.014 0.015

菅生交差点 0.013 0.007 0.019 0.017

上菅生バス停 0.005 0.002 0.006 0.007

瀬戸岡交差点 0.014 0.008 0.017 0.018

秋川交差点（西秋留） 0.012 0.007 0.011 0.016

秋川駅西踏切 0.025 0.011 0.013 0.018

油平交差点 0.016 0.010 0.017 0.017

秋留橋 0.022 0.010 0.012 0.018

渕上交差点 0.016 0.011 0.010 0.016

山田交差点 0.010 0.008 0.006 0.012

留原交差点 0.006 0.004 0.004 0.008

小中野交差点 0.007 - 0.004 0.009

十里木交差点 0.007 0.004 0.004 0.010

青木平橋入口 0.005 0.004 0.004 0.009

小宮ふるさと自然体験学

校(旧小宮小)入口
0.002 0.001 0.002 0.005

五日市出張所 0.004 0.002 0.003 0.007

東町交差点 0.009 0.006 0.007 0.011

武蔵五日市駅前 0.011 0.008 0.010 0.012

小机バス停 0.015 0.011 0.009 0.013
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＜令和３年度 一般大気調査結果＞

測定日 令和４年１月26～27日

＊1 「mg/m３」は、単位体積中の物質の濃度を表し、本調査では、１m３中に含まれる汚染物質量の濃度の単位

を示す。（詳細は、第１章１３頁に掲載）

調査地点 調査結果（mg/m３）＊1

屋城小学校 0.0412

農業会館 0.0366

一の谷児童館 0.0218

いきいきセンター 0.0316

阿伎留医療センター 0.0287

秋川給食センター 0.0206

西秋川衛生組合玉美園 0.0325

野辺地内 0.0352

草花地内 0.0359

あきる野市役所 0.0298

五日市センター 0.0304

留原自治会館 0.0229

五日市出張所 0.0298

横沢クラブ 0.0344

ファインプラザ 0.0393

参考基準値 0.1000
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４ 放射線・放射性物質測定結果
（１）定点６か所の空間放射線量測定結果

測定機器：シンチレーション式サーベイメータ

「日立アロカメディカル ＴＣＳ－１７２Ｂ」

測定方法：機器使用マニュアルに基づき使用。１地点につき５回測定し、その平均値を当該地点の測定値とする。

単位：μSv／時間

測定日 測定地点

測定箇所

屋城保育園 市役所 楓ヶ原公園 五日市広場
すぎの子

保育園

上養沢

自治会館

- 御影石上で測定 - - -
砕石敷き上で測

定

令和３年

４月２６日
地上5cm 0.05 0.11 0.06 0.07 0.05 0.09

令和３年

7月２６日
地上5cm 0.05 0.10 0.06 0.07 0.04 0.09

令和３年

10月２５日
地上5cm 0.06 0.11 0.05 0.07 0.05 0.08

令和４年

1月2４日
地上5cm 0.05 0.11 0.05 0.07 0.05 0.08
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